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1. 工事計画添付書類に係る補足説明資料 

添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。 

 

資料 

No. 
添付書類名称 補足説明資料（内容） 備考 

1 

非常用発電装置の出力の

決定に関する説明書 

非常用発電装置の供給負荷について  

2 

発電用火力設備に関する技術基準を定める

省令及び原子力発電工作物に係る電気設備

に関する技術基準を定める命令の各条文に

対する個別設備の逐条評価について 

 

3 
非常用ディーゼル発電機の出力の決定に関

する説明について 

 

4 
可搬型重大事故等対処設備のうち一部常設

箇所を有する設備に関する説明について 

 

5 

技術的能力の各手順における第一ガスター

ビン発電機からの給電を期待する負荷の整

理について 

 

6 
高エネルギーアーク損傷（HEAF）対策に係

る電気盤の設計について 

 

7 
基本設計方針にのみ記載する設備のうち共

用設備の配置図 

 

 

別紙 工認添付書類と設置許可まとめ資料との関係

 

今回提出範囲 
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工認添付書類と設置許可まとめ資料との関係 

（工事計画に係る補足説明資料（その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備）） 

工認添付資料 設置許可まとめ資料 引用内容 

非常用発電装置の

出力の決定に関す

る説明書 

有効性

評価 

添付資料 

2.4.1.5 

2.4.1.5 常設代替交流電源設備

の負荷(崩壊熱除去機能喪失(取水

機能が喪失した場合)) 

資料の一部を引用 

SA 57-9 1.1 重大事故等対処設備による

代替電源（交流）の供給 

資料の一部を引用 
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1. 概要 

本資料は，非常用発電装置の出力の決定に関する説明書において説明している非常用発電装置

のうち非常用ディーゼル発電機，第一ガスタービン発電機及び電源車から電力を供給する機器に

ついて補足説明するものである。 

5号機原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備から電力を供給する機器に関する説明は令

和2年10月14日付け原規規発第2010147号にて認可された柏崎刈羽原子力発電所第7号機の設計及

び工事の計画の補足説明資料「工事計画に係る説明資料（その他発電用原子炉の附属施設のうち

非常用電源設備）」による。 

 

2. 非常用発電装置の供給負荷について 

2.1 非常用ディーゼル発電機 

重大事故等時に非常用ディーゼル発電機から電力を供給する機器については，発電用原子炉

設置変更許可申請書の添付書類十追補1「重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施す

るために必要な技術的能力」では手順ごとに記載し，添付書類八では施設ごとに記載しており，

添付書類八の「10.1 非常用電源設備」の項に以下のとおり取り纏めて記載している。 

 

非常用交流電源設備は，重大事故等時にATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能），ATWS緩和

設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能），ほう酸水注入系，高圧炉心注水系，代替

自動減圧ロジック（代替自動減圧機能），低圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬

型），残留熱除去系（低圧注水モード），残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），原子

炉補機冷却系，代替格納容器スプレイ冷却系（常設），代替格納容器スプレイ冷却系（可搬

型），残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード），残留熱除去系（サプレッション・チ

ェンバ・プール水冷却モード），計装設備及び非常用ガス処理系へ電力を供給できる設計と

する。 
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2.2 第一ガスタービン発電機 

重大事故等時に第一ガスタービン発電機から電力を供給する機器については，設置許可まと

め資料「重大事故等対策の有効性評価 添付資料2.4.1.5 常設代替交流電源設備の負荷（崩壊

熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合））」にて以下のとおり記載している。 
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2.3 電源車 

重大事故等時に電源車から電力を供給する機器については，設置許可まとめ資料「重大事故

等対処設備について（補足説明資料）」にて以下のとおり記載している。 

 

1.1.2 電源車 

重大事故等対処設備として設置している第一ガスタービン発電機との多様化を図り，

機動的な事故対応を行うための可搬型重大事故等対処設備として電源車を配備してい

る。電源車は，以下の 3つのケースについて必要な負荷へ給電できる電源としている。 

①代替原子炉補機冷却系への給電 

②第一ガスタービン発電機が使用不能の場合のバックアップ給電 

③代替所内電気設備から AM用直流 125V充電器を経由し，直流負荷への給電 

 

具体的な負荷は，以下のとおりである。 

①代替原子炉補機冷却系に必要となる負荷は表 57-9-3のとおり，最大負荷約 441kW(そ

の 1)，約 710kW(その 2)及び連続最大負荷約 221kW(その 1)，約 201kW(その 2)である。

したがって，電源車 2台分を必要容量(800kW＝500kVA☓力率 0.8☓2台)とする。 

 

表 57-9-3 電源車の負荷（ケース①） 

 その 1 その 2 

代替原子炉補機冷却水ポンプ 容量 

( )内は起動時 

110kW 

(330kW) 

200kW 

(709kW) 

代替原子炉補機冷却水ポンプ 個数 2 1 

制御電源 1kW 1kW 

合計（連続最大負荷） 

(最大負荷) 

約 221kW 

(441kW) 

約 201kW 

(710kW) 

 

②第一ガスタービン発電機が使用不能の場合代替低圧注水系にて炉心の冠水を実施す

るために必要となる負荷は表 57-9-4のとおり，最大負荷約 734kW(6号炉)，約 754kW(7

号炉)及び連続最大負荷約 699kW(6号炉)，約 728kW(7号炉)である。したがって，電

源車 2台分を必要容量(800kW＝500kVA☓力率 0.8☓2台)とする。 

なお，ガスタービン発電機が使用不能の場合，ガスタービン発電機の代替として電

源車を使用した場合，有効性評価のシナリオにおいて短時間に電源車を使用開始し

なければならないため，可搬型機器での対応が困難なケースもある。（添付資料

57-9-2参照） 
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表 57-9-4 電源車の負荷（ケース②） 

 6号炉 7号炉 

直流 125V充電器盤 A 約 94kW 約 94kW 

直流 125V充電器盤 A-2 約 56kW 約 56kW 

AM用直流 125V充電器盤 約 41kW 約 41kW 

直流 125V充電器盤 B 約 98kW 約 98kW 

交流 120V中央制御室計測用分電盤 A,B 約 12kW 約 6kW 

非常用照明 約 100kW 約 100kW 

復水移送ポンプ 55kW 55kW 

復水移送ポンプ 55kW 55kW 

燃料プール冷却浄化ポンプ 

( )内は起動時 

90kW 

(181kW) 

110kW 

(192kW) 

その他必要な負荷 約 98kW 約 113kW 

合計（連続最大負荷） 

(最大負荷) 

約 699kW 

(約 734kW) 

(第 57-9-9図参照) 

約 728kW 

(約 754kW) 

(第 57-9-10図参照) 

 

③ ②項において AM用直流 125V充電器へ給電するため,②項に包含される。 

 

ケース①～③において，常設代替電源が使用できない場合には，接続に時間を要するもの

の，保管場所を分散しており，2箇所以上の接続口から機動的に給電できる電源車による受電

を行う。（57-8） 

電源車の燃料（軽油）は，軽油タンクにより，重大事故等発生後 7 日間は事故収束対応を

維持できる容量以上の燃料を発電所内に確保し，タンクローリ(4kL)を用いて燃料の補給がで

きる手順を整備する。(57-11) 

代替交流電源（常設及び可搬型），所内電気設備及び代替所内電気設備の回路構成について

は，57-3 系統図参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 57-9-9 電源車負荷積上（6号炉） 
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3. 工事計画における負荷の精緻化について 

設置許可まとめ資料における負荷リストの最大負荷容量は，非常用発電装置の出力の決定に関

する説明書における負荷リストの最大負荷容量と差異があるが，表3-1のとおり，非常用発電装置

の出力の決定に関する説明書においては精緻化した値を用いているためである。 

第一ガスタービン発電機，電源車いずれもまとめ資料における最大容量以下であり，問題ない

と考える。 

 

表3-1 非常用発電装置の出力算出に用いる負荷容量の対比表 

 
設置許可まとめ資料 

非常用発電装置の出力の決定に関す

る説明書 

電動機負荷 電動機定格容量（最大値） 軸動力の値* 

交流 120V中央制御

室計測用分電盤A,B 
接続される負荷容量 分電盤Aの接続される負荷容量 

その他 
― 

設計進捗により得られた負荷容量の

反映 

注記 ＊：軸動力を用いることに関する説明の詳細は，補足説明資料No.3「非常用ディーゼル発電

機の出力の決定に関する説明について」に記載。 

 

4. 重大事故等対処設備の機能維持に必要な空調設備等の電源供給について 

重大事故等対処設備の機能維持に必要な空調設備等については，必要性に応じ，重大事故等対

処設備である非常用ディーゼル発電機及び第一ガスタービン発電機のいずれかの非常用発電装置

から電源供給が可能な設計としている。これらの非常用発電装置が重大事故等対処設備の機能維

持に必要な空調設備等を負荷した場合においても十分な容量が確保できる設計としていることを

以下に示す。 

 

4.1 非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機を重大事故等時に使用する場合の最大所要負荷は，Ⅵ-1-9-1-1「非

常用発電装置の出力の決定に関する説明書」の表3－7に示すとおり（6A：2280kW，6B：3474kW，

6C：3103kW）である。重大事故等対処設備の機能維持に必要な空調設備等のうち，非常用ディ

ーゼル発電機からの電源供給が可能な設備の合計容量は表4-1のとおり（6A：192kW，6B：209kW，

6C：229kW）であり，最大所要負荷に加えると（6A：2472kW，6B：3683kW，6C：3332kW）となる。

非常用ディーゼル発電機の出力は，5000kWの出力を有する設計としており，十分な容量が確保

できる設計としている。 

 

4.2 第一ガスタービン発電機 

第一ガスタービン発電機の最大所要負荷は，Ⅵ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関

する説明書」の表3-8に示すとおり1656kWである。重大事故等対処設備の合計容量は表4-2のと

おり424kWであり，最大所要負荷に加えると2080kWとなる。第一ガスタービン発電機の出力は，
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3600kWの出力を有する設計としており，2080kWに対しても十分な容量が確保できる設計として

いる。 
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表4-1 重大事故等対処設備の機能維持に必要な空調設備等の容量 

（非常用ディーゼル発電機） 

設備 位置付け 
負荷容量(kW) 

電源元 備考 
6A 6B 6C 

① 
RHRポンプ室 

空調 
建屋空調 6 6 6 

6A…MCC6C-1-1 

6B…MCC6D-1-1 

6C…MCC6E-1-1 

― 

② 
HPCFポンプ室 

空調 
建屋空調 ― 11 11 

6B…MCC6D-1-1 

6C…MCC6E-1-1 
― 

③ 
RCICポンプ室 

空調 
建屋空調 3 ― ― 6A…MCC6C-1-4 ― 

④ 
D/G室 

空調 
建屋空調 146 147 157 

6A…MCC6C-1-5 

6B…MCC6D-1-5 

6C…MCC6E-1-2 

― 

⑤ 
RCW熱交換器室 

空調 
建屋空調 37 45 55 

6A…MCC6C-2-1 

6B…MCC6D-2-1 

6C…MCC6E-2-1 

― 

合計容量 192 209 229 ― ― 
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表4-2 重大事故等対処設備の機能維持に必要な空調設備等の容量 

（第一ガスタービン発電機） 

設備 位置付け 負荷容量(kW) 電源元 備考 

① 
RHRポンプ室 

空調 
建屋空調 12 

MCC6C-1-1 

MCC6D-1-1 
2系統分 

② 
HPCFポンプ室 

空調 
建屋空調 11 MCC6D-1-1 ― 

③ 
RCICポンプ室 

空調 
建屋空調 3 MCC6C-1-4 ― 

④ 
D/G室 

空調 
建屋空調 293 

MCC6C-1-5 

MCC6D-1-5 
2系統分 

⑤ 
RCW熱交換器室 

空調 
建屋空調 82 

MCC6C-2-1 

MCC6D-2-1 
2系統分 

⑥ ＣＡＭＳ室空調 建屋空調 19 
MCC6C-1-4 

MCC6D-1-4 
2系統分 

⑦ 
中央制御室待避室 

空調 
建屋空調 4 AM用MCC6B ― 

合計容量 424 ― ― 
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1 

1. 概要 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」とい

う。）第48条及び第78条（準用）に関する説明として，「発電用火力設備に関する技術基準を定

める省令」（以下「火力省令」という。）及び「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術

基準を定める命令」（以下「原子力電技命令」という。）に対する適合状況について整理する。 

6,7号機共用の設備の適合状況については令和2年10月14日付け原規規発第2010147号にて認可

された柏崎刈羽原子力発電所第7号機の設計及び工事の計画の補足説明資料「工事計画に係る説

明資料（その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備）」及び「工事計画に係る説明資料

（その他発電用原子炉の附属施設のうち常用電源設備）」による。 

 

2. 準用に関する説明対象設備の抽出 

準用に関する説明の範囲は，今回の申請における，新規設置設備及び規制基準要求（48,78条）

の追加又は変更がある既設設備とする。ただし，原子力電技命令については，ケーブル等の関連

設備を含む。対象設備の抽出のフローチャートを図2－1及び図2－2に示す。 

 

2.1 火力省令を準用する設備（常設設備） 

設計基準対象施設に施設する補助ボイラー，重大事故等対処施設に施設するガスタービン，

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に施設する内燃機関にて整理される設備を抽出する。 

 

2.2 原子力電技命令を準用する設備（常設設備） 

至近の先行建設プラントにおける「電気設備に関する技術基準の適合性に関する説明」にお

いては，省令69号の別表第二における電気設備（発電機，変圧器，遮断器）及び附帯設備のう

ち非常用予備発電装置（非常用ディーゼル発電設備，無停電電源装置，電力貯蔵装置（蓄電池））

に対し説明を実施しており，これらの実績を踏まえ，非常用電源設備及び常用電源設備にて整

理される設備を抽出する。 
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図
2-
1 

補
助
ボ
イ
ラ
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及
び
内
燃
機
関
の
抽
出
フ
ロ
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ャ
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Y
e
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対
象
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補
助
ボ
イ
ラ
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内
燃
機
関

 

新
規
設
置
設
備
又
は

 

規
制
基
準
要
求
（
48
，

78
条
）
の
追
加
・
変
更

 

が
あ
る
既
設
設
備
か
。

 

 

常
設
設
備
か
。

 

内
燃
機
関

 

補
助
ボ
イ
ラ
ー

 

可
搬
型
設
備
の
扱
い
 

 
７
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機
設
備
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機
及
び
７
号
機
共
用
（
７
号
機
で
申
請
済
）
で
あ
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。
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o
 

N
o
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

 
（
内
燃
機
関
）
 

 
（
燃
料
デ
ィ
タ
ン
ク
,燃

料
移
送
ポ
ン
プ
，
軽
油
タ

ン
ク
等
含
む
。）

 

内
燃
機
関
に
関
し
，
火
力
省
令
に
対
す
る
適
合
性
を

説
明
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                       注
記
 
＊
：
常
用
電
源
設
備
に
つ
い
て
は
，
規
制
基
準
の
追
加
・
変
更
が
な
く
，
追
加
設
備
も
な
い
が
，
先
行
建
設
プ
ラ
ン
ト
の
実
績
を
踏
ま
え
説
明
す
る
。
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設
備
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又
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。
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搬
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共
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。
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発
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発
電
機
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発
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機
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力
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令
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等
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関

し
，
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令
に

対
す

る
適

合
性
を
説
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蓄
電

池
に

関
し

，
原

子
力

電
技

命
令

に
対

す
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適
合

性
を
説
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無
停
電
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源
装
置
に
関
し
，

原
子
力
電
技
命
令
に
対
す
る

適
合
性
を
説
明
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4 

3. 説明方針 

3.1 常設設備 

火力省令及び原子力電技命令の要求に対する適合性について整理を実施し，関連する施設の

添付書類（Ⅵ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」，Ⅵ-1-9-2-1「常用電

源設備の健全性に関する説明書」，Ⅵ-1-1-8「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書」

及びⅥ-3-別添4「発電用火力設備の技術基準による強度に関する説明書」）にてそれぞれ説明

を実施する。 

火力省令及び原子力電技命令の各条文に対する個別設備の逐条評価については，各説明書の

補足説明資料として整理する。対象設備及び記載箇所を表3－1に示す。 
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5 

表
3-
1 

対
象
設
備
及
び
記
載
箇
所
（
常
設
設
備
）
（
1/
2）

 

 
設
備
名
称
 

火
力
省
令
 

原
子
力
電
技
 

命
令
 

記
載
箇
所
 

記
載
内
容
 

常 設 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

（
燃
料
デ
ィ
タ
ン
ク
，
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
，
軽
油
タ

ン
ク
等
含
む
。
）
 

○
 

○
 

Ⅵ
-1
-9
-1
-1
「
非
常
用
発
電
装
置
の

出
力
の
決
定
に
関
す
る
説
明
書
」
 

 Ⅵ
-3
-別

添
4「

発
電
用
火
力
設
備
の

技
術
基
準
に
よ
る
強
度
に
関
す
る
説

明
書
」
 

・
技
術
基
準
の
適
合
状

況
＊

1
 

 ・
強
度
評
価

＊
2
 

無
停
電
電
源
装
置
 

（
AM
用
直
流
12
5V
充
電
器
）
 

―
 

○
 

Ⅵ
-1
-9
-1
-1
「
非
常
用
発
電
装
置
の

出
力
の
決
定
に
関
す
る
説
明
書
」
 

・
技
術
基
準
の
適
合
状

況
 

蓄
電
池
 

（
直
流
12

5V
蓄
電
池
，
AM
用
直
流
12
5V
蓄
電
池
）
 

―
 

○
 

変
圧
器
 

（
動
力
変
圧
器
，
AM
用
動
力
変
圧
器
）
 

―
 

○
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6 

表
3-
1 

対
象
設
備
及
び
記
載
箇
所
（
常
設
設
備
）
（
2/
2）

 

 
設
備
名
称
 

火
力
省
令
 

原
子
力
電
技
 

命
令
 

記
載
箇
所
 

記
載
内
容
 

常 設 

遮
断
器
 

（
メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
，
パ
ワ
ー
セ
ン
タ
，
モ

ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
，
緊
急
用
電
源
切
替
箱
断

路
器
，
緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
，
AM
用
MC
C，

AM

用
切
替
盤
，
AM
用
操
作
盤
，
直
流
12
5V
充
電
器
，
直
流

12
5V
主
母
線
盤
，
直
流
12
5V
RC
IC
動
力
切
替
盤
，
直
流

12
5V
RC
IC
制
御
切
替
盤
，
直
流
12
5V
 H
PA
C 
MC
C
，
AM
用

直
流
12
5V
主
母
線
盤
，
AM
用
切
替
装
置
（
SR
V）

）
 

―
 

○
 

Ⅵ
-1
-9
-1
-1
「
非
常
用
発
電
装
置
の

出
力
の
決
定
に
関
す
る
説
明
書
」
 

・
技
術
基
準
の
適
合
状

況
＊

1
 

発
電
機
 

（
発
電
機
）
 

―
 

○
 

変
圧
器
 

（
主
変
圧
器
）
 

―
 

○
 

遮
断
器
 

（
所
内
電
源
設
備
）
 

―
 

○
 

注
記
＊
1 
：
発
電
機
に
対
す
る
原
子
力
電
技
命
令
第
13
条
の
適
合
性
は
，
保
護
す
る
電
気
機
械
器
具
の
要
求
と
し
て
整
理
す
る
。
  

＊
2 
：
火
力
省
令
第
19
条
第
4項

又
は
第
25
条
第
3項

に
関
す
る
も
の
。
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4.
 
火
力
省
令
の
準
用
 

 4
.1
 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
 

 
 4
.1
.1

 
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
 

（
内
燃
機
関
等
の
構
造
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条
 
内
燃
機
関
は
，
非
常
調
速
装
置
が
作
動
し
た
と
き
に
達
す
る
回
転
速
度

に
対
し
て
構
造
上
十
分
な
機
械
的
強
度
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
は
，
非
常
用
調
速
機
が
作
動
し
た
と
き
に
達
す
る
回
転
速
度
に
対
し

て
構
造
上
十
分
な
機
械
的
強
度
を
有
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
は
，
加
速
度
ト
リ
ッ
プ

試
験

に
お

い
て
も

そ
の

機
械
的

強
度

を

確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

内
燃
機
関
の
軸
受
は
，
運
転
中
の
荷
重
を
安
定
に
支
持
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
，

か
つ
，
異
常
な
摩
耗
，
変
形
及
び
過
熱
が
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
の
軸
受
は
，
運
転
中
の
荷
重
を
安
定
に
支
持
で
き
る
も
の
で
あ
っ

て
，
か
つ
，
異
常
な
摩
耗
，
変
形
及
び
過
熱
が
生
じ
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

異
常
な
摩
耗
，
変
形
及
び
過
熱
が
生
じ
な

い
よ
う
，
以
下
の
装
置
を
設
け
て
い
る
。
 

①
 
 
通
常
運
転
時
に
軸
受
に
給
油
を
行

う
た
め
の
機
関
付
潤
滑
油
ポ
ン
プ
 

②
 
 
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
の
停
止
中
に
お

い
て
通
常
運
転
時
に
必
要
な
潤
滑
油

を
貯
め
る
た
め
の
オ
イ
ル
パ
ン
お
よ

び
潤
滑
油
補
給
タ
ン
ク
 

③
 
 
潤
滑
油
を
清
浄
に
保
つ
た
め
の
機

関
付
潤
滑
油
フ
ィ
ル
タ
 

④
 
 
潤
滑
油
の
温
度
を
調
整
す
る
た
め

の
潤
滑
油
冷
却
器
 

 

 
3 

内
燃
機
関
及
び
そ
の
附
属
設
備
（
液
化
ガ
ス
設
備
を
除
く
。
第
二
十
八
条
に
お
い

て
同
じ
。）

の
耐
圧
部
分
の
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
又
は
最
高
使
用
温
度
に
お
い

て
発
生
す
る
最
大
の
応
力
に
対
し
安
全
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
，
耐
圧
部
分
に
生
ず
る
応
力
は
当
該
部
分
に
使
用
す
る
材
料
の
許
容
応
力

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

耐
圧
部
分
の
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
又
は
最
高
使
用
温
度
に
お
い
て
発
生
す
る
最
大

の
応
力
に
対
し
安
全
な
設
計
と
し
て
い
る
。
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
と
同
一
の
材
料
，
構
造

を
有

す
る

内
燃
機

関
の

ケ
ー
シ

ン
グ

に

お
い
て
，
発
電
用
火
力
設
備
の
技
術
基
準

の
解
釈
第

5
条
を
満
た
す
水
圧
試
験
の
実

績
が
あ
り
，
本
規
定
に
適
合
し
て
い
る
。
 

な
お
，
耐
圧
部
分
に
対
す
る
強
度
に
つ
い

て
は
，
 評

価
方
法
及
び
評
価
結
果
を
，
Ⅵ

-
3-
別
添

4
 
「
発
電
用
火
力
設
備
の
技
術

基
準
に
よ
る
強
度
に
関
す
る
説
明
書
」
に

て
示
す
。
 

 

 
4 

内
燃
機
関
が
一
般
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
，
屋
内
そ
の
他
酸
素
欠

乏
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
設
置
す
る
と
き
は
，
給
排
気
部
を
適
切
に
施
設

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
は
，
一
般
用
電
気
工
作
物
で
は
な
い
。
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8
 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
調
速
装
置
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
誘
導
発
電
機
と
結
合
す
る
内
燃
機
関
以
外
の
内
燃
機
関
に
は
，
そ
の
回

転
速
度
及
び
出
力
が
負
荷
の
変
動
の
際
に
も
持
続
的
に
動
揺
す
る
こ
と
を
防
止
す

る
た
め
，
内
燃
機
関
に
流
入
す
る
燃
料
を
自
動
的
に
調
整
す
る
調
速
装
置
を
設
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
調
速
装
置
は
，
定
格
負
荷
を
遮
断
し
た

場
合
に
達
す
る
回
転
速
度
を
非
常
調
速
装
置
が
作
動
す
る
回
転
速
度
未
満
に
す
る

能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
は
，
内
燃
機
関
に
流
入
す
る
燃
料
を
自
動
的
に
調
整
す
る
調
速
装
置

（
ガ
バ
ナ
）
を
設
け
る
設
計
と
し
て
い
る
。
調
速
装
置
は
，
定
格
負
荷
を
遮
断
し
た
場

合
で
も
非
常
調
速
装
置
が
作
動
す
る
回
転
速
度
（
 

 ％
±

 
 ％

）
未
満
に
す

る
能
力
を
有
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

       

 
（
非
常
停
止
装
置
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
内
燃
機
関
に
は
，
運
転
中
に
生
じ
た
過
回
転
そ
の
他
の
異
常
に
よ
る
危

害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
，
そ
の
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
内
燃
機
関
に
流
入
す

る
燃
料
を
自
動
的
か
つ
速
や
か
に
遮
断
す
る
非
常
調
速
装
置
そ
の
他
の
非
常
停
止

装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
に
は
，
異
常
な
過
回
転
が
生
じ
た
場
合
，
発
電
機
軸
端
に
設
け
ら
れ

た
回

転
速

度
検

出
器

に
よ

り
，

定
格

回
転

速
度

の
 
％

を
超

え
な

い
時

点

（
 

 ％
±
 

 ％
）
で
異
常
速
度
を
検
出
し
，
停
止
電
磁
弁
を
動
作
さ
せ
る
こ

と
に
よ
り
，
高
圧
空
気
を
停
止
ピ
ス
ト
ン
に
働
か
せ
て
，
燃
料
を
強
制
的
に
遮
断
す
る

非
常
調
速
装
置
を
設
け
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
冷
却
水
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
冷
却
水
の
圧
力
低
下
を
検
出
し
，
停
止
電

磁
弁
を
動
作
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
，
高
圧
空
気
を
停
止
ピ
ス
ト
ン
に
働
か
せ
て
，
燃
料

を
強
制
的
に
遮
断
す
る
こ
と
で
，
機
関
を
緊
急
停
止
さ
せ
る
非
常
停
止
装
置
を
設
け
る

設
計
と
し
て
い
る
。
 

          

 
（
過
圧
防
止
装
置
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条

 
内
燃
機
関
及
び
そ
の
附
属
設
備
で
あ
っ
て
過
圧
が
生
ず
る
お
そ
れ
の

あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
圧
力
を
逃
が
す
た
め
に
適
当
な
過
圧
防
止
装
置
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
の
内
燃
機
関
は
，
過
圧
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
し
て
過
圧

防
止
装
置
で
あ
る
シ
リ
ン
ダ
安
全
弁
（
設
定
値
：

 
M
Pa

＊
）
を
設
け
る
設
計
と
し

て
い
る
。
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
の
内
燃
機
関
は
，
シ
リ

ン
ダ
の
直
径
が
 

 m
m
で
あ
り
，「

鋼
船

規
則
」
に
基
づ
き
，
通
常
運
転
時
の
最
高

圧
力

 
M
P
a＊

の
1
40
％
に
安
全
弁
を

設
定
し
て
い
る
。
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9
 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
計
測
装
置
）
 

 
 

 
第
二
十
九
条
 
内
燃
機
関
に
は
，
設
備
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
運
転
状
態
を
計
測
す

る
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
に
は
，
設
備
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
内
燃
機
関
の
運
転
状
態
を
計

測
す
る
装
置
と
し
て
，
回
転
速
度
，
冷
却
水
温
度
，
潤
滑
油
圧
力
，
潤
滑
油
温
度
等
，

運
転
状
態
を
計
測
す
る
装
置
を
設
け
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

運
転
状
態
を
計
測
す
る
装
置
と
し
て
，
以

下
を
計
測
す
る
計
器
を
設
け
て
い
る
。
 

①
 
 
内
燃
機
関
の
回
転
速
度
（
機
関
回
転

計
）
 
 

②
 
 
内
燃
機
関
の
出
口
に
お
け
る
冷
却

水
温
度
（
機
関
出
口
デ
ィ
ー
ゼ
ル
冷

却
水
温
度
計
）
 

③
 
 
内
燃
機
関
の
入
口
に
お
け
る
潤
滑

油
の
圧
力
（
機
関
入
口
潤
滑
油
圧
力

計
）
 

④
 
 
内
燃
機
関
の
出
口
に
お
け
る
潤
滑

油
の
温
度
（
機
関
出
口
潤
滑
油
温
度

計
）
 

 

 
2 

内
燃
機
関
が
一
般
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
に
は
，
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な

い
。
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
は
，
一
般
用
電
気
工
作
物
で
は
な
い
。
 

   

注
記
 
＊
：
Ｓ
Ｉ
単
位
に
換
算
し
た
も
の
で
あ
る
。
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1
0 

4.
1.
2 

燃
料
デ
ィ
タ
ン
ク
 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

燃
料
デ
ィ
タ
ン
ク
 

（
内
燃
機
関
等
の
構
造
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条
 
内
燃
機
関
は
，
非
常
調
速
装
置
が
作
動
し
た
と
き
に
達
す
る
回
転
速
度

に
対
し
て
構
造
上
十
分
な
機
械
的
強
度
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

燃
料
デ
ィ
タ
ン
ク
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
 

   

 
2 

内
燃
機
関
の
軸
受
は
，
運
転
中
の
荷
重
を
安
定
に
支
持
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
，

か
つ
，
異
常
な
摩
耗
，
変
形
及
び
過
熱
が
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

燃
料
デ
ィ
タ
ン
ク
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
 

   

 
3 

内
燃
機
関
及
び
そ
の
附
属
設
備
（
液
化
ガ
ス
設
備
を
除
く
。
第
二
十
八
条
に
お
い

て
同
じ
。）

の
耐
圧
部
分
の
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
又
は
最
高
使
用
温
度
に
お
い

て
発
生
す
る
最
大
の
応
力
に
対
し
安
全
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
，
耐
圧
部
分
に
生
ず
る
応
力
は
当
該
部
分
に
使
用
す
る
材
料
の
許
容
応
力

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

燃
料
デ
ィ
タ
ン
ク
は
，
大
気
開
放
タ
ン
ク
で
あ
る
た
め
耐
圧
部
分
は
存
在
し
な
い
。
 
 
燃

料
デ

ィ
タ

ン
ク

は
大

気
開

放
タ

ン
ク

で
あ

り
，

耐
圧

部
分

に
該

当
し

な
い

た

め
，
本
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
。
 

な
お
，「

耐
圧
部
分
」
と
は
，
内
面
に

0M
P
a

を
超
え
る
圧
力
を
受
け
る
部
分
を
い
う
。

（
発

電
用

火
力

設
備

の
技

術
基

準
の

解

釈
第

2
条
第

1
項
）
 

 
4 

内
燃
機
関
が
一
般
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
，
屋
内
そ
の
他
酸
素
欠

乏
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
設
置
す
る
と
き
は
，
給
排
気
部
を
適
切
に
施
設

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

燃
料
デ
ィ
タ
ン
ク
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
 

    

 
（
調
速
装
置
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
誘
導
発
電
機
と
結
合
す
る
内
燃
機
関
以
外
の
内
燃
機
関
に
は
，
そ
の
回

転
速
度
及
び
出
力
が
負
荷
の
変
動
の
際
に
も
持
続
的
に
動
揺
す
る
こ
と
を
防
止
す

る
た
め
，
内
燃
機
関
に
流
入
す
る
燃
料
を
自
動
的
に
調
整
す
る
調
速
装
置
を
設
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
調
速
装
置
は
，
定
格
負
荷
を
遮
断
し
た

場
合
に
達
す
る
回
転
速
度
を
非
常
調
速
装
置
が
作
動
す
る
回
転
速
度
未
満
に
す
る

能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

燃
料
デ
ィ
タ
ン
ク
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
 

       

 
（
非
常
停
止
装
置
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
内
燃
機
関
に
は
，
運
転
中
に
生
じ
た
過
回
転
そ
の
他
の
異
常
に
よ
る
危

害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
，
そ
の
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
内
燃
機
関
に
流
入
す

る
燃
料
を
自
動
的
か
つ
速
や
か
に
遮
断
す
る
非
常
調
速
装
置
そ
の
他
の
非
常
停
止

装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

燃
料
デ
ィ
タ
ン
ク
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
 

     

 
（
過
圧
防
止
装
置
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条

 
内
燃
機
関
及
び
そ
の
附
属
設
備
で
あ
っ
て
過
圧
が
生
ず
る
お
そ
れ
の

あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
圧
力
を
逃
が
す
た
め
に
適
当
な
過
圧
防
止
装
置
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

燃
料
デ
ィ
タ
ン
ク
は
，
大
気
開
放
タ
ン
ク
で
あ
る
た
め
過
圧
が
生
ず
る
お
そ
れ
は
な

い
。
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1
1 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
計
測
装
置
）
 

 
 

 
第
二
十
九
条
 
内
燃
機
関
に
は
，
設
備
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
運
転
状
態
を
計
測
す

る
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

燃
料
デ
ィ
タ
ン
ク
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
 

    

 
2 

内
燃
機
関
が
一
般
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
に
は
，
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な

い
。
 

燃
料
デ
ィ
タ
ン
ク
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
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1
2 

4.
1.
3 

燃
料
移
送
ポ
ン
プ
 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

燃
料
移
送
ポ
ン
プ
 

（
内
燃
機
関
等
の
構
造
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条
 
内
燃
機
関
は
，
非
常
調
速
装
置
が
作
動
し
た
と
き
に
達
す
る
回
転
速
度

に
対
し
て
構
造
上
十
分
な
機
械
的
強
度
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

燃
料
移
送
ポ
ン
プ
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
 

   

 
2 

内
燃
機
関
の
軸
受
は
，
運
転
中
の
荷
重
を
安
定
に
支
持
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
，

か
つ
，
異
常
な
摩
耗
，
変
形
及
び
過
熱
が
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

燃
料
移
送
ポ
ン
プ
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
 

   

 
3 

内
燃
機
関
及
び
そ
の
附
属
設
備
（
液
化
ガ
ス
設
備
を
除
く
。
第
二
十
八
条
に
お
い

て
同
じ
。）

の
耐
圧
部
分
の
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
又
は
最
高
使
用
温
度
に
お
い

て
発
生
す
る
最
大
の
応
力
に
対
し
安
全
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
，
耐
圧
部
分
に
生
ず
る
応
力
は
当
該
部
分
に
使
用
す
る
材
料
の
許
容
応
力

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

燃
料
移
送
ポ
ン
プ
は
，
最
高
使
用
圧
力
（
0
.
9
8M
P
a）

の
1.
5
倍
以
上
の
水
圧
試
験
を

実
施
す
る
設
計
と
す
る
。
 

1
.
4
7
M
Pa

で
の
水
圧
試
験
に
て
異
常
の
無

い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

な
お
，
耐
圧
部
分
に
対
す
る
強
度
に
つ
い

て
は
，
 評

価
方
法
及
び
評
価
結
果
を
，
Ⅵ

-
3-
別
添

4
 
「
発
電
用
火
力
設
備
の
技
術

基
準
に
よ
る
強
度
に
関
す
る
説
明
書
」
に

て
示
す
。
 

 

 
4 

内
燃
機
関
が
一
般
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
，
屋
内
そ
の
他
酸
素
欠

乏
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
設
置
す
る
と
き
は
，
給
排
気
部
を
適
切
に
施
設

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

燃
料
移
送
ポ
ン
プ
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
 

    

 
（
調
速
装
置
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
誘
導
発
電
機
と
結
合
す
る
内
燃
機
関
以
外
の
内
燃
機
関
に
は
，
そ
の
回

転
速
度
及
び
出
力
が
負
荷
の
変
動
の
際
に
も
持
続
的
に
動
揺
す
る
こ
と
を
防
止
す

る
た
め
，
内
燃
機
関
に
流
入
す
る
燃
料
を
自
動
的
に
調
整
す
る
調
速
装
置
を
設
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
調
速
装
置
は
，
定
格
負
荷
を
遮
断
し
た

場
合
に
達
す
る
回
転
速
度
を
非
常
調
速
装
置
が
作
動
す
る
回
転
速
度
未
満
に
す
る

能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

燃
料
移
送
ポ
ン
プ
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
 

       

 
（
非
常
停
止
装
置
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
内
燃
機
関
に
は
，
運
転
中
に
生
じ
た
過
回
転
そ
の
他
の
異
常
に
よ
る
危

害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
，
そ
の
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
内
燃
機
関
に
流
入
す

る
燃
料
を
自
動
的
か
つ
速
や
か
に
遮
断
す
る
非
常
調
速
装
置
そ
の
他
の
非
常
停
止

装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

燃
料
移
送
ポ
ン
プ
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
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1
3 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
過
圧
防
止
装
置
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条

 
内
燃
機
関
及
び
そ
の
附
属
設
備
で
あ
っ
て
過
圧
が
生
ず
る
お
そ
れ
の

あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
圧
力
を
逃
が
す
た
め
に
適
当
な
過
圧
防
止
装
置
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

燃
料
移
送
ポ
ン
プ
は
大
気
開
放
タ
ン
ク
に
接
続
し
て
い
る
た
め
，
過
圧
が
生
ず
る
お
そ

れ
は
な
い
。
  

   

 
（
計
測
装
置
）
 

 
 

 
第
二
十
九
条
 
内
燃
機
関
に
は
，
設
備
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
運
転
状
態
を
計
測
す

る
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

燃
料
移
送
ポ
ン
プ
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
 

    

 
2 

内
燃
機
関
が
一
般
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
に
は
，
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な

い
。
 

燃
料
移
送
ポ
ン
プ
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
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1
4
 

4
.
1
.
4 

軽
油

タ
ン

ク
（

6
号
機

設
備
）
 

工
事

計
画

認
可

申
請

機
器
 

命
令
 

適
合

性
 

備
考
 

軽
油

タ
ン

ク
（

6
号

機
設

備
）

 
（

内
燃
機

関
等

の
構

造
）
 

 
 

 
第

二
十
五

条
 

内
燃

機
関

は
，
非

常
調

速
装

置
が

作
動

し
た

と
き
に

達
す

る
回

転
速

度

に
対

し
て

構
造

上
十

分
な

機
械

的
強
度

を
有

す
る

も
の

で
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

軽
油

タ
ン

ク
（

6
号

機
設

備
）

は
，
内

燃
機

関
本

体
で

は
な

い
。
 

   

 
2
 

内
燃

機
関

の
軸

受
は

，
運

転
中

の
荷

重
を

安
定

に
支

持
で

き
る

も
の

で
あ

っ
て

，

か
つ

，
異

常
な

摩
耗

，
変

形
及

び
過
熱

が
生

じ
な

い
も

の
で

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

軽
油

タ
ン

ク
（

6
号

機
設

備
）

は
，
内

燃
機

関
本

体
で

は
な

い
。
 

   

 
3
 

内
燃

機
関

及
び

そ
の

附
属

設
備

（
液

化
ガ

ス
設

備
を

除
く

。
第

二
十

八
条

に
お

い

て
同

じ
。
）

の
耐

圧
部

分
の

構
造

は
，

最
高

使
用

圧
力

又
は

最
高

使
用

温
度

に
お

い

て
発

生
す

る
最

大
の

応
力

に
対

し
安
全

な
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
こ
の

場
合

に
お

い
て

，
耐

圧
部

分
に

生
ず

る
応
力

は
当

該
部

分
に

使
用

す
る
材

料
の

許
容

応
力

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
。
 

軽
油

タ
ン

ク
（

6
号

機
設

備
）
は
，
大
気

開
放

タ
ン

ク
で
あ

る
た
め

耐
圧

部
分

は
存

在

し
な

い
。
 

軽
油

タ
ン

ク
（

6
号

機
設

備
）

は
大
気

開

放
タ

ン
ク

で
あ

り
，
耐
圧

部
分

に
該
当

し

な
い

た
め

，
本

規
定

は
適

用
さ

れ
な
い
。
 

な
お

，「
耐

圧
部

分
」
と

は
，
内
面

に
0M
P
a

を
超

え
る

圧
力

を
受

け
る

部
分

を
い
う

。

（
発

電
用

火
力

設
備

の
技

術
基

準
の

解

釈
第

2
条
第

1
項
）
 

 

 
4
 

内
燃

機
関

が
一

般
用

電
気

工
作

物
で

あ
る

場
合

で
あ

っ
て

，
屋

内
そ

の
他

酸
素

欠

乏
の

発
生

の
お

そ
れ

の
あ

る
場

所
に
設

置
す

る
と

き
は

，
給

排
気
部

を
適

切
に

施
設

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

軽
油

タ
ン

ク
（

6
号

機
設

備
）

は
，
内

燃
機

関
本

体
で

は
な

い
。
 

    

 
（

調
速
装

置
）
 

 
 

 
第

二
十
六

条
 

誘
導

発
電

機
と

結
合
す

る
内

燃
機

関
以

外
の

内
燃
機

関
に

は
，
そ
の

回

転
速

度
及

び
出

力
が

負
荷

の
変

動
の

際
に

も
持

続
的

に
動

揺
す

る
こ

と
を

防
止

す

る
た

め
，
内
燃

機
関

に
流

入
す

る
燃
料

を
自

動
的

に
調

整
す

る
調
速

装
置

を
設

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
こ

の
場
合

に
お
い

て
，
調

速
装

置
は
，
定
格

負
荷

を
遮

断
し

た

場
合

に
達

す
る

回
転

速
度

を
非

常
調

速
装

置
が

作
動

す
る

回
転

速
度

未
満

に
す

る

能
力

を
有

す
る

も
の

で
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

軽
油

タ
ン

ク
（

6
号

機
設

備
）

は
，
内

燃
機

関
本

体
で

は
な

い
。
 

       

 
（

非
常
停

止
装

置
）
 

 
 

 
第

二
十
七

条
 

内
燃

機
関

に
は

，
運
転

中
に

生
じ

た
過

回
転

そ
の
他

の
異

常
に

よ
る

危

害
の

発
生

を
防

止
す

る
た

め
，
そ

の
異

常
が

発
生

し
た

場
合

に
内
燃

機
関

に
流

入
す

る
燃

料
を

自
動

的
か

つ
速

や
か

に
遮

断
す

る
非

常
調

速
装

置
そ

の
他

の
非

常
停

止

装
置

を
設

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

軽
油

タ
ン

ク
（

6
号

機
設

備
）

は
，
内

燃
機

関
本

体
で

は
な

い
。
 

       

 
（

過
圧
防

止
装

置
）
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1
5 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
過
圧
防
止
装
置
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条

 
内
燃
機
関
及
び
そ
の
附
属
設
備
で
あ
っ
て
過
圧
が
生
ず
る
お
そ
れ
の

あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
圧
力
を
逃
が
す
た
め
に
適
当
な
過
圧
防
止
装
置
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

軽
油
タ
ン
ク
（

6
号
機
設
備
）
は
，
大
気
開
放
タ
ン
ク
で
あ
る
た
め
過
圧
が
生
ず
る
お

そ
れ
は
な
い
。
 

   

 
（
計
測
装
置
）
 

 
 

 
第
二
十
九
条
 
内
燃
機
関
に
は
，
設
備
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
運
転
状
態
を
計
測
す

る
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

軽
油
タ
ン
ク
（

6
号
機
設
備
）
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
 

    

 
2 

内
燃
機
関
が
一
般
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
に
は
，
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な

い
。
 

軽
油
タ
ン
ク
（

6
号
機
設
備
）
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
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1
6 

4.
1.
5 

火
力
技
術
基
準
配
管
 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

火
力
技
術
基
準
配
管
 

（
内
燃
機
関
等
の
構
造
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条
 
内
燃
機
関
は
，
非
常
調
速
装
置
が
作
動
し
た
と
き
に
達
す
る
回
転
速
度

に
対
し
て
構
造
上
十
分
な
機
械
的
強
度
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

火
力
技
術
基
準
配
管
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
 

   

 
2 

内
燃
機
関
の
軸
受
は
，
運
転
中
の
荷
重
を
安
定
に
支
持
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
，

か
つ
，
異
常
な
摩
耗
，
変
形
及
び
過
熱
が
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

火
力
技
術
基
準
配
管
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
 

   

 
3 

内
燃
機
関
及
び
そ
の
附
属
設
備
（
液
化
ガ
ス
設
備
を
除
く
。
第
二
十
八
条
に
お
い

て
同
じ
。）

の
耐
圧
部
分
の
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
又
は
最
高
使
用
温
度
に
お
い

て
発
生
す
る
最
大
の
応
力
に
対
し
安
全
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
，
耐
圧
部
分
に
生
ず
る
応
力
は
当
該
部
分
に
使
用
す
る
材
料
の
許
容
応
力

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

火
力
技
術
基
準
配
管
は
，
強
度
評
価
に
お
い
て
強
度
計
算
を
実
施
し
，
管
の
厚
さ
が
計

算
上
必
要
な
厚
さ
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
火
力
技
術
基
準
配
管
の
う

ち
フ

レ
キ

シ
ブ

ル
ホ

ー
ス

を
使

用
し

て
い

る
箇

所
に

つ
い

て
は

，
最

高
使

用
圧

力

（
0.

98
MP

a）
の

1
.
2
5
倍
以
上
の
気
圧
試
験
を
実
施
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
ホ
ー
ス
は

1
.2
3
M
P
a
以
上

で
の

気
圧

試
験

に
て

異
常

の
無

い
こ

と

を
確
認
す
る
。
 

な
お
，
耐
圧
部
分
に
対
す
る
強
度
に
つ
い

て
は
，

 
評
価
方
法
及
び
一
部
の
評
価
結

果
を
，
Ⅵ
-3
-
別
添

4
 
「
発
電
用
火
力
設

備
の

技
術

基
準

に
よ

る
強

度
に

関
す

る

説
明
書
」
に
て
示
す
。
 

 

 
4 

内
燃
機
関
が
一
般
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
，
屋
内
そ
の
他
酸
素
欠

乏
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
設
置
す
る
と
き
は
，
給
排
気
部
を
適
切
に
施
設

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

火
力
技
術
基
準
配
管
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
 

    

 
（
調
速
装
置
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
誘
導
発
電
機
と
結
合
す
る
内
燃
機
関
以
外
の
内
燃
機
関
に
は
，
そ
の
回

転
速
度
及
び
出
力
が
負
荷
の
変
動
の
際
に
も
持
続
的
に
動
揺
す
る
こ
と
を
防
止
す

る
た
め
，
内
燃
機
関
に
流
入
す
る
燃
料
を
自
動
的
に
調
整
す
る
調
速
装
置
を
設
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
調
速
装
置
は
，
定
格
負
荷
を
遮
断
し
た

場
合
に
達
す
る
回
転
速
度
を
非
常
調
速
装
置
が
作
動
す
る
回
転
速
度
未
満
に
す
る

能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

火
力
技
術
基
準
配
管
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
 

       

 
（
非
常
停
止
装
置
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
内
燃
機
関
に
は
，
運
転
中
に
生
じ
た
過
回
転
そ
の
他
の
異
常
に
よ
る
危

害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
，
そ
の
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
内
燃
機
関
に
流
入
す

る
燃
料
を
自
動
的
か
つ
速
や
か
に
遮
断
す
る
非
常
調
速
装
置
そ
の
他
の
非
常
停
止

装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

火
力
技
術
基
準
配
管
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
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1
7 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
過
圧
防
止
装
置
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条

 
内
燃
機
関
及
び
そ
の
附
属
設
備
で
あ
っ
て
過
圧
が
生
ず
る
お
そ
れ
の

あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
圧
力
を
逃
が
す
た
め
に
適
当
な
過
圧
防
止
装
置
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

火
力
技
術
基
準
配
管
は
，
大
気
開
放
タ
ン
ク
に
接
続
す
る
た
め
，
過
圧
が
生
ず
る
お
そ

れ
は
な
い
。
 

   

 
（
計
測
装
置
）
 

 
 

 
第
二
十
九
条
 
内
燃
機
関
に
は
，
設
備
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
運
転
状
態
を
計
測
す

る
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

火
力
技
術
基
準
配
管
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
 

    

 
2 

内
燃
機
関
が
一
般
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
に
は
，
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な

い
。
 

火
力
技
術
基
準
配
管
は
，
内
燃
機
関
本
体
で
は
な
い
。
 

   

  

33



 

 
1
8 

5.
 
原
子
力
電
技
命
令
の
準
用
 

 5
.1
 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
 

 
 5
.1
.
1 

発
電
機
 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

発
電
機
 

（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

発
電
機
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
電
路
露
出
箇
所
が
な
い
設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の

他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て

い
る
。
 

 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

発
電
機
に
属
す
る
電
路
は
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶
縁
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

絶
縁
抵
抗
測
定
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

発
電
機
は
，
絶
縁
耐
力
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

発
電
機
は
，
変
成
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

発
電
機
に
属
す
る
電
路
に
使
用
す
る
ケ
ー
ブ
ル
は
，
使
用
状
態
に
お
け
る
温
度
に
耐
え

ら
れ
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

ケ
ー
ブ
ル
は
，
接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気

抵
抗
を
増
加
さ
せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い

て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
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（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

発
電
機
は
，
変
圧
器
，
遮
断
器
，
開
閉
器
等
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

19
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
，
電
気
機
械
器
具
に
該
当
し

な
い
。
 

 

 
（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

発
電
機
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
等
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

発
電
機
の
金
属
製
の
台
及
び
外
箱
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い

る
。
 

 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属

製
の

台
及

び
外

箱
が

該
当

す
る

。

1
8
,
2
3
条
に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

発
電
機
の
金
属
製
の
台
及
び
外
箱
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い

る
。
 

 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈
 

1
6，

2
4
条
よ
り
，
金
属
製
の
台
及
び
外
箱

が
該
当
す

る
。

1
7,
1
8
,2
3
条

に
つ
い

て

は
，
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

発
電
機
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
を
使

用
し
て
い
な
い
。
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2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

発
電
機
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
を
使
用

し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

発
電
機
に
は
，
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
過
電
流
継
電
器
を
設
置
し
，
過
電
流
を
検
知
し

た
場
合
は
自
動
的
に
遮
断
器
を
開
放
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

発
電
機
に
対
す
る
原
子
力
電
技
命
令

1
3

条
の
適
合
性
は
，
保
護
す
る
電
気
機
械
器

具
の
要
求
と
し
て
整
理
す
る
。
 

 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

発
電
機
は
，
地
絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定
さ
れ
て
い
る
，
発
電
所
の
引
出
口
及

び
他

の
者

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点

に
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納
す
る
こ
と
に
よ
り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電
気
的

又
は
磁
気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

発
電
機
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

発
電
機
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
 

 

 

 
（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

発
電
機
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

発
電
機
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

発
電
機
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

発
電
機
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

発
電
機
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

発
電
機
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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2
2 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

発
電
機
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

発
電
機
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
を

使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

発
電
機
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
を
使
用
し
て
い

な
い
。
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2
3 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

発
電
機
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
を
使
用
し

て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

発
電
機
は
，
過
電
流
等
を
生
じ
た
場
合
，
保
護
継
電
器
や
検
出
器
に
よ
り
異
常
を
検
知

し
，
自
動
的
に
発
電
機
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
た
め
，
発
電
機
主
回
路
に
遮
断
器
を
施

設
し
て
い
る
。
 

 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

発
電
機
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

発
電
機
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｃ
－
１
１
４

 
同
期
機
」
に
基
づ
き
，
短
絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る

機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

発
電
機
の
回
転
す
る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作

し
た
と
き
に
達
す
る
回
転
速
度
に
対
し
て
構
造
上
十
分
な
機
械
的
強
度
を
有
す
る
設

計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

発
電
機
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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2
4 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，
発
電
機
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を

有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

発
電
機
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
該
当
し
な

い
。
 

 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

発
電
機
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

39
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設

備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

発
電
機
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

      

発
電
機
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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2
5 

5.
2 

そ
の
他
電
源
装
置
 

5.
2.
1 

AM
用
直
流

12
5V

充
電
器
 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

AM
用
直
流

12
5V

充
電
器
 

（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
外
箱
に
よ
り
充
電
部
分
に
容
易
に
接

触
で
き
な
い
設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
に
属
す
る
電
路
は
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶
縁
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
絶
縁
抵
抗
測
定
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，「

Ｊ
Ｉ
Ｓ
 
Ｃ
 
４
４
０
２
 
浮
動
充
電
用
サ
イ
リ
ス

タ
整
流
装
置
」
に
基
づ
き
，
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

変
成
器
は
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
に
使
用
す
る
ケ
ー
ブ
ル
は
，
使
用
状
態
に
お
け
る
温
度
に
耐

え
ら
れ
る
設
計
と
し
て
い
る
。

 

ま
た
，
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

ケ
ー
ブ
ル
は
，
接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気

抵
抗
を
増
加
さ
せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い

て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，「

Ｊ
Ｉ
Ｓ
 
Ｃ
 
４
４
０
２
 
浮
動
充
電
用
サ
イ
リ
ス

タ
整
流
装
置
」
に
準
拠
し
た
温
度
上
昇
試
験
を
実
施
し
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て

発
生
す
る
熱
に
耐
え
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
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2
6 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

1
2
5
V
充
電
器
は
，高

圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
等
を
使
用
し
て
い
な
い
。 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
に
は
，
適
切
な
接
地
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

AM
用
直
流

1
25
V
充
電
器
の
金
属
製
外
箱
に
は
，
D
種
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て

い
る
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属
製
外
箱
が
対
象
と
な
る
。
ま
た
，
1
8

条
に
よ
り
，
充
電
器
に
内
蔵
す
る
電
子
機

器
の
接
地
が
対
象
と
な
る
。
23

条
に
つ
い

て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
に
は
，
適
切
な
接
地
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

原
子

力
電
技
命

令
の
解

釈
16
.2
4
条

よ

り
，
金
属
製
外
箱
が
対
象
と
な
る
。
ま
た
，

1
8
条
に
よ
り
，
充
電
器
に
内
蔵
す
る
電
子

機
器
の
接
地
が
対
象
と
な
る
。
1
7
,2
3
条

に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合

す
る
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

    

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高

圧
の
電
路
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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2
7 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
に
は
，
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
配
線
用
遮
断
器
を
設
置
し
，

過
電
流
を
検
知
し
た
場
合
は
自
動
的
に

配
線
用
遮
断
器
を
開
放
す
る
設
計
と
し
て
い

る
。
 

A
M
用
直
流

1
25
V
充
電
器
に
対
す
る
原
子

力
電
技
命
令

1
3
条
の
適
合
性
は
,
保
護
す

る
電

気
機

械
器

具
の

要
求

と
し

て
整

理

す
る
。
 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
地
絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定

さ
れ

て
い

る
発

電
所

の
引

出
口

及

び
他

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点
に

該

当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納
す
る
こ
と
に
よ
り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電
気
的

又
は
磁
気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
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2
8 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い

な
い
。
 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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2
9 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用
す
る

圧
縮
空
気
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

           

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装

置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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3
0 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷

却
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。

 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄

電
池
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
内
の
変
圧
器
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｃ
－
２
２
０
０
 
変
圧
器
」
に
基
づ

き
，
短
絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接

続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な

い
。
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3
1 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，
A
M
用
直
流

1
25
V
充
電
器
の
運
用
に
必
要
な

知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る

箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当

し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

39
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設

備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

     

AM
用
直
流

12
5
V
充
電
器
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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3
2 

 
 5
.2
.2

 
直
流

12
5V

蓄
電
池
  

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

直
流

12
5V

蓄
電
池
 

（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
カ
バ
ー
に
よ
り
充
電
部
分
に
容
易
に
接
触

で
き
な
い
設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
直
流
通
電
部
分
と
架
台
，
外
箱
等
の
間
を
絶
縁
す
る
設
計
と

し
て
い
る
。
 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
直
流
通
電
部
分
と
架
台
，
外
箱
等
の
間
を
絶
縁
す
る
設
計
と

し
て
い
る
と
と
も
に
，
地
絡
を
検
知
す
る
継
電
器
に
よ
り
，
そ
の
絶
縁
性
能
機
能
を
確

認
し
て
い
る
。
 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
変
成
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
電
線
等
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気
抵
抗
を
増
加
さ

せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ

れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。

 

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
変
圧
器
，
遮
断
器
，
開
閉
器
等
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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3
3 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
等
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

架
台
が
対
象
と
な
る
。
1
8
,
23

条
に
つ
い

て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

原
子

力
電
技
命

令
の
解

釈
16
,
2
4
条

よ

り
，
架
台
が
対
象
と
な
る
。
17
,
1
8
,
23

条

に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る

変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。

 

 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の

電
路
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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3
4 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
に
は
，
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
遮
断
器
及
び
配
線
用
遮
断
器
を
設

置
し
，
過
電
流
を
検
知
し
た
場
合
は
自
動
的
に
遮
断
器
及
び
配
線
用
遮
断
器
を
開
放
す

る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

直
流

12
5
V
蓄
電
池
に
対
す
る
原
子
力
電

技
命
令

1
3
条
の
適
合
性
は
,保

護
す
る
電

気
機
械
器
具
の
要
求
と
し
て
整
理
す
る
。
 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
,地

絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定
さ
れ
て
い
る
，
発
電
所
の
引
出
口
及

び
他

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点
に

該

当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
整
流
器
と
の
組
合
せ
に
よ
り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電
気
的

な
影
響
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
直
流

1
2
5V

蓄
電
池
は
磁
気
を
発
生
し
な
い
。
 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
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3
5 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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3
6 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用
す
る
圧
縮

空
気
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

           

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
を

使
用
し
て
い
な
い
。
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3
7 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装

置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池

を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
ら
を
支
持
す
る
が

い
し
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す

る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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3
8 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

   

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，
直
流

12
5
V
蓄
電
池
の
運
用
に
必
要
な
知
識

及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所

に
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な

い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

39
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設

備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

  

直
流

12
5V

蓄
電
池
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
し
て
い
な
い
。
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3
9 

 
 5
.2
.3

 
AM

用
直
流

12
5V

蓄
電
池
  

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

AM
用
直
流

12
5V

蓄
電
池
 

（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
カ
バ
ー
に
よ
り
充
電
部
分
に
容
易
に

接
触
で
き
な
い
設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件

に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
直
流
通
電
部
分
と
架
台
，
外
箱
等
の
間
を
絶
縁
す
る
設

計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
直
流
通
電
部
分
と
架
台
，
外
箱
等
の
間
を
絶
縁
す
る
設

計
と
し
て
い
る
と
と
も
に
，
地
絡
を
検
知
す
る
継
電
器
に
よ
り
，
そ
の
絶
縁
性
能
機
能

を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
変
成
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
電
線
等
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気
抵
抗
を
増
加
さ

せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ

れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。

 

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
変
圧
器
，
遮
断
器
，
開
閉
器
等
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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4
0 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

1
2
5
V
蓄
電
池
は
，高

圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
等
を
使
用
し
て
い
な
い
。 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

架
台
が
対
象
と
な
る
。
1
8
,2
3
条
に
つ
い

て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

原
子

力
電
技
命

令
の
解

釈
16
,
2
4
条

よ

り
，
架
台
が
対
象
と
な
る
。
17
,
1
8
,
23

条

に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合

す
る
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高

圧
の
電
路
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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4
1 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
に
は
，
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
配
線
用
遮
断
器
を
設
置
し
，

過
電
流
を
検
知
し
た
場
合
は
自
動
的
に

配
線
用
遮
断
器
を
開
放
す
る
設
計
と
し
て
い

る
。
 

A
M
用
直
流

1
25
V
蓄
電
池
に
対
す
る
原
子

力
電
技
命
令

1
3
条
の
適
合
性
は
,
保
護
す

る
電

気
機

械
器

具
の

要
求

と
し

て
整

理

す
る
。
 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
,地

絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定
さ
れ
て
い
る
，
発
電
所
の
引
出
口
及

び
他

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点
に

該

当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
整
流
器
と
の
組
合
せ
に
よ
り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電

気
的
な
影
響
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
AM

用
直
流

1
2
5V

蓄
電
池
は
磁
気
を
発
生
し
な
い
。
 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
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4
2 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い

な
い
。
 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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4
3 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用
す
る

圧
縮
空
気
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

           

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装

置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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4
4 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷

却
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。

 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄

電
池
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
ら
を
支
持
す

る
が
い
し
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接

続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な

い
。
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4
5 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

   

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，
A
M
用
直
流

1
25
V
蓄
電
池
の
運
用
に
必
要
な

知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る

箇
所
は
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当

し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

39
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設

備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

  

AM
用
直
流

12
5
V
蓄
電
池
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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4
6 

5.
3 

そ
の
他
の
非
常
用
電
源
設
備
 

5.
3.

1 
動
力
変
圧
器
 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

動
力
変
圧
器
 

（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
外
箱
等
に
よ
り
充
電
部
分
に
容
易
に
接
触
で
き
な

い
設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に
損
傷
を
与

え
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

電
路
は
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶
縁
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
絶
縁
抵
抗
測
定
に

よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

電
路
は
「
Ｊ
Ｅ
Ｃ
－
２
０
４
 
変
圧
器
」
に
基
づ
き
，
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し

て
い
る
。
 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

動
力
変
圧
器
は
，
変
成
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
に
使
用
す
る
ケ
ー
ブ
ル
は
，
使
用
状
態
に
お
け
る
温
度
に
耐
え
ら
れ
る
設

計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

ケ
ー
ブ
ル
は
，
接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気

抵
抗
を
増
加
さ
せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い

て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｃ
－
２
０
４

 
変
圧
器
」
に
規
定
す
る
熱
的
強
度
に
適
合
す

る
設
計
と
し
て
い
る
。
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4
7 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納

し
，
可
燃
性
の
も
の
か
ら
隔
離
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
に
は
，
適
切
な
接
地
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

動
力
変
圧
器
の
金
属
製
外
箱
等
に
は
，
A
種
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属

製
の

台
及

び
外

箱
が

該
当

す
る

。

1
8
,
2
3
条
に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
に
は
，
適
切
な
接
地
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

原
子

力
電
技
命

令
の
解

釈
16
,2
4
条

よ

り
，

金
属

製
の

台
及

び
外

箱
が

該
当

す

る
。
1
7
,1
8,
23

条
に
つ
い
て
は
該
当
し
な

い
。
 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
高
圧
側
巻
線
と
低
圧
側
巻
線
と
の
間

の
混
触
防
止
板
を
接
地
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

     

動
力
変
圧
器
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
を

使
用
し
て
い
な
い
。
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4
8 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
の
電
路
に
は
，
過
電
流
を
検
知
で
き
る
よ
う
，
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
過

電
流
検
知
器
を
設
置
し
，
過
電
流
を
検
知
し
た
場
合
は
自
動
的
に
遮
断
器
を
開
放
す
る

設
計
と
し
て
い
る
。
 

パ
ワ

ー
セ

ン
タ

に
対

す
る

原
子

力
電

技

命
令

13
条
の
適
合
性
は
，
保
護
す
る
電

気
機
械
器
具
の
要
求
と
し
て
整
理
す
る
。
 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

動
力
変
圧
器
に
は
，
地
絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
べ
き
箇
所
は
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定
さ
れ
て
い
る
，
発
電
所
の
引
出
口
及

び
他

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点
に

該

当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納
す
る
こ
と
に
よ
り
，
他
の
設
備

の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁
気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

    

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
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4
9 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

動
力
変
圧
器
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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5
0 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装

置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

           

動
力
変
圧
器
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
を
使
用
し

て
い
な
い
。
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5
1 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
を
使

用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
を
使
用

し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｃ
－
２
０
４
 
変
圧
器
」
に
基
づ
き
，
短
絡
電
流
に
よ
り
生
ず

る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電

機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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5
2 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

   

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，
動
力
変
圧
器
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技

能
を
有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
該
当

し
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

39
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設

備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

動
力
変
圧
器
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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5
3 

 
 5
.3
.
2 

AM
用
動
力
変
圧
器
 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

AM
用
動
力
変
圧
器
 

（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
外
箱
に
よ
り
充
電
部
分
に
容
易
に
接
触
で
き

な
い
設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に
損
傷
を

与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
に
属
す
る
電
路
は
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶
縁
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
絶
縁
抵
抗
測
定
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｃ
－
２
２
０
０
 
変
圧
器
」
に
基
づ
き
，
大
地
か
ら
絶

縁
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
変
成
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
に
使
用
す
る
ケ
ー
ブ
ル
は
，
使
用
状
態
に
お
け
る
温
度
に
耐
え
ら

れ
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

ケ
ー
ブ
ル
は
，
接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気

抵
抗
を
増
加
さ
せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い

て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｃ
－
２
２
０
０
 
変
圧
器
」
に
規
定
す
る
熱
的
強
度
に

適
合
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
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（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に

収
納
し
，
可
燃
性
の
も
の
か
ら
隔
離
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

AM
用
動
力
変
圧
器
の
混
触
防
止
板
及
び
金
属
製
外
箱
に
は
，
A
種
接
地
工
事
を
施
す
設

計
と
し
て
い
る
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属
製
外
箱
が
対
象
と
な
る
。
1
8
,
23

条

に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

原
子

力
電
技
命

令
の
解

釈
16
,
2
4
条

よ

り
，
金
属
製
外
箱
が
対
象
と
な
る
。
 

1
7
,
1
8
,2
3
条
に
つ

い
て
は
，

該
当
し

な

い
。
 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気

設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
高
圧
側
巻
線
と
低
圧
側
巻
線

と
の
間
に
混
触
防
止
板
を
接
地
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の

電
路
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
に
は
，
過
電
流
を
検
知
で
き
る
よ
う
，
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
過
電

流
検
知
器
を
設
置
し
，
過
電
流
を
検
知
し
た
場
合
は
自
動
的
に
遮
断
器
を
開
放
す
る
設

計
と
し
て
い
る
。
 

A
M
用
動
力
変
圧
器
に
対
す
る
原
子
力
電

技
命
令

1
3
条
の
適
合
性
は
，
保
護
す
る

電
気

機
械

器
具

の
要

求
と

し
て

整
理

す

る
。
 

 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
地
絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定
さ
れ
て
い
る
，
発
電
所
の
引
出
口
及

び
他

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点
に

該

当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納
す
る
こ
と
に
よ
り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電
気
的

又
は
磁
気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
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5
6 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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5
7 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用
す
る
圧
縮

空
気
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

           

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
を

使
用
し
て
い
な
い
。
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5
8 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装

置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
を

使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｃ
－
２
２
０
０
 
変
圧
器
」
に
基
づ
き
，
短
絡
電
流
に

よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る

発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。

 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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5
9 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

   

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，

A
M
用
動
力
変
圧
器
の
運
用
に
必
要
な
知
識

及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所

に
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な

い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

39
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設

備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

  

AM
用
動
力
変
圧
器
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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6
0 

 
 5
.3
.
3 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
 

（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
外
箱
に
よ
り
充
電
部
分
に
容
易
に

接
触
で
き
な
い
設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件

に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶
縁
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
絶
縁
抵
抗
測
定

に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

電
路
は
「
Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
５
３
 
閉
鎖
配
電
盤
」
に
基
づ
き
，
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設

計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

変
成
器
（

PT
，
C
T）

は
「
Ｊ
Ｅ
Ｃ
－
１
２
０
１
 
計
器
用
変
成
器
」
に
適
合
し
た
絶
縁

性
能
を
有
す
る
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
に
属
す
る
電
路
は
，
使
用
状
態
に
お
け
る
温
度
に
耐
え
ら

れ
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気
抵
抗
を
増
加
さ

せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ

れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。

 

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
「
Ｊ
Ｅ
Ｃ
－
１
８
１

 
交
流
し
ゃ
断
器
」
及
び
「
Ｊ

Ｅ
Ｃ
－
２
３
０
０
 
交
流
遮
断
器
」
に
規
定
す
る
熱
的
強
度
に
適
合
す
る
設
計
と
し
て

い
る
。
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備
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（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製

の
外
箱
に
収
納
し
，
可
燃
性
の
も
の
か
ら
隔
離
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
に
は
，
適
切
な
接
地
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
の
金
属
製
外
箱
等
に
は
，
A
種
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と

し
て
い
る
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属

製
の

台
及

び
外

箱
が

該
当

す
る

。

1
8
,
2
3
条
に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
に
は
，
適
切
な
接
地
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

原
子

力
電
技
命

令
の
解

釈
16
,2
4
条

よ

り
，

金
属

製
の

台
及

び
外

箱
が

該
当

す

る
。
1
7,
1
8,
2
3
条
に
つ
い
て
は
，
該
当
し

な
い
。
 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

計
器
用
変
成
器
は
，
適
切
な
接
地
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

    

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る

高
圧
の
電
路
で
は
な
い
。
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請
機
器
 

命
令
 

適
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性
 

備
考
 

 
（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
の
電
路
に
は
，
過
電
流
を
検
知
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
検

知
器
を
設
置
し
，
過
電
流
を
検
知
し
た
場
合
は
自
動
的
に
遮
断
器
を
開
放
す
る
設
計
と

し
て
い
る
。
 

メ
タ

ル
ク

ラ
ッ

ド
開

閉
装

置
に

対
す

る

原
子
力
電
技
命
令

1
3
条
の
適
合
性
は
，

保
護

す
る

電
気

機
械

器
具

の
要

求
と

し

て
整
理
す
る
。
 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
地
絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 
原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定
さ
れ
て
い
る
，
発
電
所
の
引
出
口
及

び
他

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点
に

該

当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納
す
る
こ
と
に
よ

り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁
気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い

る
。
 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

   

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
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6
3 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て

い
な
い
。
 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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6
4 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用
す

る
圧
縮
空
気
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

           

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る

装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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6
5 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素

冷
却
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る

蓄
電
池
を
使
用
し
て
い
な
い
。

 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
「
Ｊ
Ｅ
Ｃ
－
１
８
１

 
交
流
し
ゃ
断
器
」
及
び
「
Ｊ

Ｅ
Ｃ
－
２
３
０
０
 
交
流
遮
断
器
」
に
基
づ
き
，
短
絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝

撃
に
耐
え
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に

接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い

な
い
。
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（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

   

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，
メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
の
運
転
に
必
要

な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す

る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該

当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

39
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設

備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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パ
ワ
ー
セ
ン
タ
 

（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
外
箱
等
に
よ
り
充
電
部
分
に
容
易
に
接
触
で
き

な
い
設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に
損
傷
を

与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶
縁
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
絶
縁
抵
抗
測
定

に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

電
路
は
「
Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
２
６
５
 
低
圧
金
属
閉
鎖
型
ス
イ
ッ
チ
ギ
ヤ
及
び
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
ギ
ヤ
」
に
基
づ
き
，
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

変
流
器
（

PT
，
C
T）

は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｃ
－
１
２
０
１
 
計
器
用
変
成
器
」
に
適
合
し
た
絶
縁

性
能
を
有
す
る
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
に
属
す
る
電
路
は
，
使
用
状
態
に
お
け
る
温
度
に
耐
え
ら
れ
る
設
計
と

し
て
い
る
。
 

ま
た
，
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気
抵
抗
を
増
加
さ

せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ

れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。

 

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
２
６
５

 
低
圧
金
属
閉
鎖
型
ス
イ
ッ
チ
ギ
ヤ
及
び

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ギ
ヤ
」
に
規
定
す
る
熱
的
強
度
に
適
合
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
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（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収

納
し
，
可
燃
性
の
も
の
か
ら
隔
離
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
に
は
，
適
切
な
接
地
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
の
金
属
製
外
箱
等
に
は
，
A
種
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属

製
の

台
及

び
外

箱
が

該
当

す
る

。

1
8
,
2
3
条
に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
に
は
，
適
切
な
接
地
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

原
子

力
電
技
命

令
の
解

釈
16
,2
4
条

よ

り
，

金
属

製
の

台
及

び
外

箱
が

該
当

す

る
。
1
7,
1
8,
2
3
条
に
つ
い
て
は
，
該
当
し

な
い
。
 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧

器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路

で
は
な
い
。
 

    

 
（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
の
電
路
に
は
，
過
電
流
を
検
知
で
き
る
よ
う
，
電
路
の
必
要
な
箇
所
に

過
電
流
検
知
器
を
設
置
し
，
過
電
流
を
検
知
し
た
場
合
は
自
動
的
に
遮
断
器
を
開
放
す

る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

パ
ワ

ー
セ

ン
タ

に
対

す
る

原
子

力
電

技

命
令

13
条
の
適
合
性
は
，
保
護
す
る
電

気
機
械
器
具
の
要
求
と
し
て
整
理
す
る
。
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6
9 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
地
絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定

さ
れ

て
い

る
発

電
所

の
引

出
口

及

び
他

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点
に

該

当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納
す
る
こ
と
に
よ
り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電
気
的

又
は
磁
気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
に
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
 

 

 
（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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7
0 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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7
1 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気

装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

           

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
を
使
用

し
て
い
な
い
。
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7
2 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
を

使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
を
使

用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
２
６
５

 
低
圧
金
属
閉
鎖
型
ス
イ
ッ
チ
ギ
ヤ
及
び

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ギ
ヤ
」
に
基
づ
き
，
短
絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る

設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発

電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，
パ
ワ
ー
セ
ン
タ
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び

技
能
を
有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
該

当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 
原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

39
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設

備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

    

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
外
箱
等
に
よ
り
充
電
部
分
に
容

易
に
接
触
で
き
な
い
設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は

物
件
に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶
縁
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
絶
縁
抵
抗
測
定

に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

電
路
は
「
Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５

 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」
に
基
づ
き
，
大
地
か
ら
絶

縁
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

変
成
器
（
PT
）
は
「
Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
３
３
３
 
操
作
用
変
圧
器
」
に
適
合
し
た
絶
縁
性
能

を
有
す
る
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
に
属
す
る
電
路
は
，
使
用
状
態
に
お
け
る
温
度
に
耐
え

ら
れ
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気
抵
抗
を
増
加
さ

せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ

れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。

 

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」

に
規
定
す
る
熱
的
強
度
に
適
合
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
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（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
閉
鎖
さ
れ
た
金
属

製
の
外
箱
に
収
納
し
，
可
燃
性
の
も
の
か
ら
隔
離
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
に
は
，
適
切
な
接
地
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
の
金
属
製
外
箱
等
に
は
，
C
種
接
地
工
事
を
施
す
設
計

と
し
て
い
る
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属

製
の

台
及

び
外

箱
が

該
当

す
る

。

1
8
,
2
3
条
に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
に
は
，
適
切
な
接
地
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

原
子

力
電
技
命

令
の
解

釈
16
,2
4
条

よ

り
，

金
属

製
の

台
及

び
外

箱
が

該
当

す

る
。
1
7,
1
8,
2
3
条
に
つ
い
て
は
，
該
当
し

な
い
。
 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を

結
合
す
る
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

     

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ

る
高
圧
の
電
路
で
は
な
い
。
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7
6 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
の
電
路
に
は
，
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
遮
断
器
及
び
配

線
用
遮
断
器
を
設
置
し
，
過
電
流
を
検
知
し
た
場
合
は
自
動
的
に
遮
断
器
及
び
配
線
用

遮
断
器
を
開
放
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

モ
ー

タ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

に
対

す

る
原
子
力
電
技
命
令

1
3
条
の
適
合
性
は
，

保
護

す
る

電
気

機
械

器
具

の
要

求
と

し

て
整
理
す
る
。
 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
地
絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な

い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定
さ
れ
て
い
る
，
発
電
所
の
引
出
口
及

び
他

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点
に

該

当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納
す
る
こ
と
に

よ
り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁
気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い

る
。
 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な

い
。
 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

    

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
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7
7 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し

て
い
な
い
。
 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

93



 

 
7
8 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用

す
る
圧
縮
空
気
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

           

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え

る
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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7
9 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水

素
冷
却
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い

る
蓄
電
池
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」

に
基
づ
き
，
短
絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関

に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て

い
な
い
。
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（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

   

発
電
所
構
内
に
は
，
モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能

を
有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接

す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に

該
当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

39
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設

備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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緊
急
用
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源
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替
箱
断
路
器
 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
 

（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
外
箱
に
よ
り
充
電
部
分
に
容
易
に

接
触
で
き
な
い
設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件

に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
に
属
す
る
電
路
は
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶
縁

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
絶
縁
抵
抗
測
定
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
「
Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
４
２
５
 
金
属
閉
鎖
形
ス
イ
ッ
チ
ギ

ア
及
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ギ
ヤ
」
に
基
づ
き
，
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

計
器
用
変
成
器
（

V
T）

は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｃ
－
１
２
０
１
 
計
器
用
変
成
器
」
に
適
合
し
た
絶

縁
性
能
を
有
す
る
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
に
使
用
す
る
ケ
ー
ブ
ル
は
，
使
用
状
態
に
お
け
る
温
度
に

耐
え
ら
れ
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

ケ
ー
ブ
ル
は
，
接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気

抵
抗
を
増
加
さ
せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い

て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
「
Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
４
２
５
 
金
属
閉
鎖
形
ス
イ
ッ
チ
ギ

ア
及
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ギ
ヤ
」
に
規
定
す
る
熱
的
強
度
に
適
合
す
る
設
計
と
し
て
い

る
。
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（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製

の
外
箱
に
収
納
し
，
可
燃
性
の
も
の
か
ら
隔
離
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
の
金
属
製
外
箱
に
は
，
A
種
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し

て
い
る
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属
製
外
箱
が
対
象
と
な
る
。
1
8
,
23

条

に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属
製
外
箱
が
対
象
と
な
る
。
1
7
,
1
8,
2
3

条
に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

計
器
用
変
成
器
（
V
T）

に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

23
条
よ
り
，

計
器
用
変
成
器
（
V
T
）
が
対
象
と
な
る
。

2
1
,
2
2
条
に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

      

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る

高
圧
の
電
路
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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工
事
計
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認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
に
は
，
過
電
流
を
検
知
で
き
る
よ
う
，
電
路
の
必
要
な
箇

所
に
過
電
流
検
知
機
を
設
置
し
，
過
電
流
を
検
知
し
た
場
合
は
自
動
的
に
遮
断
器
を
開

放
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

緊
急

用
電

源
切

替
箱

断
路

器
に

対
す

る

原
子
力
電
技
命
令

1
3
条
の
適
合
性
は
，

保
護

す
る

電
気

機
械

器
具

の
要

求
と

し

て
整
理
す
る
。
 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
地
絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 
原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定
さ
れ
て
い
る
，
発
電
所
の
引
出
口
及

び
他

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点
に

該

当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納
す
る
こ
と
に
よ
り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電
気
的

又
は
磁
気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
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令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て

い
な
い
。
 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用
す

る
圧
縮
空
気
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

           

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る

装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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8
6 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素

冷
却
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る

蓄
電
池
を
使
用
し
て
い
な
い
。

 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
「
Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
４
２
５
 
金
属
閉
鎖
形
ス
イ
ッ
チ
ギ

ア
及
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ギ
ヤ
」
に
基
づ
き
，
短
絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に

耐
え
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に

接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い

な
い
。
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8
7 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

  

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，
緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
の
運
用
に
必
要

な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す

る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該

当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

39
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設

備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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8
8 

 
 5
.3
.7

 
緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置

 
（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
外
箱
に
よ
り
充
電
部
分
に
容
易

に
接
触
で
き
な
い
設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物

件
に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
に
属
す
る
電
路
は
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶

縁
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
絶
縁
抵
抗
測
定
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
４
２
５
 
金
属
閉
鎖
形
ス
イ
ッ
チ

ギ
ア
及
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ギ
ヤ
」
に
基
づ
き
，
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
変
成
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
に
使
用
す
る
ケ
ー
ブ
ル
は
，
使
用
状
態
に
お
け
る
温
度

に
耐
え
ら
れ
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

ケ
ー
ブ
ル
は
，
接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気

抵
抗
を
増
加
さ
せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い

て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
４
２
５
 
金
属
閉
鎖
形
ス
イ
ッ
チ

ギ
ア
及
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ギ
ヤ
」
に
規
定
す
る
熱
的
強
度
に
適
合
す
る
設
計
と
し
て
い

る
。
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8
9 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
等
を
使
用
し
て
い

な
い
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
の
金
属
製
外
箱
に
は
，
A
種
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と

し
て
い
る
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属
製
外
箱
が
対
象
と
な
る
。
1
8
,
23

条

に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

原
子

力
電
技
命

令
の
解

釈
16
,
2
4
条

よ

り
，

金
属

製
外

箱
が

対
象

と
な

る
。

1
7,
1
8
,2
3
条
に
つ

い
て
は
，

該
当
し

な

い
。
 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
電
路
と
結
合

す
る
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

     

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ

る
高
圧
の
電
路
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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9
0 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
に
は
，
過
電
流
を
検
知
で
き
る
よ
う
，
電
路
の
必
要
な

箇
所
に
過
電
流
検
知
機
を
設
置
し
，
過
電
流
を
検
知
し
た
場
合
は
自
動
的
に
遮
断
器
を

開
放
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。

 

緊
急

用
電

源
切

替
箱

接
続

装
置

に
対

す

る
原
子
力
電
技
命
令

1
3
条
の
適
合
性
は
，

保
護

す
る

電
気

機
械

器
具

の
要

求
と

し

て
整
理
す
る
。
 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
地
絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な

い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定
さ
れ
て
い
る
，
発
電
所
の
引
出
口
及

び
他

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点
に

該

当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納
す
る
こ
と
に
よ
り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電
気
的

又
は
磁
気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な

い
。
 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
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9
1 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し

て
い
な
い
。
 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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9
2 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用

す
る
圧
縮
空
気
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

           

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え

る
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水

素
冷
却
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い

る
蓄
電
池
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
４
２
５
 
金
属
閉
鎖
形
ス
イ
ッ
チ

ギ
ア
及
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ギ
ヤ
」
に
基
づ
き
，
短
絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃

に
耐
え
る
設
計
と
し
て
い
る
。

 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関

に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て

い
な
い
。
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（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

   

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，
緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
の
運
用
に
必

要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接

す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に

該
当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

39
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設

備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

   

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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AM
用

MC
C 

（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
外
箱
に
よ
り
充
電
部
分
に
容
易
に
接
触
で
き
な
い
設

計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に
損
傷
を
与
え
る

お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
に
属
す
る
電
路
は
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶
縁
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
絶
縁
抵
抗
測
定
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」
に
基
づ
き
，
大
地

か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

変
成
器
（

PT
）
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｃ
－
１
２
０
１
 
計
器
用
変
成
器
」、
「
Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
３
３
３

操
作
用
変
圧
器
」
に
適
合
し
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
に
使
用
す
る
ケ
ー
ブ
ル
は
，
使
用
状
態
に
お
け
る
温
度
に
耐
え
ら
れ
る
設

計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

ケ
ー
ブ
ル
は
，
接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気

抵
抗
を
増
加
さ
せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い

て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」
に
規
定
す
る
熱
的

強
度
に
適
合
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
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9
6 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
等
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

AM
用

MC
C
の
金
属
製
外
箱
に
は
，
C
種
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属
製
外
箱
が
対
象
と
な
る
。
1
8,
23

条

に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

原
子

力
電
技
命

令
の
解

釈
16
,
2
4
条

よ

り
，

金
属

製
外

箱
が

対
象

と
な

る
。

1
7
,
1
8
,2
3
条
に
つ

い
て
は
，

該
当
し

な

い
。
 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器

を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

     

AM
用

MC
C
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
を

使
用
し
て
い
な
い
。
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9
7 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
に
は
，
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
遮
断
器
及
び
配
線
用
遮
断
器
を
設
置
し
，
過

電
流
を
検
知
し
た
場
合
は
自
動
的
に
遮
断
器
及
び
配
線
用
遮
断
器
を
開
放
す
る
設
計

と
し
て
い
る
。
 

A
M
用

M
C
C
に
対
す
る
原
子
力
電
技
命
令

1
3
条
の
適
合
性
は
，
保
護
す
る
電
気
機
械

器
具
の
要
求
と
し
て
整
理
す
る
。
 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
地
絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定
さ
れ
て
い
る
，
発
電
所
の
引
出
口
及

び
他

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点
に

該

当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納
す
る
こ
と
に
よ
り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電
気
的

又
は
磁
気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
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器
 

命
令
 

適
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性
 

備
考
 

 
（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

AM
用

MC
C
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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9
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工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装

置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

           

AM
用

MC
C
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
を
使
用
し

て
い
な
い
。
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1
0
0 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
を
使

用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
を
使
用
し

て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」
に
基
づ
き
，
短
絡

電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機

を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
0
1 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

  

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，
A
M
用

M
C
C
の
運
用
に
必
要
な
知
識
及
び
技

能
を
有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
該
当

し
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用

MC
C
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

39
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設

備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  

AM
用

MC
C
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

    

AM
用

MC
C
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
0
2 

 
 5
.3
.9

 
AM

用
切
替
盤
 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

AM
用
切
替
盤
 

（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
外
箱
に
よ
り
充
電
部
分
に
容
易
に
接
触
で
き
な
い

設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
に
属
す
る
電
路
は
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶
縁
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
絶
縁
抵
抗
測
定
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」
に
基
づ
き
，
大

地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
変
成
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
に
使
用
す
る
ケ
ー
ブ
ル
は
，
使
用
状
態
に
お
け
る
温
度
に
耐
え
ら
れ
る

設
計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

ケ
ー
ブ
ル
は
，
接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気

抵
抗
を
増
加
さ
せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い

て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」
に
規
定
す
る
熱

的
強
度
に
適
合
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
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器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
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（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
等
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

AM
用
切
替
盤
の
金
属
製
外
箱
に
は
，
C
種
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属
製
外
箱
が
対
象
と
な
る
。
1
8,
23

条

に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

原
子

力
電
技
命

令
の
解

釈
16
,
2
4
条

よ

り
，

金
属

製
外

箱
が

対
象

と
な

る
。

1
7
,1
8,
2
3
条
に
つ

い
て
は
，

該
当
し

な

い
。
 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧

器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

     

AM
用
切
替
盤
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路

を
使
用
し
て
い
な
い
。
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備
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（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
に
は
，
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
配
線
用
遮
断
器
を
設
置
し
，
過
電
流
を
検

知
し
た
場
合
は
自
動
的
に
配
線
用
遮
断
器
を
開
放
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

A
M
用
切
替
盤
に
対
す
る
原
子
力
電
技
命

令
1
3
条
の
適
合
性
は
，
保
護
す
る
電
気

機
械
器
具
の
要
求
と
し
て
整
理
す
る
。
 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
地
絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定
さ
れ
て
い
る
，
発
電
所
の
引
出
口
及

び
他

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点
に

該

当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納
す
る
こ
と
に
よ
り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電
気
的

又
は
磁
気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。。

 
 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
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（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
0
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計
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認
可
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請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気

装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

           

AM
用
切
替
盤
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
を
使
用

し
て
い
な
い
。
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令
 

適
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性
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（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
を

使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
を
使
用

し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」
に
基
づ
き
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電

機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

  

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，

A
M
用
切
替
盤
の
運
用
に
必
要
な
知
識
及
び

技
能
を
有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
該

当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

39
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設

備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  

AM
用
切
替
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

AM
用
切
替
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
し
て
い
な
い
。
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性
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考
 

AM
用
操
作
盤
 

（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
外
箱
に
よ
り
充
電
部
分
に
容
易
に
接
触
で
き
な
い

設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
に
属
す
る
電
路
は
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶
縁
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
絶
縁
抵
抗
測
定
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶
縁
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
耐
電
圧

試
験
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
変
成
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
に
使
用
す
る
ケ
ー
ブ
ル
は
，
使
用
状
態
に
お
け
る
温
度
に
耐
え
ら
れ
る

設
計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

ケ
ー
ブ
ル
は
，
接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気

抵
抗
を
増
加
さ
せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い

て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
、
変
圧
器
、
遮
断
器
、
開
閉
器
等
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

19
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
、
電
気
機
械
器
具
に
該
当
し

な
い
。
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令
 

適
合
性
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（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
等
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

AM
用
操
作
盤
の
金
属
製
外
箱
に
は
，
D
種
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属
製
外
箱
が
対
象
と
な
る
。
1
8,
23

条

に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

原
子

力
電
技
命

令
の
解

釈
16
,
2
4
条

よ

り
，

金
属

製
外

箱
が

対
象

と
な

る
。

1
7
,1
8,
2
3
条
に
つ

い
て
は
，

該
当
し

な

い
。
 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧

器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

     

AM
用
操
作
盤
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路

を
使
用
し
て
い
な
い
。
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（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
に
使
用
す
る
ケ
ー
ブ
ル
は
制
御
回
路
の
み
で
あ
り
過
電
流
を
検
知
し
た

場
合
に
自
動
的
に
開
放
す
る
遮
断
器
を
使
用
し
な
い
。
 

 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
地
絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定
さ
れ
て
い
る
，
発
電
所
の
引
出
口
及

び
他

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点
に

該

当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納
す
る
こ
と
に
よ
り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電
気
的

又
は
磁
気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
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（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
1
3 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気

装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

           

AM
用
操
作
盤
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
を
使
用

し
て
い
な
い
。
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1
1
4 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
を

使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
を
使
用

し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
ら
を
支
持
す
る
が
い
し
を

使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電

機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
1
5 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

   

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，

A
M
用
操
作
盤
の
運
用
に
必
要
な
知
識
及
び

技
能
を
有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
該

当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
操
作
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

39
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設

備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  

AM
用
操
作
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

  

AM
用
操
作
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
1
6 

 
 5
.3
.
11
 
直
流

12
5V

充
電
器
 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

直
流

12
5V

充
電
器
 

（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
外
箱
に
よ
り
充
電
部
分
に
容
易
に
接
触
で

き
な
い
設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に
損
傷

を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
に
属
す
る
電
路
は
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶
縁
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
絶
縁
抵
抗
測
定
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶
縁
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
絶

縁
耐
力
測
定
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

変
成
器
は
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
に
使
用
す
る
ケ
ー
ブ
ル
は
，
使
用
状
態
に
お
け
る
温
度
に
耐
え
ら

れ
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

ケ
ー
ブ
ル
は
，
接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気

抵
抗
を
増
加
さ
せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い

て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
温
度
上
昇
試
験
を
実
施
し
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
発

生
す
る
熱
に
耐
え
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
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（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
等
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

直
流

12
5V

充
電
器
の
金
属
製
外
箱
に
は
，
D
種
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属
製
外
箱
が
対
象
と
な
る
。
ま
た
，
1
8

条
に
よ
り
，
充
電
器
に
内
蔵
す
る
電
子
機

器
の
接
地
が
対
象
と
な
る
。
23

条
に
つ
い

て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

原
子

力
電
技
命

令
の
解

釈
16
,
2
4
条

よ

り
，
金
属
製
外
箱
が
対
象
と
な
る
。
ま
た
，

1
8
条
に
よ
り
，
充
電
器
に
内
蔵
す
る
電
子

機
器
の
接
地
が
対
象
と
な
る
。
1
7
,2
3
条

に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る

変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。

 

 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

    

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の

電
路
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
に
は
，
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
遮
断
器
及
び
配
線
用
遮
断
器
を
設

置
し
，
過
電
流
を
検
知
し
た
場
合
は
自
動
的
に
遮
断
器
及
び
配
線
用
遮
断
器
を
開
放
す

る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

直
流

12
5
V
充
電
器
に
対
す
る
原
子
力
電

技
命
令

1
3
条
の
適
合
性
は
,保

護
す
る
電

気
機
械
器
具
の
要
求
と
し
て
整
理
す
る
。
 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
地
絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定
さ
れ
て
い
る
，
発
電
所
の
引
出
口
及

び
他

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点
に

該

当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納
す
る
こ
と
に
よ
り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電
気
的

又
は
磁
気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
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（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
2
0 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用
す
る
圧
縮

空
気
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

           

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
を

使
用
し
て
い
な
い
。
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1
2
1 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装

置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池

を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
内
の
変
圧
器
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｃ
－
２
０
４
 
変
圧
器
」
及
び
「
Ｊ
Ｅ
Ｃ

－
２
２
０
０
 
変
圧
器
」
に
基
づ
き
，
短
絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え

る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す

る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
2
2 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

   

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，
直
流

12
5
V
充
電
器
の
運
用
に
必
要
な
知
識

及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所

に
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な

い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

39
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設

備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

    

直
流

12
5V

充
電
器
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
2
3 

 
 5
.3
.
12
 
直
流

12
5V

主
母
線
盤
 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
 

（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
外
箱
に
よ
り
充
電
部
分
に
容
易
に
接
触

で
き
な
い
設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
に
属
す
る
電
路
は
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶
縁
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
絶
縁
抵
抗
測
定
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
２
６
５
 
低
圧
金
属
閉
鎖
型
ス
イ
ッ
チ
ギ
ヤ

及
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ギ
ヤ
」
及
び
「
Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」

に
基
づ
き
，
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

変
成
器
は
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
に
使
用
す
る
ケ
ー
ブ
ル
は
，
使
用
状
態
に
お
け
る
温
度
に
耐
え

ら
れ
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

ケ
ー
ブ
ル
は
，
接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気

抵
抗
を
増
加
さ
せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い

て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
２
６
５
 
低
圧
金
属
閉
鎖
型
ス
イ
ッ
チ
ギ
ヤ

及
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ギ
ヤ
」
及
び
「
Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」

に
規
定
す
る
熱
的
強
度
に
適
合
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
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（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
等
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
の
金
属
製
外
箱
に
は
，
D
種
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い

る
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属
製
外
箱
が
対
象
と
な
る
。
1
8,
23

条

に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

原
子

力
電
技
命

令
の
解

釈
16
,
2
4
条

よ

り
，

金
属

製
外

箱
が

対
象

と
な

る
。

1
7
,
1
8,
2
3
条
に
つ

い
て
は
，

該
当
し

な

い
。
 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す

る
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧

の
電
路
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
に
は
，
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
遮
断
器
及
び
配
線
用
遮
断
器
を

設
置
し
，
過
電
流
を
検
知
し
た
場
合
は
自
動
的
に
遮
断
器
及
び
配
線
用
遮
断
器
を
開
放

す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

直
流

12
5
V
主
母
線
盤
に
対
す
る
原
子
力

電
技
命
令

1
3
条
の
適
合
性
は
,
保
護
す
る

電
気

機
械

器
具

の
要

求
と

し
て

整
理

す

る
。
 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
地
絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定
さ
れ
て
い
る
，
発
電
所
の
引
出
口
及

び
他

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点
に

該

当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納
す
る
こ
と
に
よ
り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電
気
的

又
は
磁
気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
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（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な

い
。
 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。。

 
 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
2
7 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用
す
る
圧

縮
空
気
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

           

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置

を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
2
8 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却

装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電

池
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
の
変
圧
器
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
２
６
５
 
低
圧
金
属
閉
鎖
型
ス
イ

ッ
チ
ギ
ヤ
及
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ギ
ヤ
」
及
び
「
Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５

 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

セ
ン
タ
」
に
基
づ
き
，
短
絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
設
計
と
し
て

い
る
。
 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続

す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。 
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適
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性
 

備
考
 

 
（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

  

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
の
運
用
に
必
要
な
知

識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇

所
に
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し

な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

39
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設

備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

主
母
線
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
3
0 

 
 5
.3
.1

3 
直
流

12
5V
 R
CI
C
動
力
切
替
盤
 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

直
流

12
5V
 R
CI
C
動
力
切
替
盤
 

（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
外
箱
に
よ
り
充
電
部
分
に
容
易

に
接
触
で
き
な
い
設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物

件
に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
に
属
す
る
電
路
は
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶

縁
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
絶
縁
抵
抗
測
定
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」

に
基
づ
き
，
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
変
成
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
に
使
用
す
る
ケ
ー
ブ
ル
は
，
使
用
状
態
に
お
け
る
温
度

に
耐
え
ら
れ
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

ケ
ー
ブ
ル
は
，
接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気

抵
抗
を
増
加
さ
せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い

て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」

に
規
定
す
る
熱
的
強
度
に
適
合
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
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性
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（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
等
を
使
用
し
て
い

な
い
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

直
流

12
5V

 R
C
IC

動
力
切
替
盤
の
金
属
製
外
箱
に
は
，
D
種
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と

し
て
い
る
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属
製
外
箱
が
対
象
と
な
る
。
1
8
,
23

条

に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

原
子

力
電
技
命

令
の
解

釈
16
,
2
4
条

よ

り
，

金
属

製
外

箱
が

対
象

と
な

る
。

1
7
,
1
8
,2
3
条
に
つ

い
て
は
，

該
当
し

な

い
。
 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を

結
合
す
る
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ

る
高
圧
の
電
路
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
に
は
，
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
遮
断
器
及
び
配
線
用
遮

断
器
を
設
置
し
，
過
電
流
を
検
知
し
た
場
合
は
自
動
的
に
遮
断
器
及
び
配
線
用
遮
断
器

を
開
放
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

直
流

1
2
5V
 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
に
対
す
る

原
子
力
電
技
命
令

1
3
条
の
適
合
性
は
，

保
護

す
る

電
気

機
械

器
具

の
要

求
と

し

て
整
理
す
る
。
 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

 
RC
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
地
絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な

い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定
さ
れ
て
い
る
，
発
電
所
の
引
出
口
及

び
他

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点
に

該

当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納
す
る
こ
と
に
よ
り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電
気
的

又
は
磁
気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 
RC
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な

い
。
 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
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（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し

て
い
な
い
。
 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
3
4 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用

す
る
圧
縮
空
気
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

           

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え

る
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
3
5 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水

素
冷
却
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い

る
蓄
電
池
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」

に
基
づ
き
，
短
絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関

に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
替
盤
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い

な
い
。
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1
3
6 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，
直
流

1
2
5V
 R
CI
C
動
力
切
替
盤
の
運
用
に
必

要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接

す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に

該
当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
解
釈

3
9
条
に
規
定
さ

れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備

を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

    

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

直
流

12
5V
 R
C
I
C
動
力
切
替
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
3
7 

 
 5
.3
.1

4 
直
流

12
5V
 R
CI
C
制
御
切
替
盤
 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

直
流

12
5V
 R
CI
C
制
御
切
替
盤
 

（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
外
箱
に
よ
り
充
電
部
分
に
容
易

に
接
触
で
き
な
い
設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物

件
に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
に
属
す
る
電
路
は
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶

縁
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
絶
縁
抵
抗
測
定
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」

に
基
づ
き
，
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
変
成
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
に
使
用
す
る
ケ
ー
ブ
ル
は
，
使
用
状
態
に
お
け
る
温
度

に
耐
え
ら
れ
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

ケ
ー
ブ
ル
は
，
接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気

抵
抗
を
増
加
さ
せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い

て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」

に
規
定
す
る
熱
的
強
度
に
適
合
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
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（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
等
を
使
用
し
て
い

な
い
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

直
流

12
5V

 R
C
IC

制
御
切
替
盤
の
金
属
製
外
箱
に
は
，
D
種
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と

し
て
い
る
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属
製
外
箱
が
対
象
と
な
る
。
1
8
,
23

条

に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

原
子

力
電
技
命

令
の
解

釈
16
,
2
4
条

よ

り
，

金
属

製
外

箱
が

対
象

と
な

る
。

1
7
,
1
8
,2
3
条
に
つ

い
て
は
，

該
当
し

な

い
。
 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を

結
合
す
る
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ

る
高
圧
の
電
路
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
に
は
，
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
遮
断
器
及
び
配
線
用
遮

断
器
を
設
置
し
，
過
電
流
を
検
知
し
た
場
合
は
自
動
的
に
遮
断
器
及
び
配
線
用
遮
断
器

を
開
放
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

直
流

1
2
5V
 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
に
対
す
る

原
子
力
電
技
命
令

1
3
条
の
適
合
性
は
，

保
護

す
る

電
気

機
械

器
具

の
要

求
と

し

て
整
理
す
る
。
 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

 
RC
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
地
絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な

い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定
さ
れ
て
い
る
，
発
電
所
の
引
出
口
及

び
他

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点
に

該

当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納
す
る
こ
と
に
よ
り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電
気
的

又
は
磁
気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 
RC
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な

い
。
 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
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1
4
0 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し

て
い
な
い
。
 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
4
1 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用

す
る
圧
縮
空
気
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

           

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え

る
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
4
2 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水

素
冷
却
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い

る
蓄
電
池
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」

に
基
づ
き
，
短
絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関

に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て

い
な
い
。
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1
4
3 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，
直
流

1
2
5V
 R
CI
C
制
御
切
替
盤
の
運
用
に
必

要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接

す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に

該
当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
解
釈

3
9
条
に
規
定
さ

れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備

を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

    

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

 R
C
I
C
制
御
切
替
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
4
4 

 
 5
.3
.1

5 
直
流

12
5V
 H
PA
C 
MC
C 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

直
流

12
5V

 H
PA
C 
MC
C 

（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V
 H
P
A
C 
M
C
C
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
外
箱
に
よ
り
充
電
部
分
に
容
易
に
接
触

で
き
な
い
設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V
 H
P
A
C 
M
C
C
に
属
す
る
電
路
は
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶
縁
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
絶
縁
抵
抗
測
定
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

直
流

12
5V
 
H
PA
C 

M
CC

は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」
に
基

づ
き
，
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

直
流

12
5V
 H
P
A
C 
M
C
C
は
，
変
成
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V
 H
P
A
C 
M
C
C
に
使
用
す
る
ケ
ー
ブ
ル
は
，
使
用
状
態
に
お
け
る
温
度
に
耐
え

ら
れ
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

ケ
ー
ブ
ル
は
，
接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気

抵
抗
を
増
加
さ
せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い

て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V
 
H
PA
C 

M
CC

は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」
に
規

定
す
る
熱
的
強
度
に
適
合
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

160



 

 
1
4
5 

工
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命
令
 

適
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性
 

備
考
 

 
（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C 
M
C
C
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
等
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C 
M
C
C
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

直
流

12
5V

 H
PA
C
 M
CC

の
金
属
製
外
箱
に
は
，
D
種
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い

る
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属
製
外
箱
が
該
当
す
る
。
18
,
2
3
条
に

つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C 
M
C
C
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

原
子

力
電
技
命

令
の
解

釈
16
,
2
4
条

よ

り
，

金
属

製
外

箱
が

対
象

と
な

る
。

1
7,
1
8
,2
3
条
に
つ

い
て
は
，

該
当
し

な

い
。
 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C
 M
C
C
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す

る
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C
 M
C
C
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧

の
電
路
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
4
6 
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性
 

備
考
 

 
（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C
 M
C
C
に
は
，
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
配
線
用
遮
断
器
を
設
置
し
，
過

電
流
を
検
知
し
た
場
合
は
自
動
的
に
配
線
用
遮
断
器
を
開
放
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

直
流

12
5
V
 H
P
A
C
 M
C
C
に
対
す
る
原
子
力

電
技
命
令

13
条
の
適
合
性
は
，
保
護
す

る
電

気
機

械
器

具
の

要
求

と
し

て
整

理

す
る
。
 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C 
M
C
C
は
，
地
絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定
さ
れ
て
い
る
，
発
電
所
の
引
出
口
及

び
他

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点
に

該

当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納
す
る
こ
と
に
よ
り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電
気
的

又
は
磁
気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C 
M
C
C
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C 
M
C
C
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
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1
4
7 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C
 M
C
C
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な

い
。
 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C 
M
C
C
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C 
M
C
C
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C 
M
C
C
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C 
M
C
C
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C 
M
C
C
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C 
M
C
C
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
4
8 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C
 M
C
C
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用
す
る
圧

縮
空
気
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

           

直
流

12
5V

 H
P
A
C
 M
C
C
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置

を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
4
9 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C
 M
C
C
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却

装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C
 M
C
C
は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電

池
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C 
M
C
C
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V
 
H
PA
C
 
M
CC

は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」
に
基

づ
き
，
短
絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C
 M
C
C
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続

す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

直
流

12
5V
 
HP
A
C
 
M
C
C
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な

い
。
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1
5
0 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

  

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，
直
流

1
2
5V
 H
PA
C 
M
C
C
の
運
用
に
必
要
な
知

識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C
 M
C
C
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇

所
に
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C
 M
C
C
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し

な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

39
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設

備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C 
M
C
C
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

    

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

直
流

12
5V

 H
P
A
C 
M
C
C
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
5
1 

 
 5
.3
.
16
 
AM

用
直
流

12
5V

主
母
線
盤
 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

AM
用
直
流

12
5V

主
母
線
盤
 

（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
接
地
し
，
ま
た
，
外
箱
に
よ
り
充
電
部
分
に
容
易
に

接
触
で
き
な
い
設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件

に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
に
属
す
る
電
路
は
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶
縁

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
絶
縁
抵
抗
測
定
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」
に

基
づ
き
，
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

AM
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
変
成
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
に
使
用
す
る
ケ
ー
ブ
ル
は
，
使
用
状
態
に
お
け
る
温
度
に

耐
え
ら
れ
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

ケ
ー
ブ
ル
は
，
接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気

抵
抗
を
増
加
さ
せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い

て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
」
に

規
定
す
る
熱
的
強
度
に
適
合
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
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命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
等
を
使
用
し
て
い
な

い
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

A
M
用
直
流

1
25
V
主
母
線
盤
の
金
属
製
外
箱
に
は
，
D
種
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し

て
い
る
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属
製
外
箱
が
対
象
と
な
る
。
1
8,
23

条

に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

原
子

力
電
技
命

令
の
解

釈
16
,
2
4
条

よ

り
，

金
属

製
外

箱
が

対
象

と
な

る
。

1
7
,
1
8,
2
3
条
に
つ

い
て
は
，

該
当
し

な

い
。
 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結

合
す
る
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る

高
圧
の
電
路
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
5
3 
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請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

1
2
5
V
主
母
線
盤
に
は
，電

路
の
必
要
な
箇
所
に
配
線
用
遮
断
器
を
設
置
し
，

過
電
流
を
検
知
し
た
場
合
は
自
動
的
に

配
線
用
遮
断
器
を
開
放
す
る
設
計
と
し
て
い

る
。
 

A
M
用
直
流

1
25
V
主
母
線
盤
に
対
す
る
原

子
力
電
技
命
令

1
3
条
の
適
合
性
は
,保

護

す
る

電
気

機
械

器
具

の
要

求
と

し
て

整

理
す
る
。
 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
地
絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 
原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定
さ
れ
て
い
る
，
発
電
所
の
引
出
口
及

び
他

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点
に

該

当
し
な
い
。
 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納
す
る
こ
と
に
よ
り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電
気
的

又
は
磁
気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
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1
5
4 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て

い
な
い
。
 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
5
5 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用
す

る
圧
縮
空
気
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

           

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る

装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
5
6 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素

冷
却
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る

蓄
電
池
を
使
用
し
て
い
な
い
。

 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
の
変
圧
器
は
，「

Ｊ
Ｅ
Ｍ
－
１
１
９
５
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

セ
ン
タ
」
に
基
づ
き
，
短
絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
設
計
と
し
て

い
る
。
 

 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に

接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い

な
い
。
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（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

  

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，
A
M
用
直
流

1
25
V
主
母
線
盤
の
運
用
に
必
要

な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す

る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該

当
し
な
い
。
 

原
子
力
電
技
命
令
解
釈

3
9
条
に
規
定
さ

れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備

を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

A
M
用
直
流

12
5
V
主
母
線
盤
は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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AM
用
切
替
装
置
（

SR
V）

 
（
電
気
設
備
に
お
け
る
感
電
，
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
四
条
 
電
気
設
備
は
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
SR
V）

は
，
接
地
し
，
ま
た
，
外
箱
等
に
よ
り
充
電
部
分
に
容
易
に

接
触
で
き
な
い
設
計
と
し
，
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件

に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
電
路
の
絶
縁
）
 

 
 

 
第
五
条
 
電
路
は
，
大
地
か
ら
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
構
造
上
や
む

を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
危
険
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
，
又
は
混
触
に
よ
る
高
電
圧
の
侵
入
等
の
異
常
が
発
生
し
た
際
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
の
接
地
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

に
属
す
る
電
路
は
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶
縁
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
絶
縁
抵
抗
測
定
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 

 
2 

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
絶
縁
性
能
は
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧

を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

に
属
す
る
電
路
は
大
地
か
ら
絶
縁
す
る
設
計
と
し
，
絶
縁
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
絶
縁
抵
抗
測
定
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 

 
3 

変
成
器
内
の
巻
線
と
当
該
変
成
器
内
の
他
の
巻
線
と
の
間
の
絶
縁
性
能
は
，
事
故

時
に
想
定
さ
れ
る
異
常
電
圧
を
考
慮
し
，
絶
縁
破
壊
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
変
成
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
電
線
等
の
断
線
の
防
止
）
 

 
 

 
第
六
条
 
電
線
，
支
線
，
架
空
地
線
，
弱
電
流
電
線
等
（
弱
電
流
電
線
及
び
光
フ
ァ
イ

バ
ケ
ー
ブ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
の
電
気
設
備
の
保
安
の
た
め
に
施
設

す
る
線
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

に
属
す
る
電
路
に
使
用
す
る
ケ
ー
ブ
ル
は
，
使
用
状
態
に
お

け
る
温
度
に
耐
え
ら
れ
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
耐
電
圧
試
験
を
実
施
し
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
電
線
の
接
続
）
 

 
 

 
第
七
条
 
電
線
を
接
続
す
る
場
合
は
，
接
続
部
分
に
お
い
て
電
線
の
電
気
抵
抗
を
増
加

さ
せ
な
い
よ
う
に
接
続
す
る
ほ
か
，
絶
縁
性
能
の
低
下
（
裸
電
線
を
除
く
。）

及
び

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

ケ
ー
ブ
ル
は
，
接
続
板
，
接
続
用
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
等
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
で
電
気

抵
抗
を
増
加
さ
せ
な
い
と
と
も
に
，
絶
縁
性
能
の
低
下
及
び
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い

て
断
線
の
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

  

 

 
（
電
気
機
械
器
具
の
熱
的
強
度
）
 

 
 

 
第
八
条
 
電
路
に
施
設
す
る
電
気
機
械
器
具
は
，
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
そ
の
電

気
機
械
器
具
に
発
生
す
る
熱
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
SR
V）

は
，「

Ｊ
Ｉ
Ｓ
 
Ｃ
 
８
２
０
１
－
２
－
１

 
低
圧
開
閉
装
置

及
び
制
御
装
置
－
第
２
－
１
部
：
回
路
遮
断
器
（
配
線
用
遮
断
器
及
び
そ
の
他
の
遮
断

器
）」

に
規
定
す
る
熱
的
強
度
に
適
合
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
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（
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
九
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
，
遮
断
器
，
避
雷
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
器
具
で
あ
っ
て
，
動
作
時
に
ア
ー
ク
を
生
ず
る
も
の
は
，
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
，
木
製
の
壁
又
は
天
井
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
か
ら
離
し
て
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
耐
火
性
の
物
で
両
者
の
間
を
隔
離
し
た
場
合
は
，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
SR
V）

は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
開
閉
器
等
を
使
用
し
て
い
な
い
。 

 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
）
 

 
 

 
第
十
条
 
電
気
設
備
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
異
常
時
の
電
位
上
昇
，
高
電
圧
の
侵
入
等

に
よ
る
感
電
，
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
又
は
物
件
へ
の
損
傷
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
，
電
路
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
第
五
条
第

1
項
の
規
定
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

AM
用
切
替
装
置
（
SR
V）

の
金
属
製
の
外
箱
に
は
，
D
種
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し

て
い
る
。
 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属
製
の
外
箱
が
該
当
す
る
。
1
8
,
23

条

に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
接
地
の
方
法
）

 
 

 

 
第
十
一
条
 
電
気
設
備
に
接
地
を
施
す
場
合
は
，
電
流
が
安
全
か
つ
確
実
に
大
地
に
通

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

に
は
，
適
切
な
接
地
工
事
を
施
す
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

24
条
よ
り
，

金
属
製
の
外
箱
が
該
当
す
る
。
1
7
,1
8,
2
3

条
に
つ
い
て
は
，
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
特
別
高
圧
電
路
等
と
結
合
す
る
変
圧
器
等
の
火
災
等
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
二
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合
す
る
変
圧
器
は
，

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又

は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
当
該
変
圧
器
に
お
け
る
適
切
な
箇
所
に
接
地
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
施
設
の
方
法
又
は
構
造
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
で
あ
っ
て
，
変
圧
器
か
ら
離
れ
た
箇
所
に
お
け
る
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が

な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
と
低
圧
の
電
路
と
を
結
合

す
る
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
2 

変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高
圧
の
電
路
に
は
，
特
別
高

圧
の
電
圧
の
侵
入
に
よ
る
高
圧
側
の
電
気
設
備
の
損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
，
接
地
を
施
し
た
放
電
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
変
圧
器
に
よ
っ
て
特
別
高
圧
の
電
路
に
結
合
さ
れ
る
高

圧
の
電
路
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
過
電
流
か
ら
の
電
線
及
び
電
気
機
械
器
具
の
保
護
対
策
）
 

 
 

 
第
十
三
条
 
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
は
，
過
電
流
に
よ
る
過
熱
焼
損
か
ら
電
線
及
び
電

気
機
械
器
具
を
保
護
し
，
か
つ
，
火
災
の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
，
過
電
流
遮
断

器
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
電
路
の
必
要
な
箇
所
に
配
線
用
遮
断
器
を
設
置
し
，
過

電
流
を
検
知
し
た
場
合
は
自
動
的
に
遮
断
器
を
開
放
す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

A
M
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

に
対
す
る
原
子

力
電
技
命
令

1
3
条
の
適
合
性
は
，
保
護

す
る

電
気

機
械

器
具

の
要

求
と

し
て

整

理
す
る
。
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1
6
0 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
地
絡
に
対
す
る
保
護
対
策
）

 
 

 

 
第
十
四
条
 
電
路
に
は
，
地
絡
が
生
じ
た
場
合
に
，
電
線
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
の

損
傷
，
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
地
絡
遮
断
器
の
施
設
そ
の
他
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
電
気
機
械
器
具
を
乾
燥
し
た
場

所
に
施
設
す
る
等
地
絡
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
地
絡
遮
断
装
置
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

3
0
条

1
号
に

規
定
さ
れ
て
い
る
，
発
電
所
の
引
出
口
及

び
他

の
者

か
ら

供
給

を
受

け
る

受
電

点

に
該
当
し
な
い
。
 

 

 
（
電
気
設
備
の
電
気
的
，
磁
気
的
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
五
条
 
電
気
設
備
は
，
他
の
電
気
設
備
そ
の
他
の
物
件
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

閉
鎖
さ
れ
た
金
属
製
の
外
箱
に
収
納
す
る
こ
と
に
よ
り
，
他
の
設
備
の
機
能
に
電
気
的

又
は
磁
気
的
な
障
害
を
与
え
な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

 

 

 
（
高
周
波
利
用
設
備
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
十
六
条
 
高
周
波
利
用
設
備
（
電
路
を
高
周
波
電
流
の
伝
送
路
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
，
他
の
高
周
波
利
用
設
備
の
機
能

に
継
続
的
か
つ
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
高
周
波
利
用
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
架
空
電
線
の
感
電
の
防
止
）

 
 

 

 
第
十
九
条
 
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
に
は
，
感
電
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
使
用

電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
性
能
を
有
す
る
絶
縁
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
を
考
慮
し
，
感
電
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
発
電
所
等
へ
の
取
扱
者
以
外
の
者
の
立
入
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
条
 
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
を
施
設
す
る
発
電
所
に

は
，
取
扱
者
以
外
の
者
に
電
気
機
械
器
具
，
母
線
等
が
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る

と
と
も
に
，
当
該
者
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
は
，
人
が
容
易
に
構
内
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
は
な
い
よ
う
フ

ェ
ン
ス
等
を
設
け
て
い
る
。
 

 

 

 
（
架
空
電
線
等
の
高
さ
）
 

 
 

 
第
二
十
一
条
 
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
は
，
接
触
又
は
誘
導
作
用
に
よ

る
感
電
の
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
架
空
電
線
及
び
架
空
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い

な
い
。
 

 

 

 
2 

支
線
は
，
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
高
さ
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
支
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
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1 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
架
空
電
線
に
よ
る
他
人
の
電
線
等
の
作
業
者
へ
の
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
二
条
 
架
空
電
線
は
，
他
人
の
設
置
し
た
架
空
電
線
路
又
は
架
空
弱
電
流
電
線

路
若
し
く
は
架
空
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
線
路
の
支
持
物
を
挟
ん
で
施
設
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
又
は
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電
磁
誘
導
作
用
に
よ
る
感
電
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
三
条
 
電
力
保
安
通
信
設
備
は
，
架
空
電
線
路
か
ら
の
静
電
誘
導
作
用
又
は
電

磁
誘
導
作
用
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
線
の
混
触
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
四
条
 
電
力
保
安
通
信
線
は
，
他
の
電
線
又
は
弱
電
流
電
線
等
と
接
近
し
，
若

し
く
は
交
さ
す
る
場
合
又
は
同
一
支
持
物
に
施
設
す
る
場
合
に
は
，
他
の
電
線
又
は

弱
電
流
電
線
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
接
触
，
断
線
等
に
よ
っ
て
生

じ
る
混
触
に
よ
る
感
電
又
は
火
災
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
異
常
電
圧
に
よ
る
架
空
電
線
へ
の
障
害
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
五
条

 
特
別
高
圧
の
架
空
電
線
と
低
圧
又
は
高
圧
の
架
空
電
線
を
同
一
支
持

物
に
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
又
は
高
圧
側
の

電
気
設
備
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
2 

特
別
高
圧
架
空
電
線
路
の
電
線
の
上
方
に
お
い
て
，
そ
の
支
持
物
に
低
圧
の
電
気

機
械
器
具
を
施
設
す
る
場
合
は
，
異
常
時
の
高
電
圧
の
侵
入
に
よ
り
低
圧
側
の
電
気

設
備
へ
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
，
接
地
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
架
空
電
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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1
6
2 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
ガ
ス
絶
縁
機
器
等
の
危
険
の
防
止
）
 

 
 

 
第
二
十
六
条
 
発
電
所
に
施
設
す
る
ガ
ス
絶
縁
機
器
（
充
電
部
分
が
圧
縮
絶
縁
ガ
ス
に

よ
り
絶
縁
さ
れ
た
電
気
機
械
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
開
閉
器
又
は
遮
断

器
に
使
用
す
る
圧
縮
空
気
装
置
は
，
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐

え
，
か
つ
，
安
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
圧
縮
空
気
装
置
の
空
気
タ
ン
ク
は
，
耐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以

前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
圧
縮
空
気
装
置
は
，
主
空
気
タ
ン
ク
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的

に
回
復
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

六
 
ガ
ス
絶
縁
機
器
に
使
用
す
る
絶
縁
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
ガ
ス
絶
縁
機
器
及
び
開
閉
器
又
は
遮
断
器
に
使
用
す
る

圧
縮
空
気
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
加
圧
装
置
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
七
条
 
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装
置
は
，
次
の
各

号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
圧
力
を
受
け
る
部
分
は
，
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
，
か
つ
，
安
全

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
自
動
的
に
圧
縮
ガ
ス
を
供
給
す
る
加
圧
装
置
で
あ
っ
て
，
故
障
に
よ
り
圧
力
が
著

し
く
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
，
上
昇
し
た
圧
力
に
耐
え
る
材
料
及
び
構
造

で
あ
る
と
と
も
に
，
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
，
当
該
圧
力
が
最
高
使
用
圧

力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
圧
縮
ガ
ス
は
，
可
燃
性
，
腐
食
性
及
び
有
毒
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
に
圧
力
を
加
え
る
装

置
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

                  

 

178



 

 
1
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3 

工
事
計
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認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
水
素
冷
却
式
発
電
機
の
施
設
）
 

 
 

 
第
二
十
八
条
 
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷
却
装
置
は
，
次

の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
構
造
は
，
水
素
の
漏
洩
又
は
空
気
の
混
入
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
発
電
機
，
水
素
を
通
ず
る
管
，
弁
等
は
，
水
素
が
大
気
圧
で
爆
発
す
る
場
合
に
生

じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
発
電
機
の
軸
封
部
か
ら
水
素
が
漏
洩
し
た
と
き
に
，
漏
洩
を
停
止
さ
せ
，
又
は
漏

洩
し
た
水
素
を
安
全
に
外
部
に
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
発
電
機
内
へ
の
水
素
の
導
入
及
び
発
電
機
内
か
ら
の
水
素
の
外
部
へ
の
放
出
が

安
全
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
異
常
を
早
期
に
検
知
し
，
警
報
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
水
素
冷
却
式
の
発
電
機
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
水
素
冷

却
装
置
を
使
用
し
て
い
な
い
。

 

 

 

 
（
発
変
電
設
備
等
の
損
傷
に
よ
る
供
給
支
障
の
防
止
）
 

 
 

 
第
三
十
条
 
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄
電
池
に
は
，
当
該

電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係

る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械

器
具
に
生
じ
た
場
合
（
非
常
用
予
備
発
電
機
に
あ
っ
て
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

が
作
動
し
た
場
合
を
除
く
。）

に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
発
電
機
，
燃
料
電
池
又
は
常
用
電
源
と
し
て
用
い
る
蓄

電
池
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
2 

特
別
高
圧
の
変
圧
器
に
は
，
当
該
電
気
機
械
器
具
を
著
し
く
損
壊
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
異
常
が
当
該
電
気
機
械
器
具
に
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
こ
れ
を
電
路

か
ら
遮
断
す
る
装
置
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

発
電
機
は
，
特
別
高
圧
の
変
圧
器
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
発
電
機
等
の
機
械
的
強
度
）

 
 

 

 
第
三
十
一
条
 
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
が
い
し
は
，
短

絡
電
流
に
よ
り
生
ず
る
機
械
的
衝
撃
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
発
電
機
，
変
圧
器
並
び
に
母
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る

が
い
し
を
使
用
し
て
い
な
い
。

 

 

 

 
2 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接
続
す
る
発
電
機
の
回
転
す

る
部
分
は
，
非
常
調
速
装
置
及
び
そ
の
他
の
非
常
停
止
装
置
が
動
作
し
て
達
す
る
速

度
に
対
し
，
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
機
関
に
接

続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
3 

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電

機
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
接
続
す
る
発
電
機
を
使
用
し
て
い
な

い
。
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1
6
4 

工
事
計
画
認
可
申
請
機
器
 

命
令
 

適
合
性
 

備
考
 

 
（
常
時
監
視
を
し
な
い
発
電
所
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
二
条
 
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
，
若
し
く
は
物
件
に
損

傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
の
状
態
に
応
じ
た
制
御
が
必
要
と
な
る
発

電
所
，
又
は
一
般
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
よ
う
，
異
常
を
早
期
に
発
見
す
る
必
要
の
あ
る
発
電
所
で
あ
っ
て
，
発
電

所
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
当
該
発
電
所
又
は
こ
れ
と
同

一
の
構
内
に
お
い
て
常
時
監
視
を
し
な
い
も
の
は
，
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
構
内
に
は
，
発
電
機
の
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を

有
す
る
者
が
常
時
駐
在
し
，
異
常
を
早
期
に
発
見
で
き
る
。
 

 

 

 
（
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
電
路
の
避
雷
器
等
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
三
条

 
雷
電
圧
に
よ
る
電
路
に
施
設
す
る
電
気
設
備
の
損
壊
を
防
止
で
き
る

よ
う
，
発
電
所
の
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に

は
，
避
雷
器
の
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，

雷
電
圧
に
よ
る
当
該
電
気
設
備
の
損
壊
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
架
空
電
線
引
込
口
及
び
引
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る

箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 

 

 
（
電
力
保
安
通
信
設
備
の
施
設
）
 

 
 

 
第
三
十
四
条
 
発
電
所
，
変
電
所
，
開
閉
所
，
給
電
所
（
電
力
系
統
の
運
用
に
関
す
る

指
令
を
行
う
所
を
い
う
。）
，
技
術
員
駐
在
所
そ
の
他
の
箇
所
で
あ
っ
て
，
一
般
送
配

電
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
に
対
す
る
著
し
い
支
障
を
防
ぎ
，
か
つ
，
保
安
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
相
互
間
に
は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当

し
な
い
。
 

 

原
子
力
電
技
命
令
の
解
釈

39
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設

備
を
施
設
す
る
箇
所
に
該
当
し
な
い
。
 

 

 
2 

電
力
保
安
通
信
線
は
，
機
械
的
衝
撃
，
火
災
等
に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
電
力
保
安
通
信
線
を
使
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

 
（
災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
）
 

 
 

 
第
三
十
五
条

 
電
力
保
安
通
信
設
備
に
使
用
す
る
無
線
通
信
用
ア
ン
テ
ナ
又
は
反
射

板
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
線
用
ア
ン
テ
ナ
等
」
と
い
う
。）

を
施
設
す
る
支
持

物
の
材
料
及
び
構
造
は
，
風
速
六
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
風
圧
荷
重
を
考
慮
し
，
倒
壊

に
よ
り
通
信
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

     

AM
用
切
替
装
置
（
S
R
V）

は
，
電
力
保
安
通
信
設
備
を
使
用
し
て
い
な
い
。
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資料No.3 

 

 

 

 

 

 

 

非常用ディーゼル発電機の出力の決定に関する説明について 
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1 

1. 概要 

技術基準規則第59～64条，第66～69条，第73条，第74条及び第77条の各条文に基づく重大事故

等時の対応において，非常用ディーゼル発電機から電力供給を期待する重大事故等対処設備のⅥ

-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」（以下「出力決定根拠」という。）に

記載している負荷容量と，Ⅵ-1-1-5「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」（以下「容量

設定根拠」という。）に記載の原動機出力及び軸動力について説明する。 

 

2. 負荷容量と軸動力の設定に関して 

非常用ディーゼル発電機から電力供給を期待する重大事故等対処設備について，「出力決定根

拠」に記載の負荷容量と「容量設定根拠」に記載の軸動力を表2－1に示す。 

「容量設定根拠」では，重大事故等対処設備及び設計基準対象施設について，容量，揚程等の

設定根拠を示し，それらの値から算出される必要軸動力と，軸動力を上回る値として原動機出力

を示している。 

「出力決定根拠」では，非常用ディーゼル発電機から電力供給を期待する重大事故等時の負荷

容量を積算するために，「容量設定根拠」に記載された必要な軸動力から算出した負荷容量を用

いている。 

「出力決定根拠」の負荷容量は，「容量設定根拠」に記載の必要軸動力以上であり，非常用デ

ィーゼル発電機の出力の決定に用いる値として問題ないと考える。 

技術基準規則に基づき必要となる重大事故等対処設備のうち，非常用ディーゼル発電機から電

力供給を期待する設備は，各条文により異なるため，全ての機器を同時に使用することはない

が，仮に全ての負荷を合計した場合の非常用ディーゼル発電機の最大所要負荷は（6A：2280kW，

6B：3474kW，6C：3103kW）であり，非常用ディーゼル発電機の出力5000kWは所要負荷に対し十分

な余裕を有している。 
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2 

表
2-
1 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
か
ら
電
力
の
供
給
を
期
待
す
る
負
荷
 

設
備
・
機
器
名
 

台
数
 

容
量
設
定
根
拠
 

出
力
決
定
根
拠
 

容
量
 

(
m
3 /
h
/台

) 

軸
動
力
 

(
kW
) 

軸
動
力
 

(
kW
) 

効
率
 

(
%)
 

負
荷
容
量

(k
W)

＊
1  

6
A 

6
B 

6
C 

ほ
う
酸
水
注
入
系
ポ
ン
プ
 

2 
1
1.
4 

 
 

 
4
3＊

4  
4
3＊

4  
―
 

高
圧
炉
心
注
水
系
ポ
ン
プ
 

2 
1
82
 

 
 

 
―

 
1
22
4
＊

4  
1
22
4
＊

4  

復
水
移
送
ポ
ン
プ
 

3 
1
60
 

 
 

 
5
0＊

4  
1
00

＊
4  

―
 

残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ
 

3 
9
54
 

 
 

 
4
90

＊
4  

4
90

＊
4  

4
90

＊
4  

原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
 

6 
（
A,
B,
D
,E
)
13
0
0 

(
C,
F
)1
1
00
 

（
A,
B,
D
,E
) 

 

(
C,
F
) 

 

(
A,
B
,D
,
E)
 

 

(
C,
F
) 

 

 
5
94

＊
4  

5
94

＊
4  

4
72

＊
4  

原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ
 

6 
1
80
0 

 
 

 
5
04

＊
4  

5
04

＊
4  

5
04

＊
4  

非
常
用
ガ
ス
処
理
装
置
 

6 
―
 

―
 

―
 

―
 

2
0 

2
0 

―
 

蓄
電
池
用
充
電
器

＊
2  

・
AT
WS

緩
和
設
備
（
代
替
制
御
棒
挿
入
機
能
）
 

・
AT
WS

緩
和
設
備
（
代
替
冷
却
材
再
循
環
ポ
ン
プ
・

ト
リ
ッ
プ
機
能
）
 

・
代
替
自
動
減
圧
ロ
ジ
ッ
ク
（
代
替
自
動
減
圧
機
能
） 

・
計
装
設
備
 

6 
―
 

―
 

―
 

―
 

2
44
 

1
88
 

9
4 

そ
の
他
非
常
用
負
荷

＊
3  

・
AT
WS

緩
和
設
備
（
代
替
制
御
棒
挿
入
機
能
）
 

・
AT
WS

緩
和
設
備
（
代
替
冷
却
材
再
循
環
ポ
ン
プ
・

ト
リ
ッ
プ
機
能
）
 

・
計
装
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

3
35
 

3
11
 

3
19
 

合
計
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

2
28
0 

3
47
4 

3
10
3 

注
記
＊

1 
：
電
磁
弁
及
び
電
動
弁
は
負
荷
容
量
が
小
さ
く
又
は
動
作
時
間
が
短
時
間
で
あ
る
た
め
，
負
荷
容
量
に
は
含
め
な
い
。
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3 

＊
2 
：
各
設
備
・
機
器
の
う
ち
，
直
流
で
運
転
す
る
負
荷
 

＊
3 
：
各
設
備
・
機
器
の
う
ち
，
交
流
で
運
転
す
る
負
荷
 

＊
4 
：
必
要
な
軸
動
力
か
ら
算
出
し
た
負
荷
容
量
を
用
い
る
。
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資料No.4 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち 

一部常設箇所を有する設備に関する説明について 

（5号機原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備関係） 
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1 

1. 概要 

5号機原子炉建屋内緊急時対策所の機能に係る可搬型重大事故等対処設備において，一部常設

箇所を有する電源設備＊を抽出し，技術基準規則の常設箇所への要求に対する適合性の確認をす

べき常設箇所及び審査書類への反映事項を整理した。 

注記＊：一部常設箇所を有する設備とは，当該設備が技術基準規則の要求に対する主たる機能で

ある設備が一部常設箇所で構成された設備である。

 

2. 整理結果 

5号機原子炉建屋内緊急時対策所の機能に係る可搬型重大事故等対処設備において，一部常設

箇所を有する設備を整理した結果，当該箇所の技術基準規則に対する適合性として添付書類への

反映事項は以下の通りである。 

具体的な整理内容として，添付資料1に一部常設箇所を有する設備の整理，添付資料2に常設箇

所の基準適合性確認＊内容，添付資料3に概略構成図をそれぞれ示す。 

注記＊：第49条，第50条，第51条，第52条，第54条，第55条，第56条，第58条，第78条 

設備名称 一部常設箇所 審査書類への反映事項 

5号機原子炉建屋内 

緊急時対策所 

（7号機設備，6,7号機

共用） 

【電源設備】 

・5号機原子炉建屋内緊急時対策所用

受電盤 

・5号機原子炉建屋内緊急時対策所用

主母線盤 

・5号機原子炉建屋内緊急時対策所用

交流110V分電盤1 

・5号機原子炉建屋内緊急時対策所用

交流110V分電盤2 

・5号機原子炉建屋内緊急時対策所用

交流110V分電盤3 

・耐震性に関する説明書 

・設備別記載事項の設定根拠

に関する説明書（別添） 
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2
 

5号
機
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
機
能
に
係
る
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
一
部
常
設
箇
所
を
有
す
る
設
備
の
整
理
 

設
備
名
称
 

技
術
基
準
条
文
 

可
搬
型
設
備
 

設
置
要
求
 

要
目
表
 

有
無
 

基
本
設
計
 

方
針
有
無
 

常
設
箇
所
 

有
無
 

設
置
状
況
 

（
概
略
図
は
添
付
参
照
）
 

使
用
方
法
 

設
備
 

区
分
 

区
分
理
由
 

常
設
箇
所
の
基
準
 

適
合
性
確
認
内
容
 

非 常 用 電 源 設 備
 

5号
機
原
子
炉
建
屋
内
 

緊
急
時
対
策
所
用
 

可
搬
型
電
源
設
備
 

（
7号

機
設
備
，

6,
7

号
機
共
用
）
 

第
76
条
 

緊
急
時
対
策
所
 

×
 

○
 

○
 

無
 

可
搬
設
備
と
し
て
保
管
し
て
い
る
機
器

は
以
下
の
通
り
 

【
可
搬
】
 

・
5
号

機
原
子

炉
建

屋
内

緊
急

時
対

策
 

所
用
可
搬
型
電
源
設
備
 

（
予
備
を
含
め
て
5台

）
 

 

【
通
常
時
】
 

5
号

機
東

側
保

管
場

所
又

は
大

湊

側
高
台
保
管
場
所
に
保
管
し
多
重

性
及

び
位

置
的

分
散

を
確

保
す

る
。
 

 【
使
用
時
】
 

5
号

機
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対

策
所
用
可
搬
型
電
源
設
備
の
配
備

場
所
ま
で
移
動
し
，
可
搬
ケ
ー
ブ

ル
を
接
続
の
上
，
5
号
機
原
子
炉
建

屋
内
緊
急
時
対
策
所
用
可
搬
型
 

電
源
設
備
を
起
動
す
る
。
そ
の
後
，

5
号

機
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対

策
所
用
受
電
盤
に
移
動
し
，
受
電

遮
断
器
を
切
り
替
え
て
給
電
を
開

始
す
る
。
 

可
搬
／
防
止
 

 

可
搬
／
緩
和
 

 

常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設

備
・
常
設
重
大
事

故
緩
和
設
備
等
を

操
作
す
る
人
が
健

全
で
あ
る
こ
と
を

担
保
す
る
可
搬
設

備
で
あ
る
た
め
。
 

－
 

可
搬
ケ
ー
ブ
ル
 

（
7号

機
設
備
，

6,
7

号
機
共
用
）
 

×
 

×
 

○
 

無
 

可
搬
設
備
と
し
て
保
管
し
て
い
る
機
器

は
以
下
の
通
り
 

【
可
搬
】
 

・
可
搬
ケ
ー
ブ
ル
（
12
本
）
 

 

5号
機
原
子
炉
建
屋
内
 

緊
急
時
対
策
所
 

（
7号

機
設
備
，

6,
7

号
機
共
用
）
 

【
電
源
設
備
】
 

×
 

×
 

○
 

有
 

常
設
設
備
と
し
て
設
置
し
て
い
る
機
器

は
以
下
の
通
り
 

【
常
設
】
 

・
5
号

機
原
子

炉
建

屋
内

緊
急

時
対

策

所
用
受
電
盤
（
1個

）
 

・
5
号

機
原
子

炉
建

屋
内

緊
急

時
対

策

所
用
主
母
線
盤
（
1個

）
 

・
5
号

機
原
子

炉
建

屋
内

緊
急

時
対

策

所
用
交
流
11
0V
分
電
盤
1（

1個
）
 

・
5
号

機
原
子

炉
建

屋
内

緊
急

時
対

策

所
用
交
流
11
0V
分
電
盤
2（

1個
）
 

・
5
号

機
原
子

炉
建

屋
内

緊
急

時
対

策

所
用
交
流
11
0V
分
電
盤
3（

1個
）
 

 添
付
資
料
3「

No
.2
」
概
略
図
参
照
 

常
設
耐
震
／
防
止
 

 

常
設
／
緩
和
 

常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設

備
・
常
設
重
大
事

故
緩
和
設
備
等
を

操
作
す
る
人
が
健

全
で
あ
る
こ
と
を

担
保
す
る
常
設
設

備
で
あ
る
た
め
。
 

以
下
の
常
設
箇
所
に
対
し

適
合
性
確
認
を
行
う
。
 

（
添
付
資
料
2
参
照
）
 

 ・
5号

機
原
子
炉
建
屋
内

緊
急
時
対
策
所
用
受
電

盤
 

・
5号

機
原
子
炉
建
屋
内

緊
急
時
対
策
所
用
主
母

線
盤
 

・
5号

機
原
子
炉
建
屋
内

緊
急
時
対
策
所
用
交
流

1
1
0
V分

電
盤
1 

・
5号

機
原
子
炉
建
屋
内

緊
急
時
対
策
所
用
交
流

1
1
0
V分

電
盤
2 

・
5号

機
原
子
炉
建
屋
内

緊
急
時
対
策
所
用
交
流

1
1
0
V分

電
盤
3 

  
 

添
付
資
料

1
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3
 

非
常
用
電
源
設
備
の
う
ち
常
設
箇
所
の
基
準
適
合
性
確
認
内
容
 

（
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
地
盤
）
 

技
術
基
準
規
則
【
第
49
条
】
 

5
号
機
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
【
電
源
設
備
】
 

第
四
十
九
条
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
，
次
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
地
盤
に
施
設

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

【
解
釈
】
 

1 
第
49
条
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
，
第
4条

の
解
釈
に
準
ず
る
も
の
と
す

る
。
 

－
 

一
 
重
大
事
故
防
止
設
備
の
う
ち
常
設
の
も
の
（
以
下
「
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
，
耐

震
重
要
施
設
に
属
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
機
能
を
代
替
す
る
も
の
（
以
下
「
常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設
備
」
と
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
除

く
。
）
 
基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
当
該
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
十
分
に
支

持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤
 

－
 

地
震
に
対
し
て
，
技
術
基
準
規
則
第
4
9条

「
重
大
事
故
等

対
処
施
設
の
地
盤
」
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
建
屋
(
5号

機

原
子
炉
建
屋
)
に
設
置
す
る
。
 

二
 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
以
外
の
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設

（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
除
く
。
）

 
設
置
許
可
基
準
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
地

震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
当
該
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
十
分
に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤
 

－
 

－
 

（
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

(常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
) 

三
 
重
大
事
故
緩
和
設
備
の
う
ち
常
設
の
も
の
（
以
下
「
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
」
と
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
る

重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
除
く
。
）
 
基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
が
作
用
し
た

場
合
に
お
い
て
も
当
該
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
十
分
に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤
 

－
 

地
震
に
対
し
て
，
技
術
基
準
規
則
第
4
9条

「
重
大
事
故
等

対
処
施
設
の
地
盤
」
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
建
屋
(
5号

機

原
子
炉
建
屋
)
に
設
置
す
る
。
 

四
 
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設

 
設
置
許
可
基
準
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
地
震
力
が
作
用

し
た
場
合
及
び
基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
当
該
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を

十
分
に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤
 

－
 

－
 

（
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

(常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
) 

 

（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

技
術
基
準
規
則
【
第
50
条
】
 

5号
機
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
【
電
源
設
備
】
 

第
五
十
条
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
，
次
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

【
解
釈
】
 

1 
第
50
条
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
，
第
5条

の
解
釈
に
準
ず
る
も
の
と
す

る
。
 

－
 

一
 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を

除
く
。
）
 
基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
に
対
し
て
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
に
対
処
す
る
た
め
に

必
要
な
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。
 

－
 

耐
震
設
計
は
，
「
Ｖ
-2
 
耐
震
性
に
関
す
る
説
明
書
」
の

設
計
方
針
に
よ
っ
て
設
計
を
行
い
，
審
査
書
類
へ
の
反
映

を
行
う
。
 

二
 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
以
外
の
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設

（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
除
く
。
）

 
設
置
許
可
基
準
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
地

震
力
に
十
分
に
耐
え
る
こ
と
。
 

2 
第
1項

第
2号

に
規
定
す
る
「
設
置
許
可
基
準
規
則
第
4条

第
2項

の
規
定

に
よ
り
算
定
す
る
地
震
力
」
と
は
，
設
置
許
可
基
準
規
則
解
釈
第
3
9条

2

の
地
震
力
と
す
る
。
 

－
 

（
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

(常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
) 

三
 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
除
く
。
）

基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
に
対
し
て
重
大
事
故
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な

い
こ
と
。
 

－
 

耐
震
設
計
は
，
「
Ｖ
-2
 
耐
震
性
に
関
す
る
説
明
書
」
の

設
計
方
針
に
よ
っ
て
設
計
を
行
い
，
審
査
書
類
へ
の
反
映

を
行
う
。
 

四
 
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設

 
設
置
許
可
基
準
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
地
震
力
に
十
分

に
耐
え
，
か
つ
，
基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
に
対
し
て
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
が
損
な

わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

 

3 
第
1項

第
4号

に
規
定
す
る
「
設
置
許
可
基
準
規
則
第
4条

第
2項

の
規
定

に
よ
り
算
定
す
る
地
震
力
」
と
は
，
設
置
許
可
基
準
規
則
解
釈
第
3
9条

3

の
地
震
力
と
す
る
。
 

－
 

（
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

(常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
) 添

付
資
料

2
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4
 

2 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
前
項
第
二
号
の
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
除
く
。
）
が
設
置
許
可
基
準
規
則
第
四
条
第
三

項
の
地
震
に
よ
り
生
ず
る
斜
面
の
崩
壊
に
よ
り
そ
の
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
が
損
な
わ
れ
る

お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

－
 

地
震
に
対
し
て
，
技
術
基
準
規
則
第
4
9条

「
重
大
事
故
等

対
処
施
設
の
地
盤
」
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
建
屋
（
5
号

機
原
子
炉
建
屋
）
に
設
置
す
る
。
 

 

（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

技
術
基
準
規
則
【
第
51
条
】
 

5
号
機
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
【
電
源
設
備
】
 

第
五
十
一
条
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
が
基
準
津
波
に
よ
り
そ
の
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
が
損

な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

【
解
釈
】
 

1 
第
51
条
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
，
第
6条

の
解
釈
に
準
ず
る
も
の
と
す

る
。
 

津
波
に
対
し
て
，
技
術
基
準
規
則
第
5
1条

「
津
波
に
よ
る

損
傷
の
防
止
」
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
建
屋
（
5
号
機
原

子
炉
建
屋
）
に
設
置
す
る
。
 

 

（
火
災
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

技
術
基
準
規
則
【
第

52
条
】
 

5号
機
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
【
電
源
設
備
】
 

第
五
十
二
条
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
が
火
災
に
よ
り
そ
の
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
が
損
な
わ

れ
な
い
よ
う
，
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

【
解
釈
】
 

1 
第
52
条
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
，
第
1
1条

の
解
釈
に
準
ず
る
も
の
と
す

る
。
 

－
 

一
 
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
，
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

イ
 
発
火
性
又
は
引
火
性
の
物
質
を
内
包
す
る
系
統
の
漏
え
い
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

ロ
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
に
は
，
不
燃
性
材
料
又
は
難
燃
性
材
料
を
使
用
す
る
こ
と
。
た
だ
し
，
次
に
掲
げ
る

場
合
は
，
そ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
1）

 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
に
使
用
す
る
材
料
が
，
代
替
材
料
で
あ
る
場
合
 

（
2）

 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
代
替
材
料
の
使
用
が
技
術
上
困
難
な
場
合
で

あ
っ
て
，
重
大
事
故
等
対
処
施
設
に
お
け
る
火
災
に
起
因
し
て
他
の
重
大
事
故
等
対
処
施
設
に
お
い
て
火
災

が
発
生
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
 

ハ
 
避
雷
設
備
そ
の
他
の
自
然
現
象
に
よ
る
火
災
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
を
施
設
す
る
こ
と
。
 

ニ
 
水
素
の
供
給
設
備
そ
の
他
の
水
素
が
内
部
に
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
設
備
に
あ
っ
て
は
，
水
素
の
燃
焼
が

起
き
た
場
合
に
お
い
て
も
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
損
な
わ

な
い
よ
う
施
設
す
る
こ
と
。
 

ホ
 
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
し
，
蓄
積
し
た
水
素
の
急
速
な
燃
焼
に
よ
っ
て
，
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
重
大

事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
，
水
素
の
蓄
積
を
防
止
す
る
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

－
 

「
Ⅴ

-
1-
1-
8
 
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
火
災
防
護
に
関
す

る
説
明
書
」
の
設
計
方
針
に
よ
る
。
 

二
 
火
災
の
感
知
及
び
消
火
の
た
め
，
火
災
と
同
時
に
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象
に
よ
り
，
火
災
感
知
設

備
及
び
消
火
設
備
の
機
能
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
施
設
す
る
こ
と
。
 

－
 

「
Ⅴ

-1
-1
-8
 
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
火
災
防
護
に
関
す

る
説
明
書
」
の
設
計
方
針
に
よ
る
。
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5
 

（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
 

技
術
基
準
規
則
【
第

54
条
第
1項

，
第
2項

】
 

5号
機
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
【
電
源
設
備
】
 

第
五
十
四
条
 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
，
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

【
解
釈
】
 

－
 

一
 
想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
温
度
，
放
射
線
，
荷
重
そ
の
他
の
使
用
条
件
に
お
い

て
，
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
。
 

1 
第
1項

か
ら
第
3
項
ま
で
に
規
定
す
る
「
想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
」
と

は
，
設
置
許
可
基
準
規
則
解
釈
第

3
7条

に
お
い
て
想
定
す
る
事
故
シ
ー
ケ

ン
ス
グ
ル
ー
プ
（
炉
心
の
著
し
い
損
傷
後
の
原
子
炉
格
納
容
器
の
機
能
に

期
待
で
き
る
も
の
に
あ
っ
て
は
，
計
画
さ
れ
た
対
策
が
想
定
す
る
も

の
。
）
，
想
定
す
る
格
納
容
器
破
損
モ
ー
ド
，
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
内
に

お
け
る
想
定
事
故
及
び
想
定
す
る
運
転
停
止
中
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー

プ
を
い
う
。
 

「
Ｖ

-2
 
耐
震
性
に
関
す
る
説
明
書
」
の
設
計
方
針
に
よ

っ
て
設
計
を
行
い
，
審
査
書
類
へ
の
反
映
を
行
う
。
 

「
Ｖ

-1
-1
-3
 
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
自
然
現
象
等
に
よ

る
損
傷
の
防
止
に
関
す
る
説
明
書
」
及
び
「
Ｖ
-
1
-
1-
7
 

安
全
設
備
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
使
用
さ
れ
る
条

件
の
下
に
お
け
る
健
全
性
に
関
す
る
説
明
書
」
及
び
「
Ｖ

-
1-

1
-8
 
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
火
災
防
護
に
関
す
る
説

明
書
」
及
び
「
Ｖ
-1
-1
-9
 
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
溢
水

防
護
に
関
す
る
説
明
書
」
の
設
計
方
針
に
よ
る
。
 

二
 
想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
確
実
に
操
作
で
き
る
こ
と
。
 

三
 
健
全
性
及
び
能
力
を
確
認
す
る
た
め
，
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
中
又
は
停
止
中
に
必
要
な
箇
所
の
保
守
点
検

（
試
験
及
び
検
査
を
含
む
。
）
が
で
き
る
こ
と
。
 

2 
第
1項

第
3号

の
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
，
第
1
5条

第
2
項
の
解
釈
に

準
ず
る
も
の
と
す
る
。
 

四
 
本
来
の
用
途
以
外
の
用
途
と
し
て
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
使
用
す
る
設
備
に
あ
っ
て
は
，
通
常
時
に

使
用
す
る
系
統
か
ら
速
や
か
に
切
り
替
え
ら
れ
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
。
 

－
 

－
 

（
該
当
設
備
で
は
な
い
）
 

五
 
工
場
等
内
の
他
の
設
備
に
対
し
て
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
。
 

3 
第
1項

第
5号

に
規
定
す
る
「
他
の
設
備
」
と
は
，
設
計
基
準
対
象
施
設

だ
け
で
な
く
，
当
該
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外
の
重
大
事
故
等
対
処
設

備
も
含
む
。
 

「
Ｖ

-
1-
1-
7
 
安
全
設
備
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が

使
用
さ
れ
る
条
件
の
下
に
お
け
る
健
全
性
に
関
す
る
説
明

書
」
の
設
計
方
針
に
よ
る
。
 

六
 
想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
操
作
及
び
復
旧
作
業
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
放
射
線
量
が
高
く
な
る
お
そ
れ
が
少
な
い
設
置
場
所
の
選
定
，
設
置
場
所
へ
の
遮
蔽
物
の

設
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

－
 

2 
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
，
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
，
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

－
 

－
 

一
 
想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
な
容
量
を
有
す
る
こ
と
。
 

－
 

「
Ｖ

-1
-1
-5
 
設
備
別
記
載
事
項
の
設
定
根
拠
に
関
す
る

説
明
書
」
の
設
計
方
針
に
よ
っ
て
設
計
を
行
い
，
審
査
書

類
へ
の
反
映
を
行
う
。
 

二
 
二
以
上
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
共
用
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
，
二
以
上
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
と
共

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
二
以
上
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
が
向
上
す
る
場
合
で
あ
っ
て
，
同
一
の
工

場
等
内
の
他
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
対
し
て
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

－
 

「
Ｖ

-1
-1
-7
 
安
全
設
備
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が

使
用
さ
れ
る
条
件
の
下
に
お
け
る
健
全
性
に
関
す
る
説
明

書
」
の
設
計
方
針
に
よ
る
。
 

三
 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
に
は
，
共
通
要
因
（
設
置
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
共

通
要
因
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
っ
て
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
安
全
機
能
と
同
時
に
そ
の
機
能
が
損
な

わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

4 
第
2項

第
3号

及
び
第

3項
第
7号

に
規
定
す
る
「
適
切
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
」
と
は
，
可
能
な
限
り
多
様
性
を
考
慮
す
る
こ
と
を
い
う
。
 

「
Ｖ

-2
 
耐
震
性
に
関
す
る
説
明
書
」
の
設
計
方
針
に
よ

っ
て
設
計
を
行
い
，
審
査
書
類
へ
の
反
映
を
行
う
。
 

「
Ｖ

-1
-1
-3
 
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
自
然
現
象
等
に
よ

る
損
傷
の
防
止
に
関
す
る
説
明
書
」
及
び
「
Ｖ
-
1
-
1-
7
 

安
全
設
備
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
使
用
さ
れ
る
条

件
の
下
に
お
け
る
健
全
性
に
関
す
る
説
明
書
」
及
び
「
Ｖ

-
1-

1
-8
 
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
火
災
防
護
に
関
す
る
説

明
書
」
及
び
「
Ｖ
-1
-1
-9
 
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
溢
水

防
護
に
関
す
る
説
明
書
」
の
設
計
方
針
に
よ
る
。
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6
 

（
材
料
及
び
構
造
）
 

技
術
基
準
規
則
【
第
55
条
】
 

5
号
機
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
【
電
源
設
備
】
 

第
五
十
五
条
 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
属
す
る
容
器
，
管
，
ポ
ン
プ
若
し
く
は
弁
又
は
こ
れ
ら
の
支
持
構
造
物
の
材

料
及
び
構
造
は
，
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
七
号
の
規
定
に
つ
い
て
は
，
使
用
前
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
 

【
解
釈
】
 

1 
第
4号

か
ら
第
6
号
ま
で
の
構
造
強
度
は
，
原
子
炉
等
規
制
法
第
4
3条

の
3

の
14
に
基
づ
き
維
持
段
階
に
も
適
用
さ
れ
る
。
 

－
 

一
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

1機
器
及
び
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
1支

持
構
造
物
に
使
用
す
る
材
料
は
，
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
こ
と
。
 

イ
 
重
大
事
故
ク
ラ
ス
等

1機
器
又
は
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
1支

持
構
造
物
が
，
そ
の
使
用
さ
れ
る
圧
力
，
温
度
，

荷
重
そ
の
他
の
使
用
条
件
に
対
し
て
適
切
な
機
械
的
強
度
及
び
化
学
的
成
分
を
有
す
る
こ
と
。
 

ロ
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

1機
器
に
使
用
す
る
材
料
に
あ
っ
て
は
，
当
該
機
器
の
最
低
使
用
温
度
に
対
し
て
適
切
な

破
壊
じ
ん
性
を
有
す
る
こ
と
を
機
械
試
験
そ
の
他
の
評
価
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

ハ
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

1機
器
に
属
す
る
鋳
造
品
に
あ
っ
て
は
，
有
害
な
欠
陥
が
な
い
こ
と
を
非
破
壊
試
験
に
よ

り
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

2 
第
1号

ロ
及
び
第

2号
ロ
に
規
定
す
る
材
料
に
あ
っ
て
は
，
本
規
程
第
1
7

条
3を

準
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

－
 

（
該
当
設
備
で
は
な
い
）
 

二
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

2機
器
及
び
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
2支

持
構
造
物
に
使
用
す
る
材
料
は
，
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
，
次
に
掲
げ
る
性
能
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

イ
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

2機
器
又
は
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
2支

持
構
造
物
が
，
そ
の
使
用
さ
れ
る
圧
力
，
温
度
，

荷
重
そ
の
他
の
使
用
条
件
に
対
し
て
適
切
な
機
械
的
強
度
及
び
化
学
的
成
分
を
有
す
る
こ
と
。
 

ロ
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

2機
器
に
使
用
す
る
材
料
に
あ
っ
て
は
，
当
該
機
器
の
最
低
使
用
温
度
に
対
し
て
適
切
な

破
壊
じ
ん
性
を
有
す
る
こ
と
を
機
械
試
験
そ
の
他
の
評
価
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

ハ
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

2機
器
に
属
す
る
鋳
造
品
に
あ
っ
て
は
，
有
害
な
欠
陥
が
な
い
こ
と
を
非
破
壊
試
験
に
よ

り
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

3 
第
2号

に
規
定
す
る
「
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
場
合
」
に
は
，
当
該

機
器
及
び
支
持
構
造
物
が
そ
の
設
計
上
要
求
さ
れ
る
強
度
を
確
保
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
。
 

－
 

（
該
当
設
備
で
は
な
い
）
 

三
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

3機
器
（
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
3容

器
，
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

3管
，
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
3

ポ
ン
プ
又
は
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

3弁
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
使
用
す
る
材
料
は
，
当
該
機
器
が
使
用
さ
れ
る

圧
力
，
温
度
，
荷
重
そ
の
他
の
使
用
条
件
に
対
し
て
適
切
な
機
械
的
強
度
及
び
化
学
的
成
分
を
有
す
る
こ
と
。
 

4 
第
3号

に
規
定
す
る
「
適
切
な
機
械
的
強
度
及
び
化
学
的
成
分
を
有
す
る

こ
と
」
と
は
，
例
え
ば
，
日
本
工
業
規
格
等
の
適
切
な
規
格
及
び
基
準
に

適
合
す
る
材
料
と
す
る
。
完
成
品
と
し
て
一
般
産
業
品
の
規
格
基
準
へ
適

合
し
て
い
る
場
合
（
消
防
法
に
基
づ
く
技
術
上
の
規
格
を
満
た
す
消
防
車

等
）
に
は
，
第
3号

の
規
定
を
満
た
す
も
の
と
解
釈
す
る
。
 

－
 

（
該
当
設
備
で
は
な
い
）
 

四
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

1機
器
及
び
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
1支

持
構
造
物
の
構
造
及
び
強
度
は
，
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
こ
と
。
 

イ
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

1機
器
に
あ
っ
て
は
，
設
計
上
定
め
る
条
件
に
お
い
て
，
全
体
的
な
変
形
を
弾
性
域
に
抑

え
る
こ
と
。
 

ロ
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

1機
器
に
属
す
る
伸
縮
継
手
に
あ
っ
て
は
，
設
計
上
定
め
る
条
件
で
応
力
が
繰
り
返
し
加

わ
る
場
合
に
お
い
て
，
疲
労
破
壊
が
生
じ
な
い
こ
と
。
 

ハ
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

1管
（
伸
縮
継
手
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
，
設
計
上
定
め
る
条
件
に
お
い
て
，
疲
労
破

壊
が
生
じ
な
い
こ
と
。
 

ニ
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

1容
器
及
び
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
1管

に
あ
っ
て
は
，
設
計
上
定
め
る
条
件
に
お
い
て
，

座
屈
が
生
じ
な
い
こ
と
。
 

ホ
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

1支
持
構
造
物
で
あ
っ
て
，
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

1機
器
に
溶
接
に
よ
り
取
り
付
け
ら

れ
，
そ
の
損
壊
に
よ
り
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
1機

器
に
損
壊
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
，

設
計
上
定
め
る
条
件
に
お
い
て
，
延
性
破
断
及
び
座
屈
が
生
じ
な
い
こ
と
。
 

－
 

 

－
 

（
該
当
設
備
で
は
な
い
）
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7
 

五
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

2機
器
及
び
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
2支

持
構
造
物
の
構
造
及
び
強
度
は
，
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
，
次
に
掲
げ
る
性
能
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

イ
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

2機
器
に
あ
っ
て
は
，
設
計
上
定
め
る
条
件
に
お
い
て
，
全
体
的
な
変
形
を
弾
性
域
に
抑

え
る
こ
と
。
 

ロ
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

2機
器
に
属
す
る
伸
縮
継
手
に
あ
っ
て
は
，
設
計
上
定
め
る
条
件
で
応
力
が
繰
り
返
し
加

わ
る
場
合
に
お
い
て
，
疲
労
破
壊
が
生
じ
な
い
こ
と
。
 

ハ
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

2管
（
伸
縮
継
手
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
，
設
計
上
定
め
る
条
件
に
お
い
て
，
疲
労
破

壊
が
生
じ
な
い
こ
と
。
 

ニ
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

2容
器
及
び
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
2管

に
あ
っ
て
は
，
設
計
上
定
め
る
条
件
に
お
い
て
，

座
屈
が
生
じ
な
い
こ
と
。
 

ホ
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

2支
持
構
造
物
で
あ
っ
て
，
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

2機
器
に
溶
接
に
よ
り
取
り
付
け
ら

れ
，
そ
の
損
壊
に
よ
り
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
2機

器
に
損
壊
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
，

設
計
上
定
め
る
条
件
に
お
い
て
，
延
性
破
断
及
び
座
屈
が
生
じ
な
い
こ
と
。
 

5 
第
5号

に
規
定
す
る
「
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
場
合
」
に
は
，
当
該

機
器
及
び
支
持
構
造
物
が
そ
の
設
計
上
要
求
さ
れ
る
強
度
を
確
保
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
。
 

－
 

（
該
当
設
備
で
は
な
い
）
 

六
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

3機
器
の
構
造
及
び
強
度
は
，
設
計
上
定
め
る
条
件
に
お
い
て
，
全
体
的
な
変
形
を
弾
性
域

に
抑
え
る
こ
と
。
 

6 
第
4号

イ
，
第
5
号
イ
及
び
第
6
号
に
規
定
す
る
「
全
体
的
な
変
形
を
弾
性

域
に
抑
え
る
こ
と
」
と
は
，
本
規
程
第
1
7条

6を
準
用
す
る
も
の
を
い

う
。
 

 
 
た
だ
し
，
第
6
号
の
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
3機

器
に
あ
っ
て
は
，
完
成
品

と
し
て
一
般
産
業
品
の
規
格
及
び
基
準
へ
適
合
し
て
い
る
場
合
（
消
防
法

に
基
づ
く
技
術
上
の
規
格
を
満
た
す
消
防
車
等
）
に
は
，
第
六
号
の
規
定

を
満
た
す
も
の
と
解
釈
す
る
。

 

－
 

（
該
当
設
備
で
は
な
い
）
 

七
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

1容
器
，
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
1管

，
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
2容

器
及
び
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

2管
の
う
ち
主
要
な
耐
圧
部
の
溶
接
部
（
溶
接
金
属
部
及
び
熱
影
響
部
を
い
う
。
）
は
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

こ
と
。
た
だ
し
，
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
2容

器
及
び
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
2管

に
あ
っ
て
は
，
次
に
掲
げ
る
性
能
と

同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

イ
 
不
連
続
で
特
異
な
形
状
で
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

ロ
 
溶
接
に
よ
る
割
れ
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
，
か
つ
，
健
全
な
溶
接
部
の
確
保
に
有
害
な
溶
込
み
不
良
そ
の

他
の
欠
陥
が
な
い
こ
と
を
非
破
壊
試
験
に
よ
り
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

ハ
 
適
切
な
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

ニ
 
機
械
試
験
そ
の
他
の
評
価
方
法
に
よ
り
適
切
な
溶
接
施
工
法
，
溶
接
設
備
及
び
技
能
を
有
す
る
溶
接
土
で
あ

る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
た
も
の
に
よ
り
溶
接
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

7 
第
1号

及
び
第
2
号
第
4号

及
び
第
5号

の
規
定
に
適
合
す
る
材
料
及
び
構

造
と
は
，
本
規
程
第

17
条
10
を
準
用
す
る
も
の
を
い
う
。
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
，
第
1号

及
び
第
4
号
の
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て

「
ク
ラ
ス
2」

と
あ
る
の
は
「
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
1」

と
，
第
2号

及
び

第
5号

の
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
「
ク
ラ
ス
2」

と
あ
る
の
は
「
重
大
事

故
等
ク
ラ
ス
2」

と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
し
，
「
材
料
規
格

20
12
」
の
許
容
引
張
応
力
（
S値

）
は
，
「
設
計
・
建
設
規
格
2
0
0
5

（
20

07
）
」
付
録
材
料
図
表
の
値
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

（
「
材
料
規
格
20
12
技
術
評
価
書
」
）
 

8 
第
7号

に
規
定
す
る
「
主
要
な
耐
圧
部
の
溶
接
部
」
と
は
，
本
規
程
第
1
7

条
15
を
準
用
す
る
も
の
を
い
う
。
 

9 
第
7号

イ
に
規
定
す
る
「
不
連
続
で
特
異
な
形
状
で
な
い
も
の
」
と
は
，

本
規
程
第
17
条
16
を
準
用
す
る
も
の
を
い
う
。
 

10
 
第
7号

ロ
に
規
定
す
る
「
溶
接
に
よ
る
割
れ
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な

く
」
と
は
，
本
規
程
第
17
条
17
を
準
用
す
る
も
の
を
い
う
。
 

11
 
第
7号

ロ
に
規
定
す
る
「
非
破
壊
試
験
」
と
は
，
本
規
程
第
1
7条

1
8を

準
用
す
る
も
の
を
い
う
。
 

12
 
第
7号

ハ
に
規
定
す
る
「
適
切
な
強
度
を
有
す
る
」
と
は
，
本
規
程
第

17
条
19
を
準
用
す
る
も
の
を
い
う
。
 

－
 

（
該
当
設
備
で
は
な
い
）
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8
 

13
 
第
7号

の
規
定
に
適
合
す
る
溶
接
部
と
は
，
本
規
程
第
17
条
2
0を

準
用

す
る
も
の
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
1
容
器

及
び
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

1管
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
「
ク
ラ
ス
2
」
は

「
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
1」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
，
重
大

事
故
等
ク
ラ
ス
2容

器
及
び
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
2
管
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
「
ク
ラ
ス
2」

は
「
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
2」

と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。
 

 

（
使
用
中
の
亀
裂
等
に
よ
る
破
壊
の
防
止
）
 

技
術
基
準
規
則
【
第
56
条
】
 

5号
機
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
【
電
源
設
備
】
 

第
五
十
六
条
 
使
用
中
の
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
1機

器
，
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
1支

持
構
造
物
，
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
2機

器
及
び
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
2支

持
構
造
物
に
は
，
そ
の
破
壊
を
引
き
起
こ
す
亀
裂
そ
の
他
の
欠
陥
が
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。
 

【
解
釈
】
 

1 
第
56
条
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
，
第
1
8条

の
解
釈
に
準
ず
る
も
の
と
す

る
。
 

－
 

（
該
当
設
備
で
は
な
い
）
 

 

（
耐
圧
試
験
等
）
 

技
術
基
準
規
則
【
第
58
条
】
 

5号
機
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
【
電
源
設
備
】
 

第
五
十
八
条
 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
1機

器
，
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
2機

器
及
び
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

3機
器
に
属
す
る
機

器
は
，
当
該
機
器
の
使
用
時
に
お
け
る
圧
力
で
耐
圧
試
験
を
行
っ
た
と
き
，
こ
れ
に
耐
え
，
か
つ
，
著
し

い
漏
え
い
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
圧
力
に
耐
え
，
か

つ
，
圧
力
を
加
え
た
場
合
に
著
し
い
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
る
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

【
解
釈
】
 

1 
第
58
条
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
，
第
2
1条

の
解
釈
に
準
ず
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
，
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
3
機
器
に
係
る
耐
圧
試
験
に
あ
っ
て

は
，
完
成
品
と
し
て
一
般
産
業
品
の
規
格
及
び
基
準
へ
適
合
し
て
い
る
場

合
（
消
防
法
に
基
づ
く
技
術
上
の
規
格
を
満
た
す
消
防
車
等
）
に
は
，
第

1項
の
規
定
を
満
た
す
も
の
と
解
釈
す
る
。
 

－
 

（
該
当
設
備
で
は
な
い
）
 

2 
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス

1機
器
，
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
2機

器
及
び
重
大
事
故
等
ク
ラ
ス
3機

器
に
属
す
る
機
器
は
，
当

該
機
器
の
使
用
時
に
お
け
る
圧
力
で
漏
え
い
試
験
を
行
っ
た
と
き
，
著
し
い
漏
え
い
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
，
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
圧
力
を
加
え
た
場
合
に
著
し
い
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
る
場
合

は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

2 
第
1項

及
び
第
2
項
に
規
定
す
る
「
他
の
方
法
」
と
は
，
機
器
の
使
用
時

に
お
け
る
圧
力
で
試
験
を
行
う
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
，
評

価
等
の
方
法
を
用
い
て
実
施
す
る
場
合
を
い
う
。
 

－
 

（
該
当
設
備
で
は
な
い
）
 

 

（
準
用
）
 

技
術
基
準
規
則
【
第

78
条
】
 

5号
機
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
【
電
源
設
備
】
 

第
七
十
八
条
 
発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
，

重
大
事
故
等
対
処
施
設
に
施
設
す
る
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
に
つ
い
て
，
同
令
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま

で
の
規
定
は
，
重
大
事
故
等
対
処
施
設
に
施
設
す
る
内
燃
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

【
解
釈
】
 

－
 

－
 

（
該
当
設
備
で
は
な
い
）
 

2 
原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
第
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
，
第
十
九

条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
及
び
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
，
重
大
事
故
等
対
処
施
設
に
施
設
す
る

電
気
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

－
 

「
Ｖ

-1
-9
-1
-1
 
非
常
用
発
電
装
置
の
出
力
の
決
定
に
関

す
る
説
明
書
」
の
設
計
方
針
に
よ
る
。
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9 

 

緊急時対策所の機能に係る可搬型重大事故等対処設備の概略構成図 

 

№ 可搬・常設範囲 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 3 

（凡例） 

：可搬設備 
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1
0 

№
 

可
搬
・
常
設
範
囲
 

2 

 
  

 

（
凡
例
）

 

：
可
搬
設
備
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資料 No.5 

 

 

 

 

 

 

技術的能力の各手順における第一ガスタービン発電機からの給電を 

期待する負荷の整理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198



 

 

目  次 

 

1. 概要 ··········································································   1 

 

 

199



 

1 

1. 概要 

  技術的能力の各手順における第一ガスタービン発電機からの給電を期待する負荷について整理

した結果を次頁に示す。 
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2 

技
術

的
 

能
力

 

審
査

基
準

 

対
応

手
段

 
対

応
し

て
起

動
す

る
常

設
代

替
交

流
電

源
の

負
荷

 
負

荷
容

量
 

（
k
W）

 

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
 

（
取

水
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

）
時

 

の
考

慮
の

有
無

 

1
.
1
 

－
 

－
 

－
 

－
 

1
.
2
 

高
圧

代
替

注
水

系
の

中
央

制
御

室
か

ら
の

操
作

に
よ

る
発

電
用

原
子

炉
の

冷
却

 
A
M
用

直
流

12
5
V
充

電
器

（
高

圧
代

替
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荷
 

 

 
 

：
第

一
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機
の

出
力

の
決

定
に

考
慮

し
な
い

負
荷

（
短

時
間

負
荷

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

上
記
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う
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入
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壊
熱
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水
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が
喪

失
し

た
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合
）

で
は

起
動
を

想
定

し
て

い
な

い
負

荷
で
あ

る
が

，「
ほ
う

酸
水
注

入
系
ポ

ン
プ

」
の

起
動

を
仮

定
し
た

場
合

の
負

荷
と

し
て

評
価
を

行
う

。
 

そ
の

合
計

容
量
は

1
6
99
k
W
と
な

り
，
第

一
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機
の

定
格

容
量

36
0
0
kW

に
対
し

十
分
な

余
裕

を
確

保
で

き
る

設
計
と

な
っ

て
い

る
。
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高エネルギーアーク損傷（HEAF）対策に係る電気盤の設計について 
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1 

1. 概要 

重要安全施設（「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規

則の解釈」第 2 条第 2 項第 9 号に規定する重要安全施設をいう。以下同じ。）への電力供給に係

る電気盤及び当該電気盤に影響を与えるおそれのある電気盤（安全施設（重要安全施設を除く。）

への電力供給に係るものに限る。）について，技術基準規則に基づき，遮断器の遮断時間の適切な

設定及び非常用ディーゼル発電機（以下「D/G」という。）の停止等により，高エネルギーのアー

ク放電によるこれらの電気盤の損壊の拡大を防止することができる設計としている。 

本資料では，重要安全施設への電力供給に係る電気盤及び当該電気盤に影響を与えるおそれの

ある電気盤を整理し，試験体電気盤に対する電気盤設計の妥当性及び遮断時間の適切な設計によ

り，高エネルギーのアーク放電によるこれらの電気盤の損壊の拡大を防止することができること

を補足説明するものである。 
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2 

2. 基本方針 

重要安全施設への電力供給に係る電気盤及び当該電気盤に影響を与えるおそれのある電気盤

について，アーク火災による電気盤の損壊の拡大を防止することができるよう，高エネルギーア

ーク損傷（HEAF）に係る電気盤の設計に関する審査ガイド（以下「審査ガイド」という。）に基づ

き，上流の遮断器によりアーク放電を遮断することとし，遮断器の遮断時間を適切に設定する。 

設定した遮断時間と短絡電流等により求められるアークエネルギーが，試験により求められた

しきい値を超えないことを評価することにより，HEAF 対策が適切に実施されていることを説明

する。 
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3 

3. 技術基準規則への適合が必要な電気盤 

HEAF 対策が必要な電気盤は，技術基準規則第 45 条の解釈第 4 項にて「重要安全施設への電力

供給に係る電気盤及び当該電気盤に影響を与えるおそれのある電気盤」と定められている。 

重要安全施設は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する

規則」第 12 条第 6 項に記載され，解釈第 11 項において重要度分類 MS-1 に分類される構築物等

が対象と定義されている。 

上記を基に，以下のフローにて HEAF対策が必要な電気盤を整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 HEAF対策が必要な電気盤フロー図 

 

①： 

②： 
③：重要安全施設(MS-1)への 

電力供給に係る電気盤の周囲 2.5m 以内に 

設置されている電気盤か※2 
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4 

表
3-
1 
H
EA
F
対
策
が

必
要
な
電

気
盤
フ

ロ
ー

結
果

 

【
凡
例

】
○
：

対
象

 
×

：
対
象

外
 

柏
崎
刈

羽
原
子

力
発

電
所

第
6
号

機
 
電

気
盤

 

①
：
常

時
接
続

さ
れ
る

電
気
盤

か
*1
 

②
：
重

要
安
全

施
設

 

（
MS
-1

）
へ
の

電
力
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。
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5 

表 3-2 HEAF対策が必要な電気盤の抽出結果(1/5) 

アーク放電箇所 
アーク放電を遮断するために 

開放する遮断器 
機器 

名称 
遮断器名称 

M/C 

M/C6C-1B 

（M/C6SA-1―M/C6C母線連絡（M/C6C 側）） 
M/C6SA-1-4A 

M/C6C-2B 

（M/C6SB-2―M/C6C,6D,6E母線連絡（M/C6C側）） 
M/C6SB-2-5B 

M/C6D-1B 

（M/C6SB-2―M/C6C,6D,6E母線連絡（M/C6D側）） 
M/C6SB-2-5B 

M/C6D-2B 

（M/C6SA-2―M/C6D,6E母線連絡（M/C6D側）） 
M/C6SA-2-5B 

M/C6E-1B 

（M/C6SA-2―M/C6D,6E母線連絡（M/C6E側）） 
M/C6SA-2-5B 

M/C6E-2B 

（M/C6SB-2―M/C6C,6D,6E母線連絡（M/C6E側）） 
M/C6SB-2-5B 

M/C6C母線に接続される遮断器 

（M/C6C-1B,2B,3B を除く） 

M/C6C-1B 

M/C6C-2B 

M/C6D母線に接続される遮断器 

（M/C6D-1B,2B,3B を除く） 

M/C6D-1B 

M/C6D-2B 

M/C6E母線に接続される遮断器 

（M/C6E-1B,2B,3B を除く） 

M/C6E-1B 

M/C6E-2B 
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6 

表 3-2 HEAF対策が必要な電気盤の抽出結果(2/5) 

アーク放電箇所 
アーク放電を遮断するために 

開放する遮断器 
機器 

名称 
遮断器名称 

P/C 

P/C6C-1-2A 

（P/C6C-1受電遮断器（動力変圧器二次側）） 
M/C6C-4A 

P/C6C-1 母線に接続される遮断器 

（P/C6C-1-2A を除く） 
P/C6C-1-2A 

P/C6C-2-2A 

（P/C6C-2受電遮断器（動力変圧器二次側）） 
M/C6C-4B 

P/C6C-2 母線に接続される遮断器 

（P/C6C-2-2A を除く） 
P/C6C-2-2A 

P/C6D-1-2A 

（P/C6D-1受電遮断器（動力変圧器二次側）） 
M/C6D-4A 

P/C6D-1 母線に接続される遮断器 

（P/C6D-1-2A を除く） 
P/C6D-1-2A 

P/C6D-2-2A 

（P/C6D-2受電遮断器（動力変圧器二次側）） 
M/C6D-4B 

P/C6D-2 母線に接続される遮断器 

（P/C6D-2-2A を除く） 
P/C6D-2-2A 

P/C6E-1-2A 

（P/C6E-1受電遮断器（動力変圧器二次側）） 
M/C6E-4A 

P/C6E-1 母線に接続される遮断器 

（P/C6E-1-2A を除く） 
P/C6E-1-2A 

P/C6E-2-2A 

（P/C6E-2受電遮断器（動力変圧器二次側）） 
M/C6E-4B 

P/C6E-2 母線に接続される遮断器 

（P/C6E-2-2A を除く） 
P/C6E-2-2A 
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表 3-2 HEAF対策が必要な電気盤の抽出結果(3/5) 

アーク放電箇所 
アーク放電を遮断するために 

開放する遮断器 
機器 

名称 
遮断器名称 

MCC 

MCC6C-1-1母線に接続される遮断器 

（P/C6C-1-3B を除く） 
P/C6C-1-3B 

MCC6C-1-2母線に接続される遮断器 

（P/C6C-1-4A を除く） 
P/C6C-1-4A 

MCC6C-1-3母線に接続される遮断器 

（P/C6C-1-4B を除く） 
P/C6C-1-4B 

MCC6C-1-4母線に接続される遮断器 

（P/C6C-1-5A を除く） 
P/C6C-1-5A 

MCC6C-1-5母線に接続される遮断器 

（P/C6C-1-5B を除く） 
P/C6C-1-5B 

MCC6C-1-7母線に接続される遮断器 

（P/C6C-1-6A を除く） 
P/C6C-1-6A 

MCC6C-1-8母線に接続される遮断器 

（P/C6C-1-6B を除く） 
P/C6C-1-6B 

MCC6C-2-1母線に接続される遮断器 

（P/C6C-2-3A を除く） 
P/C6C-2-3A 

MCC6D-1-1母線に接続される遮断器 

（P/C6D-1-3B を除く） 
P/C6D-1-3B 

MCC6D-1-2母線に接続される遮断器 

（P/C6D-1-4A を除く） 
P/C6D-1-4A 

MCC6D-1-3母線に接続される遮断器 

（P/C6D-1-4B を除く） 
P/C6D-1-4B 

MCC6D-1-4母線に接続される遮断器 

（P/C6D-1-5A を除く） 
P/C6D-1-5A 

MCC6D-1-5母線に接続される遮断器 

（P/C6D-1-5B を除く） 
P/C6D-1-5B 

MCC6D-1-7母線に接続される遮断器 

（P/C6D-1-6A を除く） 
P/C6D-1-6A 

MCC6D-1-8母線に接続される遮断器 

（P/C6D-1-6B を除く） 
P/C6D-1-6B 

MCC6D-2-1母線に接続される遮断器 

（P/C6D-2-3A を除く） 
P/C6D-2-3A 
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表 3-2 HEAF対策が必要な電気盤の抽出結果(4/5) 

アーク放電箇所 
アーク放電を遮断するために 

開放する遮断器 
機器 

名称 
遮断器名称 

MCC 

MCC6E-1-1母線に接続される遮断器 

（P/C6E-1-3B を除く） 
P/C6E-1-3B 

MCC6E-1-2母線に接続される遮断器 

（P/C6E-1-4A を除く） 
P/C6E-1-4A 

MCC6E-1-3母線に接続される遮断器 

（P/C6E-1-4B を除く） 
P/C6E-1-4B 

MCC6E-1-4母線に接続される遮断器 

（P/C6E-1-4C を除く） 
P/C6E-1-4C 

MCC6E-2-1母線に接続される遮断器 

（P/C6E-2-3A を除く） 
P/C6E-2-3A 
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表 3-2 HEAF対策が必要な電気盤の抽出結果(5/5) 

（D/Gからの給電時） 

 

アーク放電箇所 
アーク放電を遮断するための 

措置 
機器 

名称 
遮断器名称 

M/C 

（D/G） 

M/C6C-3B 

（D/G6A 受電遮断器） 
D/G6A停止 

M/C6C母線に接続される遮断器 

（M/C6C-3Bを除く） 
M/C6C-3B 開放 

M/C6D-3B 

（D/G6B 受電遮断器） 
D/G6B停止 

M/C6D母線に接続される遮断器 

（M/C6D-3Bを除く） 
M/C6D-3B 開放 

M/C6E-3B 

（D/G6C 受電遮断器） 
D/G6C停止 

M/C6E母線に接続される遮断器 

（M/C6E-3Bを除く） 
M/C6E-3B 開放 
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4. アーク放電を発生させる試験 

メタルクラッド開閉装置（以下「M/C」という。），パワーセンタ（以下「P/C」という。），モー

タコントロールセンタ（以下「MCC」という。）及びメタルクラッドスイッチギアのうち D/Gに接

続される電気盤（以下「M/C(D/G)」という。）において，アーク放電が発生した際にアーク火災が

発生するアークエネルギーのしきい値を求めることを目的とし，アーク放電を発生させる試験

（以下「HEAF 試験」という。）を実施した。 

 

4.1 電気盤の選定 

（審査ガイド抜粋【2.1 電気盤の選定】） 

実用発電用原子炉施設内の電気は，原子炉運転中においては主発電機からの電力の一部が変圧器

によって降圧された後，高圧電源盤及び低圧電源盤を介してモータ等に供給されている。HEAF試験

に用いられる電気盤は，実際に所内で使用されているものと同等の高圧電源盤及び低圧電源盤が選

定されていることを確認する。 

アーク火災は，添付資料 1に示すメカニズムにより発生することから，アーク火災発生の有

無は，①非密閉性の程度，②高温ガスの滞留場所，③可燃物及び④アークエネルギーによるも

のと考えられる。試験に用いられる電気盤については，これら４つのパラメータを踏まえて，

実際に所内で使用されているもの（以下「実機」という。）と同等の高圧電気盤及び低圧電気盤

を選定した。 

なお，M/C(D/G)試験と M/C(D/G)以外の試験で用いられる電気盤（以下，「M/C試験」という。）

は，JEM-1425及び JEC-2300に基づき製造された同等の高圧電気盤である。 
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表 4-1 試験で用いた電気盤のスペック一覧表（1/4） 

種

類 
電気盤 試験で用いた電気盤のスペック 電気盤の概況 

M/C 試験体① 遮断方式 VCB（真空遮断器）  

系統 定格電圧：7.2kV 

定格周波数：50Hz 

定格短時間耐電流：40kA/2 秒 

概略寸法 高さ 2700mm（含上部ダクト 400mm）× 

幅 1000mm×奥行き 2600mm 

試験体② 遮断方式 VCB（真空遮断器）  

系統 定格電圧：7.2kV 

定格周波数：50Hz 

定格短時間耐電流：63kA/2 秒 

概略寸法 高さ 2600mm（含上部ダクト 300mm）× 

幅 1000mm×奥行き 2500mm 
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表 4-1 試験で用いた電気盤のスペック一覧表（2/4） 

種

類 
電気盤 試験で用いた電気盤のスペック 電気盤の概況 

P/C 試験体③ 遮断方式 ACB（気中遮断器）  

系統 定格使用電圧：AC480V 

定格周波数：50Hz 

定格短時間耐電流：50kA/1 秒 

概略寸法 高さ 2600mm（含制御ダクト 300mm）× 

幅 650mm×奥行き 1800mm 

試験体④ 遮断方式 ACB（気中遮断器）  

系統 定格使用電圧：AC480V 

定格周波数：50Hz 

定格短時間耐電流：50kA/0.5 秒 

概略寸法 【受電盤】高さ 2300mm×幅 800mm× 

奥行き 2000mm 

【フィーダ盤】高さ 2300mm×幅 600mm× 

奥行き 2000mm 

試験体⑤ 遮断方式 ACB（気中遮断器）  

系統 定格使用電圧：AC420V 

定格周波数：50Hz  

定格短時間耐電流：40kA/1 秒 

概略寸法 【受電盤】高さ 2300mm×幅 800mm× 

奥行き 2200mm 

【フィーダ盤】高さ 2300mm×幅 700mm× 

奥行き 2200mm 

 

  

217



 

15 

表 4-1 試験で用いた電気盤のスペック一覧表（3/4） 

種

類 
電気盤 試験で用いた電気盤のスペック 電気盤の概況 

MCC 試験体⑥ 遮断方式 MCCB（配線用遮断器） 

 

系統 定格使用電圧：AC460V 

定格周波数：50Hz 

定格遮断電流：50kA 

概略寸法 高さ 2300mm×幅 600mm×奥行き 600mm 
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表 4-1 試験で用いた電気盤のスペック一覧表（4/4） 

種 

類 
電気盤 試験で用いた電気盤のスペック 電気盤の概況 

M/C 

(D/G) 

試験体⑦ 遮断方式 VCB（真空遮断器） 

 

系統 定格使用電圧：7.2kV 

定格周波数：50Hz 

定格短時間耐電流：40kA/1 秒 

概略寸法 高さ 2300mm×幅 1000mm×奥行き 2500mm 

（天井に換気口あり） 
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4.1.1 同等性に影響を与えるおそれのあるパラメータについて 

①非密閉性の程度，②高温ガスの滞留場所，③可燃物及び④アークエネルギーの４つの

パラメータについて，電気盤選定の同等性に影響を与えるおそれのあるパラメータを整理

すると以下のとおりである。よって，②高温ガスの滞留場所及び③可燃物に対する電気盤

選定の同等性について検証する。 

なお，同等性の検証にあたっては，柏崎刈羽原子力発電所第 6号機に設置されているメ

ーカ製の電気盤のうち，「5.3 アーク火災が発生しないアークエネルギーのしきい値に係

る評価」にて設定したしきい値以上のアークエネルギーで，アーク火災が発生しなかった

試験体（M/C:試験体②，P/C:試験体④及び MCC:試験体⑥）を代表として比較・評価を行う。 

また，P/C について，6 号機と 7 号機で同等性を有する試験体が異なるが，表 4-2 のう

ち③以外については，試験体が異なることによる同等性の比較・評価に 7号機からの変更

点はない。 

 

表 4-2 同等性に影響を与えるおそれのあるパラメータの整理 

主要パラメータ 影響の有無 電気盤選定の同等性に関する考察 

① 非密閉性の程度 無 

HEAF 試験の結果や，添付資料 1 のとおり，電気盤は密

閉構造ではなく開口部を有する構造であることから，

電気盤選定の同等性に影響を与えるおそれはない。 

なお，M/C（D/G）試験に用いる電気盤は，先行 M/C 試験

で用いた電気盤と同様の構造であることから密閉構造

ではなく開口部を有する。したがって，M/C（D/G）試験

と先行 M/C 試験では，ピーク圧力に違いはあるものの

同様の波形形状を示しており開口部から高温ガスが電

気盤外に抜けている。このことより先行 M/C 試験と同

様であり電気盤選定の同等性に影響を与えるおそれは

ない。 

試験結果を比較するとピーク圧力に差がみられるこ   

とについては，M/C（D/G）試験の方が電流値の試験条件

が小さくアークパワーに差があるためである。詳細は，

添付資料 1 参照。 

・M/C（D/G）試験：ピーク圧力 2.98kPa 

・先行 M/C 試験：ピーク圧力 62.5kPa 

更に，規格類（JEM-1425 等）に基づき，遮断器，母線

及びケーブルをそれぞれ区分したコンパートメントに

収納する構造となっている。また，JEM-1425 には換気

に対する規定もありコンパートメント構造というもの

の開口部があってもいいとされていることから，換気

のための開口や隙間は存在する。 
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主要パラメータ 影響の有無 電気盤選定の同等性に関する考察 

② 高温ガスの滞留場所 有 

HEAF 試験の結果や，添付資料 1 のとおり，盤の構造等

により電気盤選定の同等性に影響を与える恐れがあ

る。 

また，アーク放電の発生方法については，審査ガイド

2.5 章に沿って，遮断器の受電側及び配電側で銅線を

ワイヤリングすることによって HEAF 試験を実施して

いる。 

なお，M/C（D/G）試験に用いた電気盤は，先行 M/C 試

験で用いた電気盤と同様の構造である。 

③ 可燃物 有 

HEAF 試験の結果や，添付資料 1 のとおり，高温ガスの

滞留場所の可燃物が主要な燃焼物となっていることか

ら，可燃物の種類の差異により電気盤選定の同等性に

影響を与えるおそれがある。 

なお，M/C（D/G）試験に用いた電気盤は，先行 M/C 試験

で用いた電気盤と同様の構造である 。 

④アークエネルギー 無 

アークエネルギーについては，審査ガイド 2.6 章に沿

って，アーク放電の継続時間を段階的に変化させて

HEAF 試験を実施しているものである。このパラメータ

は，同等性を有する電気盤に対する試験条件であるこ

とから，電気盤選定の同等性に影響をあたえるおそれ

はない。 
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②高温ガスの滞留場所に対する同等性 

高温ガスの滞留場所は，電気盤の構造及び盤サイズに左右される。盤サイズについて

は，定格電圧が決まれば，概略の盤サイズが決定されることを踏まえ，実機と同等の盤

構造及び定格電圧の電気盤を試験体として選定した。 

 

a. M/C 

実機の盤については，JEM-1425（日本電機工業会規格 金属閉鎖形スイッチギヤ及

びコントロールギヤ）に基づき製造されており，盤構造は「分類」のうちメタルクラ

ッド形スイッチギヤ（遮断器，母線及びケーブルをそれぞれ区分したコンパートメン

トに収納する構造）を採用している。また，定格電圧は，「定格」のうち 7.2kVを採用

している。更に，「設計及び構造」の要求事項を満足するような構造となるように設計

している。（表 4-3参照） 

また，実機の遮断器については，JEC-2300（電気学会 電気規格調査会標準規格 交

流遮断器）に基づき製造されており，定格電圧は「定格」のうち 7.2kVを採用し，「一

般構造」の要求事項を満足する設計としている。（表 4-4 参照） 

このため，試験体についても JEM-1425及び JEC-2300に基づき製造され，盤構造が

メタルクラッド型スイッチギヤとなっており，定格電圧が 7.2kVの電気盤を採用した。 

表 4-12 に示すとおり，実機及び試験体の盤構造は，遮断器，母線及びケーブルを

それぞれ区分したコンパートメントに収納する構造となっており，盤サイズも同等と

なっている。 

なお，M/C(D/G)試験の試験体についても前述と同様に JEM-1425及び JEC-2300に基

づき，製造されたものであることから同等である。 

また，コンパートメントに収納する構造であることから，隣接した盤からのアーク

放電の影響を受けにくい構造となっている。 
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表 4-3 JEM-1425における実機及び試験体の電気盤との比較・評価 

JEM-1425の主要な項目 比較・評価 

4. 分類 ・メタルクラッド形スイッチギヤ 

・コンパートメント形スイッチギヤ 

・キュービクル形スイッチギヤ 

実機及び試験体の電気盤ともに，メ

タルクラッド形スイッチギヤを使

用している 

6. 定格 定格電圧 

3.6kV,7.2kV,12kV,17.5kV,24kV,36kV 

実機及び試験体の電気盤ともに，

7.2kVの定格電圧である 

7.  設計及

び構造 

スイッチギヤは，通常運転，保守点検作業

及び主回路の無電圧確認が安全にできる

ように設計しなければならない。（以下

略） 

実機及び試験体の電気盤ともに，本

要求に基づき設計されている 

 

表 4-4 JEC-2300における実機及び試験体の電気盤との比較・評価 

JEC-2300の主要な項目 比較・評価 

4. 定格 4.2 定格電圧 3.6kV，7.2kV，12kV，24kV，

36kV，72kV，84kV，120kV・・・・ 

実機及び試験体の電気盤ともに，

7.2kVの定格電圧である 

5. 動作責 

務と構造 

5.5 一般構造 5.5.1 遮断器の構造

は，電気的及び機械的に十分な耐久性を

有し，操作は円滑確実で衝撃が少なく，保

守点検は，安全かつ容易にできるよう，製

作されなければならない。（以下略） 

実機及び試験体の電気盤ともに，本

要求に基づき設計された構造とな

っている 

 

b. P/C 

実機の盤については，JEM-1265（日本電機工業会規格 低圧金属閉鎖形スイッチギ

ヤ及びコントロールギヤ）に基づき製造されており，盤構造は，「低圧スイッチギヤの

形」のうち，接地された金属閉鎖箱内に装置が一括して収納された構造（以下「金属

閉鎖形構造」という。）を採用している。また，定格絶縁電圧は，「定格」のうち 600V

を採用している。更に，「閉鎖箱」の要求事項を満足するような構造となるように設計

している。（表 4-5参照） 

また，実機の遮断器については，JEC-160（電気学会 電気規格調査会標準規格 気

中しゃ断器）に基づき製造されており，定格絶縁電圧は「定格」のうち 600V を採用

し，「構造及び性能」の要求事項を満足する設計としている。（表 4-6参照） 

このため，試験体についても，JEM-1265及び JEC-160に基づき製造され，盤構造が

金属閉鎖形構造となっており，定格絶縁電圧が 600Vの電気盤を採用した。 

表 4-12に示すとおり，実機及び試験体の盤構造は，金属閉鎖形構造となっており，

盤サイズも同等となっている。 
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表 4-5 JEM-1265における実機及び試験体の電気盤との比較・評価 

JEM-1265の主要な項目 比較・評価 

5. 定格 定格絶縁電圧 

250V，500V，600V 

実機及び試験体の電気盤ともに，

600Vの定格絶縁電圧である 

6.9 低圧ス

イッチギヤ

の形 

接地された金属閉鎖箱内に装置が一括し

て収納されていなければならない。 

 

実機及び試験体の電気盤ともに，接

地された金属閉鎖箱内に装置が一

括して収納されている 

6.5 閉鎖箱 閉鎖箱は，金属製とする。（略）低圧スイ

ッチギヤは，通常の使用状態で起こり得

る機械的，電気的及び熱的応力に耐え，同

時に温度変化にも耐え得る材料だけで構

成しなければならない。（以下略） 

実機及び試験体の電気盤ともに，本

要求に基づき設計された構造とな

っている 

 

表 4-6 JEC-160における実機及び試験体の電気盤との比較・評価 

JEC-160の主要な項目 比較・評価 

4. 定格 定格絶縁電圧 

600V 

実機及び試験体の電気盤ともに，

600Vの定格絶縁電圧である 

6.  構造及

び性能 

6.1 構造 6.1.1 構造一般 

遮断器は，良質の材料を用いて丈夫に作

られ，操作は安全・円滑・確実で，保守点

検は安全・容易にでき，取替えを必要とす

る部品は互換性を有し，できるだけ簡単

に取替えられなければならない。（以下

略） 

実機及び試験体の電気盤ともに，本

要求に基づき設計されている 

 

c. MCC 

実機については，JEM-1195（日本電機工業会規格 コントロールセンタ）に基づき

製造されており，MCCとは，「主回路開閉器・保護装置及び監視・制御器具などを単位

回路ごとにまとめた単位装置を，閉鎖した外箱に集合的に組み込んだ装置」と定義さ

れていることから，盤構造は，JEM-1195 に基づき製造された MCC であれば同様であ

る。また，定格絶縁電圧は，「定格」のうち 600Vを採用している。更に，「構造」の要

求事項を満足するような構造となるように設計している。（表 4-7参照） 

このため，試験体についても，JEM-1195に基づき製造された MCCであり，定格絶縁

電圧が 600V の電気盤を採用した。 

表 4-12 に示すとおり，実機及び試験体の盤構造及び盤サイズは，同等となってい

る。 
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表 4-7 JEM-1195における実機及び試験体の電気盤との比較・評価 

JEM-1195の主要な項目 比較・評価 

5. 定格 定格絶縁電圧 

250V，600V 

実機及び試験体の電気盤ともに，

600Vの定格絶縁電圧である 

8. 構造 8.1 構造一般 

a) 外箱は堅ろうな金属製とし，収納機

器の質量，動作による衝撃などに十分耐

える構造でなければならない。（以下略） 

実機及び試験体の電気盤ともに，本

要求に基づき設計されている 

 

以上のとおり，選定した試験体の高温ガスの滞留場所については，実機に対して同

等性を有している。 
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③可燃物に対する同等性 

高温ガスの滞留場所にある可燃物は，主に通電部まわりの絶縁物である。当該箇所に

使用される絶縁物の材料の耐熱温度が，実機と同等の電気盤を試験体として選定した。

（表 4-8～表 4-11 参照） 

具体的には，M/C については，実機と同じ絶縁物の材料を使用している電気盤を採用

し，P/C 及び MCC については，実機と同じ絶縁物の材料及び，保守的に，実機より耐熱

温度の低い絶縁物の材料を使用している電気盤を試験体として採用した。 

M/C（D/G）試験の試験体も前述と同様に実機と同じ絶縁物の材料を使用している電気

盤を試験体として採用した。 

このため，選定した試験体の可燃物は，実機に対して同等性を有している。 

なお，P/C については 6 号機と 7 号機で同等性を有する試験体が異なり，6 号機の試

験体の絶縁物の耐熱温度は，7 号機よりも低い。これは 6 号機の実機の絶縁物の耐熱温

度が 7 号機よりも低いためである。 

6 号機の試験体は「5.3 アーク火災が発生しないアークエネルギーのしきい値に係る

評価」表 5-1 にて設定したしきい値（18MJ）以上のアークエネルギーで，アーク火災が

発生しなかった試験体※であり，6 号機と 7 号機で同等性を有する試験体が異なること

による影響はない。 

※「4.6 アーク放電の継続時間」表 4-18 より 6号機の試験体④は 18.9MJ でアーク火

災が発生していない。 

 

表 4-8 M/C における実機及び試験体の絶縁物の材料の比較・評価 

M/C の絶縁物の材料 比較・評価 

試験体 エポキシ樹脂（耐熱温度：150～200℃） 

・ブッシング 

実機及び試験体ともに，絶縁物は，

エポキシ樹脂が使用されている 

実機 エポキシ樹脂（耐熱温度：150～200℃） 

・ブッシング 

 

表 4-9 P/C における実機及び試験体の絶縁物の材料の比較・評価 

P/C の絶縁物の材料 比較・評価 

試験体 不飽和ポリエステル樹脂（耐熱温度：130～

150℃） 

・モールドベース 

試験体の絶縁物は，耐熱温度 130～

150℃の材料であり，実機の絶縁物

は，試験体と同等以上の耐熱温度

130～150℃及び 150～200℃の材料

が使用されている。 

実機 エポキシ樹脂（耐熱温度：150～200℃） 

・アークシュート 

不飽和ポリエステル樹脂（耐熱温度：130～

150℃） 

・絶縁ベース 
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表 4-10 MCC における実機及び試験体の絶縁物の材料の比較・評価 

MCC の絶縁物の材料 比較・評価 

試験体 変性ポリフェニレンエーテル（耐熱温度：90～

105℃） 

・母線絶縁カバー 

実機及び試験体ともに，絶縁物は，

変性ポリフェニレンエーテルが使

用されている。 

 実機 変性ポリフェニレンエーテル（耐熱温度：90～

105℃） 

・母線絶縁カバー（表 4-13実機①） 

ポリカーボネイト（耐熱温度：120～130℃） 

・母線絶縁カバー（表 4-13実機②） 

 

表 4-11 M/C(D/G)における実機及び試験体の絶縁物の材料の比較・評価 

M/C(D/G)の絶縁物の材料 比較・評価 

試験体 不飽和ポリエステル樹脂（耐熱温度：130℃～

150℃） 

・モールドフレーム 

試験体の絶縁物は，耐熱温度 130～

150℃の材料であり，実機の絶縁物

は，試験体と同等以上の耐熱温度

150～200℃の材料が使用されてい

る 

実機 エポキシ樹脂（耐熱温度：150～200℃） 

・ブッシング 

 

4.1.2 まとめ 

アーク火災発生の有無は，①非密閉性の程度，②高温ガスの滞留場所，③可燃物及び④

アークエネルギーによるが，試験に用いられる電気盤については，これら４つのパラメー

タの内，②及び③が実際に所内で使用されているものとの同等性に影響を与えるおそれが

あることから，②及び③の観点で実機と同等の電気盤を試験体として選定した。 

このため，試験に用いられる電気盤と実際に所内で使用されているものとは同等性があ

る。 

  

227



 

25 

表 4-12 HEAF 試験に使用した電気盤及び実機で使用している電気盤構造の分類（1/9） 

種類 電気盤 盤構造 

M/C 試験体②  
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表 4-12 HEAF 試験に使用した電気盤及び実機で使用している電気盤構造の分類（2/9） 

種類 電気盤 盤構造 

M/C 実機①  
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表 4-12 HEAF 試験に使用した電気盤及び実機で使用している電気盤構造の分類（3/9） 

種類 電気盤 

盤構造 

P/C 試験体④  
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表 4-12 HEAF 試験に使用した電気盤及び実機で使用している電気盤構造の分類（4/9） 

種類 電気盤 盤構造 

P/C 実機①  
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表 4-12 HEAF 試験に使用した電気盤及び実機で使用している電気盤構造の分類（5/9） 

種類 電気盤 盤構造 

MCC 試験体⑥  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 日までに見直しします。 
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表 4-12 HEAF 試験に使用した電気盤及び実機で使用している電気盤構造の分類（6/9） 

種

類 
電気盤 盤構造 

MCC 実機①  
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表 4-12 HEAF 試験に使用した電気盤及び実機で使用している電気盤構造の分類（7/9） 

種

類 
電気盤 盤構造 

MCC 実機②  
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表 4-12 HEAF 試験に使用した電気盤及び実機で使用している電気盤構造の分類（8/9） 

種類 電気盤 盤構造 

M/C 

(D/G) 

試験体⑦  
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表 4-12 HEAF 試験に使用した電気盤及び実機で使用している電気盤構造の分類（9/9） 

種類 電気盤 盤構造 

M/C 

(D/G) 

実機①  
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表 4-13 実機及び試験体の可燃物に対する同等性（1/7） 

種類 遮断器 
遮断器に使用されている 

主な絶縁物 
外形図 

M/C 試験体② エポキシ樹脂 

（耐熱温度：150～200℃） 

・ブッシング 

 

  

 

表 4-13 実機及び試験体の可燃物に対する同等性（2/7） 

種類 遮断器 
遮断器に使用されている 

主な絶縁物 
外形図 

M/C 実機① エポキシ樹脂 

（耐熱温度：150～200℃） 

・ブッシング 
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表 4-13 実機及び試験体の可燃物に対する同等性（3/7） 

種類 遮断器 
遮断器に使用されている 

主な絶縁物 
外形図 

P/C 試験体④ 不飽和ポリエステル樹脂 

（耐熱温度：130～150℃） 

・モールドベース 

 

 

表 4-13 実機及び試験体の可燃物に対する同等性（4/7） 

種類 遮断器 
遮断器に使用されている 

主な絶縁物 
外形図 

P/C 実機① エポキシ樹脂（耐熱温度：150～

200℃） 

・アークシュート 

不飽和ポリエステル樹脂（耐熱

温度：130～150℃） 

・絶縁ベース 

 

 

 

  

アークシュート

絶縁
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表 4-13 実機及び試験体の可燃物に対する同等性（5/7） 

種類 遮断器 
遮断器に使用されている 

主な絶縁物 
外形図 

MCC 試験体⑥ 変性ポリフェニレンエーテル 

（耐熱温度：90～105℃） 

・母線絶縁カバー 

 

 

表 4-13 実機及び試験体の可燃物に対する同等性（6/7） 

種類 遮断器 
遮断器に使用されている 

主な絶縁物 

外形図 

MCC 実機① 変性ポリフェニレンエーテル 

（耐熱温度：90～105℃） 

・母線絶縁カバー 

 

MCC 実機② ポリカーボネイト 

（耐熱温度：120～130℃） 

・母線絶縁カバー 

 

 

30 日までに見直しします。 

30 日までに見直しします。 
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表 4-13 実機及び試験体の可燃物に対する同等性（7/7） 

種類 遮断器 
遮断器に使用されている 

主な絶縁物 
外形図 

M/C 

(D/G) 

試験体⑦ 不飽和ポリエステル樹脂 

（耐熱温度：130～150℃） 

 ・モールドフレーム 

 

  

M/C 

(D/G) 

実機① エポキシ樹脂 

（耐熱温度：150～200℃） 

・ブッシング 
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4.2 短絡電流の目標値 

（審査ガイド抜粋【2.2 短絡電流の目標値】） 

HEAF 試験において電気盤にアーク放電を発生させる電流の目標値として，短絡電流値を設定す

る必要がある。各電気盤の短絡電流値は，電気系統の設計時に設定されている値を踏まえて，設定

されていることを確認する。（解説-2） 

なお，HEAF 試験に用いる電気盤の受電側に印加する電圧については，電気盤の実使用条件である

定格電圧値を踏まえて，初期の印可電圧を設定していることを確認する。 

 

（解説-2）一般的な電気盤における短絡電流値の算出方法について 

短絡電流値は，評価対象とする電気盤の受電側に接続している変圧器の二次側定格電流と当該変

圧器の短絡インピーダンスによって算出される。 

まず，変圧器二次側の定格電流 I0 は，三相短絡容量 W 及び定格電圧 V0 から次のように求められ

る。 

I0 = W /（√3 × V0）                            式(1) 

I0：変圧器二次側の定格電流[A]，W：三相短絡容量[VA]，V0：定格電圧[V] 

 

また，計算上最大の三相の短絡電流 Ib は，短絡インピーダンス Z 及び定格電流 I0 から次のよう

に求められる。 

Ib = I0 × 100 / Z                              式(2) 

Ib：三相の短絡電流[A]，I0：定格電流[A]，Z：短絡インピーダンス[%] 

 

ここで，短絡インピーダンスとは，変圧器の二次側を短絡させた状態で一次側に電圧を印加し，

二次側の電流が定格電流になった時の一次側の電圧と二次側の定格電圧との比を百分率で表した

もので，短絡電流の計算に使用されるものである。 

HEAF 試験における短絡電流値の目標値は，実機プラントにて使用している電気盤の三相短

絡電流値を踏まえて設定している。 

なお，各電気盤の短絡電流を求めるための三相短絡容量及び短絡インピーダンスについては，

表 6-3に示す。 

D/G給電時の短絡電流については，6.(1).c に示す算出式より算出した。 
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表 4-14 HEAF試験時における短絡電流の目標値 

電気盤 短絡電流目標値 【参考】柏崎刈羽原子力発電所第 6号機

の短絡電流値 

M/C 18.9kA 又は 40.0kA ＊1
 37.7kA ＊2 

P/C 45.0kA 43.3kA,32.8kA又は 34.4kA ＊3 

MCC 45.0kA 43.3kA,32.8kA又は 34.4kA ＊4 

M/C(D/G) 5kA 2.07kA ＊5 

注記＊1 ：短絡電流の違いによる傾向を確認するため 2パターン設定して試験を実施した。 

  ＊2 ：M/C(C),(D),(E)で発生する短絡電流値を記載。 

  ＊3 ：P/C(C 系),(D系),(E系)で発生する短絡電流値を記載。 

(P/C(6C-1),(6D-1)：43.3kA, 

 P/C(6C-2),(6D-2)：32.8kA,  

P/C(6E-1),(6E-2)：34.4kA) 

  ＊4 ：MCC(C 系),(D系),(E系)で発生する短絡電流値を記載。 

(P/C(6C-1),(6D-1)から給電する MCC：43.3kA, 

 P/C(6C-2),(6D-2)から給電する MCC：32.8kA,  

P/C(6E-1),(6E-2)から給電する MCC：34.4kA) 

  ＊5 ：「第３回新規制要件に関する事業者意見の聴取に係る会合（2018年 10月 15日）」での 

試験条件設定の考え方詳細（補６）に示す通り，M/C（D/G）試験については低電流が 

長時間流れる領域である初期ピーク後の低電流・長時間電流領域を短絡電流値とする。 

 

また，HEAF試験における初期の印可電圧は，柏崎刈羽原子力発電所第 6号機において使用し

ている電気盤の定格使用電圧値を踏まえて設定している。 

 

表 4-15 HEAF試験時における試験初期の印可電圧 

電気盤 試験初期の印可電圧 

【参考】柏崎刈羽原子力発

電所第 6号機の電気盤の 

定格使用電圧 

M/C 6.9kV又は 8.0kV ＊ 6.9kV 

P/C 504V 480V 

MCC 504V 480V 

M/C(D/G) 6.9kV 6.9kV 

注記＊：試験設備の都合により，短絡電流目標値 18.9kAに対しては 6.9kVで実施し，40.0kAに 

対しては 8.0kV で実施した。 
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なお，アーク火災発生の有無は，電流及び電圧の積をアーク放電の継続時間で積分して算出

するアークエネルギーに依存しており（「5. アーク火災発生の評価」参照），短絡電流値及び

印可電圧の違いは，試験結果に影響を及ぼすものではない。 

このことから，実機プラント相当の短絡電流値及び定格使用電圧を用いて，アーク放電の継

続時間を変えることで，火災が発生するアークエネルギーのしきい値を求める試験を実施した。 

 

4.3 HEAF試験に用いる電気回路 

（審査ガイド抜粋【2.3 HEAF 試験に用いる電気回路】） 

HEAF 試験に用いる電気回路は，付録 A に示す電気回路又は同等の電気回路を用いていることを

確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

HEAF試験に用いる電気回路は，短絡発電機，主遮断器，投入器，限流リアクトル，計器用変圧器

及び変流器等で構成されており，審査ガイドに示されているものと同等である。M/C，P/C，MCC 及

び M/C(D/G)それぞれについて電気回路を以下に示す。 

図 4-1 M/C試験回路 
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図 4-3 MCC試験回路 

図 4-2 P/C試験回路 

図 4-4 M/C（D/G）試験回路 

244



 

42 

4.4 測定項目 

（審査ガイド抜粋【2.4 測定項目】） 

HEAF試験において電圧電流波形が測定されていることを確認する。具体的な測定項目，測定目的

及び測定方法を表１に示す。（参考-1） 

 

（参考-1）その他の測定項目 

本ガイドの適用範囲である，遮断器の遮断時間の設計に用いるものではないが，HEAF試験におい

て，火災の影響と同時に爆発の影響も評価する場合には，表１の測定項目のほか，HEAFを詳細に把

握するため，電気盤周囲の熱流束（NUREG/CR-6850 に規定される ZOI（電気盤の上部では 1.5m，前

面及び側面では 0.9m 離れた位置（付録 B参照））の境界線上を含む複数箇所に熱流束計を設置して

測定する。），電気盤内圧力，電極の損耗量（例えば，電極の重量減），衝撃波（例えば，電気盤内の

圧力及び電気盤外の音圧），電磁力，電気盤内温度，赤外線カメラや高速度カメラによる動画等のデ

ータも同時に取得していることが望ましい。 

HEAF 試験においては，「4.3 HEAF 試験に用いる電気回路」に示す変流器（CT）又は分流器

（Sh）により電流波形を測定し，計器用変圧器（VT2）により電圧波形を測定している。 

アークエネルギーのしきい値の評価に使用した試験について表 4-16 にまとめ，測定した電

流及び電圧波形を図 4-5～図 4-8 に示す。電流波形については，アーク放電の発生直後，設定

位相による直流成分が加わる（図 4-5～図 4-8 の①参照）が，時間経過とともに短絡電流目標

値に近い値となっている（図 4-5～図 4-8 の②参照）。電圧波形については，アーク放電による

短絡状態であり，三相合計値＊で M/C：約 1.3kV，P/C：約 0.5kV，MCC：約 0.7kV及び M/C（D/G）：

約 1.3kV 程度で推移している（図 4-5～図 4-8の③参照）。これら電圧と電流の積（アークパワ

ー）をアーク放電の継続時間で積分し，アークエネルギーを算出している（「4.8 アークエネ

ルギーの計算」参照）。 

また，審査ガイドの「（参考-1）その他の測定項目」に記載されている電気盤周囲の熱流束及

び電気盤内圧力の測定並びに高速度カメラによる動画撮影等を実施している。 

HEAF試験時の測定項目について，表 4-17に示す。 

注記＊：アークエネルギーの算出は三相合計値を用いることから，三相合計値を説明。 
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表 4-16 しきい値に係る HEAF試験一覧表 

種類 
試験条件 試験結果 【参考】 

電中研 

試験番号 試験初期の印可電圧 短絡電流目標値 アークエネルギー 測定波形 

M/C 8.0kV 40.0kA 25.3MJ 図 4-5 5-3＊ 

P/C 504V 45.0kA 18.9MJ 図 4-6 7-5＊ 

MCC 504V 45.0kA 4.49MJ 図 4-7 10-3＊ 

M/C(D/G) 6.9kV 5kA 16.6MJ 図-4-8 9-2＊ 

注記＊：火災が発生しない最大のアークエネルギーが得られた HEAF 試験 

 

表 4-17 HEAF 試験時の測定項目 

電気盤 測定項目 

M/C 電圧波形，電流波形，電気盤内圧力，高速度カメラによる動画撮影 

P/C 
電圧波形，電流波形，電気盤内圧力，電気盤周囲の熱流束， 

高速度カメラによる動画撮影 

MCC 
電圧波形，電流波形，電気盤内圧力，電気盤周囲の熱流束， 

高速度カメラによる動画撮影 

M/C(D/G) 
電圧波形，電流波形，電気盤内圧力，電気盤周囲の熱流束， 

高速度カメラによる動画撮影 
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①：アーク放電の発生直後，設定位相による直流成分が加わる。 

②：時間経過とともに短絡電流目標値に近い値となっている。 

③：アーク放電による短絡状態であり，三相合計値で約 1.3kV程度で推移している。 

 

 

図 4-5 HEAF試験時の電圧・電流波形（M/C）  

700ms t1=630ms 

アーク消弧点 

 

① 

② 

③ 

短絡電流の電流波形を測定 

アーク電圧の電圧波形を測定 
試験初期の印可電圧（8.0ｋV）を測定 

短
絡
電
流 

ア
ー
ク
電
圧 
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①：アーク放電の発生直後，設定位相による直流成分が加わる。 

②：時間経過とともに短絡電流目標値に近い値となっている。 

③：アーク放電による短絡状態であり，三相合計値で約 0.5kV程度で推移している。 

 

 

図 4-6 HEAF試験時の電圧・電流波形（P/C）  

1500ms 

t1=1430ms 
アーク消弧点 

 

③ 

② 

① 

短
絡
電
流 

ア
ー
ク
電
圧 

短絡電流の電流波形を測定 

アーク電圧の電圧波形を測定 

試験初期の印可電圧（504V）を測定 
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①：アーク放電の発生直後，設定位相による直流成分が加わる。 

②：時間経過とともに短絡電流目標値に近い値となっている。 

③：アーク放電による短絡状態であり，三相合計値で約 0.7kV程度で推移している。 

 

 

 

図 4-7 HEAF試験時の電圧・電流波形（MCC） 

  

400ms 
t1=320ms 

アーク消弧点 

 

② 

③ 

① 

短
絡
電
流 

ア
ー
ク
電
圧 

短絡電流の電流波形を測定 

アーク電圧の電圧波形を測定 
試験初期の印可電圧（504V）を測定 
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①：アーク放電の発生直後，設定位相による直流成分が加わる。 

②：時間経過とともに短絡電流目標値に近い値となっている。 

③：アーク放電による短絡状態であり，三相合計値で約 1.3kV程度で推移している。 

 

 
図 4-8 HEAF試験時の電圧・電流波形（M/C(D/G)） 

  

短絡電流の電流波形を測定 

アーク電圧の電圧波形を測定 
試験初期の印可電圧（6.9ｋV）を測定 

短
絡
電
流 

ア
ー
ク
電
圧 

① 

② 

③ 

20 

20 

20 

-20 

-20 

-20 

0 

0 

0 

4 

-4 

-4 

-4 

0 

0 

0 

4 

4 

I-R ［kA］ 

I-S ［kA］ 

I-T ［kA］ 

V-R ［kV］ 

V-S ［kV］ 

V-T ［kV］ 
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4.5 アーク放電の発生方法 

（審査ガイド抜粋【2.5 アーク放電の発生方法】） 

アーク放電を発生させる試験が，電気盤の遮断器の受電側及び配電側で実施されていることを確

認する。アーク放電は，IEEE C37.20.7-2007 等に基づき，母線に導電性針金をワイヤリングした

後，2.2から 2.4の試験条件で大電流を流し三相短絡させて発生させていることを確認する。 

電気盤の遮断器の受電側及び配電側でアーク放電を発生させて試験を実施している。（図 4-

9～図 4-12 参照）なお，MCC については，遮断器の配電側でアーク放電を発生させた場合，当

該遮断器によって 0.1 秒以下で遮断され，審査ガイドに基づき適切に HEAF 対策ができている

ものと判断されることから，配電側でアーク放電を発生させて試験は実施していない。 

      

図 4-9 遮断器の短絡箇所（M/C試験時） 

 

 

図 4-10 遮断器の短絡箇所（P/C試験時） 

 

 

図 4-11 遮断器の短絡箇所（MCC試験時） 
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図 4-12 遮断器の短絡箇所（M/C(D/G)試験時） 

 

ワイヤリングは，直径 0.5mmの銅線（M/C：1本撚り，P/C，MCC：8本撚り）を張り，試験電

流を通電することで溶断発弧させた。銅線の選定は以下の国際規格を参考に決定した。 

・M/C，M/C(D/G)・・・JEM-1425(2011)，IEC62271-200(2011) 

・P/C，MCC・・・IEC/TR61641(2008) 

 

・IEEE C37.20.7-2007 の抜粋 

 

 

IEEE C37.20.1-2002（Low-voltage switchgear AC254V～635V）で定義されている装置に

関して，アークは直径 2.6mm又は 10AWG の金属線によって発弧されなければならない。 

 

IEEE C37.20.2-1999（metal-clad switchgear AC5kV～35kV）で定義されている装置に関

して，アークは直径 0.5mm又は 24AWG の金属線によって発弧されなければならない。 
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・JEM-1425(2011)の抜粋 

アークは，直径約 0.5mm の金属線によって相間（相分割導体の場合は，一相と接地との間）

で点弧することが望ましい。 

 

・IEC62271-200(2011)の抜粋 

The arc shall be initiated between all the phases under test by means of a metal 

wire of about 0.5mm in diameter･･･ 

（アークは，直径約 0.5mmの金属線によって試験対象となる全ての相間で点弧するものと

する。） 

 

・IEC /TR61641(2008)の抜粋 

The arc is initiated between the phases without connection to earth by means of 

a bare copper ignition wire connecting the adjacent conductors across the shortest 

distance, and connected to three phases. 

（裸銅線によって隣接導体を最短距離で接続することにより，接地されていない相間にア

ークを点弧させる。） 

With regard to the test current, the sizes of the copper ignition wire given in 

Table1 should be used. 

（試験電流に関しては，表 1に示される銅線のサイズを使用すべき。） 

 

Table1 – Sizes of the copper ignition wire 

without current limiting protection device 

Test current (rms value) 

kA 

Wire size 

mm2 

≦25 0.75 

>25 ≦40 1.0 

>40 1.5 

（※P/C の試験電流は 45kA なので，銅線の太さは 1.5mm2となる。直径 0.5mm の銅線を使

用した場合，1.5mm2を確保するために 8本撚りとしている。 

（0.5×0.5×π÷4×8本＝1.57mm2）） 
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4.6 アーク放電の継続時間 

（審査ガイド抜粋【2.6 アーク放電の継続時間】） 

アーク放電の継続時間を設定する際には，所内で実際に使用している継電器の設定時間を踏ま

え，目標とするアークエネルギーの値が得られるよう，設定されていることを確認する。また，HEAF

試験により得られた電圧電流波形から，アーク放電の継続時間を求めていることを確認する。 

アーク放電の継続時間については，柏崎刈羽原子力発電所第 6号機で使用している保護継電

器の対策後の設定値を踏まえたアークエネルギーの最大値（目標とするアークエネルギー）以

上のアークエネルギーが得られるよう，段階的にアーク放電の継続時間を設定している。（表

4-18参照） 

また，HEAF試験で得られた電圧電流波形から，三相短絡が継続している間をアーク放電の継

続時間（t１）として求めている。（図 4-5～図 4-8参照） 
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表 4-18 HEAF試験条件及び試験結果(1/2) 

種類 電気盤 
試験初期の

印可電圧 

試験初期の 

印可電流 

アーク放電の 

継続時間（sec） 
アーク 

エネルギー

（MJ） 

アーク 

火災 

有無 

目標とするアーク

エネルギー 

(柏崎刈羽原子力発

電所第 6 号機の 

最大値)（MJ） 

【参考】 

電中研 

試験番号 設定値 実測値 

M/C 試験体

① 

6.9kV 18.9㎄ 0.1 0.103 3.09 無 20.7 1-1 

0.3 0.302 8.17 無 1-2 

0.5 0.527 12.9 無 2-1 

0.5 0.526 10.4 無 2-2 

1.0 1.23 24.7 無 3-1 

1.0 1.23 20.3 無 3-2 

1.0 1.23 27.6 有 3-3 

2.0 2.18 41.8 有 3-4 

2.0 2.39 44.6 有 4-1 

1.0 1.23 17.7 無 4-2 

試験体

② 

8.0 kV 40.0㎄ 0.2 0.22 12.8 無 5-1 

0.2 0.21 8.68 無 5-2 

0.6 0.63 25.3 無 5-3 

P/C 試験体

③ 

504V 45kA 0.2 0.20 2.49 無 15.4 6-1 

0.5 0.51 6.34 無 6-2 

1.5 1.53 19.8 有 6-3 

1.0 0.18 2.91 無 6-4 

試験体

④ 

1.3 0.43 5.76 無 7-1 

1.3 0.06 0.88 無 7-2 

1.3 0.02 0.34 無 7-3 

1.3 1.32 18.5 無 7-4 

1.4 1.43 18.9 無 7-5 

試験体

⑤ 

1.3 1.32 17.4 無 8-1 

1.3 1.32 17.3 無 8-2 

1.4 1.44 18.7 無 8-3 

MCC 試験体

⑥ 

504V 45kA 0.1 0.06 0.9 無 4.3 10-1 

0.5 0.52 7.56 有 10-2 

0.3 0.32 4.49 無 10-3 

0.21 0.07 1.02 無 11-1 

0.28 0.15 2.24 無 11-2 

0.28 0.05 0.80 無 11-3 

0.28 0.28 3.94 無 11-4 

 ：火災が発生した最小のアークエネルギー         ：火災が発生しない最大のアークエネルギー 
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表 4-18 HEAF試験条件及び試験結果(2/2) 

 

種類 電気盤 
試験初期の

印可電圧 

試験初期の 

印可電流 

アーク放電の 

継続時間（sec） 
アーク 

エネルギー

（MJ） 

アーク

火災 

有無 

目標とするアーク

エネルギー 

(柏崎刈羽原子力発

電所第 6 号機の 

最大値)（MJ） 

【参考】 

電中研 

試験番号 設定値 実測値 

M/C 

(D/G) 

試験体

⑦ 

6.9kV 5kA 2.65 2.69 14.7 無 14.89 9-1 

3.00 3.05 16.6 無 9-2 

6.10 6.27 32.3 有 9-3 

 

  

：火災が発生した最小のアークエネルギー         ：火災が発生しない最大のアークエネルギー 
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4.7 HEAF試験の実施 

（審査ガイド抜粋【2.7 HEAF 試験の実施】） 

HEAF 試験は 2.1 で選定した電気盤を用いて実施されていることを確認する。初期の電圧及び電

流値として 2.2 で設定した値が用いられていることを確認する。また，HEAF試験時の電圧及び電流

値は電気盤よりも受電側で測定されていることを確認する。さらに，アーク放電の継続時間を変化

させ，アーク火災が発生する場合としない場合の，それぞれのアーク放電の継続時間が得られてい

ることを確認する。 

HEAF試験は，「4.1 電気盤の選定」にて選定した電気盤を用いて実施した。 

 

HEAF 試験の初期の電圧及び電流値として「4.2 短絡電流の目標値」にて設定した値を用い

て，以下の通り試験を実施した。 

 

表 4-19 電力中央研究所 HEAF試験結果（M/Cの一例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ：火災が発生しない最大のアークエネルギーが得られた HEAF試験 
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表 4-20 電力中央研究所 HEAF試験結果（P/Cの一例） 

 

 

 

表 4-21 電力中央研究所 HEAF試験結果（MCCの一例） 

 
 

  

     ：火災が発生しない最大のアークエネルギーが得られた HEAF試験 

     ：火災が発生しない最大のアークエネルギーが得られた HEAF試験 
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表 4-22 電力中央研究所 HEAF試験結果（M/C(D/G)の一例） 

 

 

 

また，図 4-1～図 4-4に示すとおり，HEAF 試験時の電圧及び電流値は，電気盤よりも受電側

の電圧計（図中の VT2）及び電流計（図中の CT又は Sh）で測定している。 

更に，表 4-18 に示す通り，M/C，P/C，MCC 及び M/C(D/G)のそれぞれに対して，アーク火災

が発生する場合としない場合の，それぞれのアーク放電の継続時間が得られている。 

 

  

     ：火災が発生しない最大のアークエネルギーが得られた HEAF試験 
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4.8 アークエネルギーの計算 

（審査ガイド抜粋【2.8 アークエネルギーの計算】） 

HEAF 試験におけるアークエネルギー（J）は，アークパワー（W）をアーク放電の継続時間（s）

で積分した値としていることを確認する。 

HEAF 試験におけるアークエネルギーは，アークパワーをアーク放電の継続時間で積分した

値としており，以下の式にて算出している。 

 

𝐸1 = ∫ 𝑊1
𝑡1
0

dt 

 

E1：三相のアークエネルギー  W1：アークパワー  t1：アーク放電の継続時間 

 

しきい値の決定に係る HEAF試験のアークパワー，アークエネルギーの算出結果（M/C，P/C，MCC，

及び M/C(D/G)）を表 4-19～表 4-22に示す。 

 

  

260



 

58 

5. アーク火災発生の評価 

5.1 アーク火災発生の評価の概要 

電気盤においてアーク火災が発生する場合には，アーク放電発生の数十秒から数分後に目視

によりアーク火災発生状況を確認できる。また，電気盤周囲の熱流束を測定することによって

もアーク火災の発生を確認できる。 

アーク火災発生の有無とアークエネルギーの関係を評価することにより，アーク火災が発生

する場合の電気盤固有のアークエネルギーのしきい値を求めることができる。 

 

5.2 評価に用いる必要なデータ 

（審査ガイド抜粋【3.2 評価に用いる必要なデータ】） 

アーク火災評価には，アークエネルギー［Ｊ］及びアーク放電の継続時間［ｓ］を用いる。なお，

これらのデータについては，信頼性のある試験（事業者自らが直接行った試験に限らない。）に基づ

くものであることを確認すること。（解説-1） 

HEAF 試験は，電力中央研究所に委託して実施しており，試験を実施した大電力試験所は，

ISO/IEC17025(JIS Q 17025)(校正機関及び試験所能力に関する一般要求事項)に適合する試験

所として，公益財団法人 日本適合性認定協会から「試験所認定」を取得していることから，評

価に用いたデータは，信頼性のある試験に基づくものである。 

【参考】電力中央研究所ホームページより抜粋 

（https://criepi.denken.or.jp/jp/hptl/quality.html） 
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5.3 アーク火災が発生しないアークエネルギーのしきい値に係る評価 

（審査ガイド抜粋【3.3 アーク火災が発生しないアークエネルギーのしきい値に係る評価】） 

電気盤においてアーク火災が発生しないアークエネルギーのしきい値（以下単に「しきい値」と

いう。（解説-3））を求める際には，アーク火災発生の有無とその時のアークエネルギーとの関係を

評価する。しきい値が，HEAF試験においてアーク火災が発生しなかった場合の最大のアークエネル

ギー値となっていること及びアーク火災が発生した全てのアークエネルギー値を下回っているこ

とを確認する。ただし，HEAF試験の結果，火災の発生に至らないと判断された場合は，しきい値の

算定は不要である。（解説-4） 

 

（解説-3）しきい値 

アーク火災が発生する場合の電気盤固有の真のしきい値（実際に火災が発生するしきい値）は，

アーク火災が発生した時の値と発生しなかった時の値の間に存在する。（付録 D参照） 

 

付録 D アーク火災が発生しないアークエネルギーのしきい値に係る評価の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説-4）火災の発生に至らないと判断された場合について 

HEAF試験の結果，アーク火災の発生に至らない場合がある（例えば，小型の電気盤などにおいて

内部の構成部品が吹き飛び，通電できなくなることでアークエネルギーが比較的小さい値になる

等）。この様な場合には，しきい値が存在しないことから，その算定は不要とする。 

HEAF試験により M/C，P/C，MCC及び M/C(D/G)の電気盤において，それぞれ図 5-1～図 5-4 に

示す試験結果が得られ，しきい値の設定については，それぞれの測定誤差を保守的に考慮した

上で，更に端数を切捨てて，それぞれの電気盤においてしきい値（M/C:25MJ，P/C:18MJ，

MCC:4.4MJ 及び M/C(D/G):16MJ）を決定した。（表 5-1参照） 

また，しきい値が，HEAF試験においてアーク火災が発生しなかった場合の最大のアークエネ

ルギー値より保守的な値となっていること（表 5-1②及び③参照）及びアーク火災が発生した

全てのアークエネルギー値を下回っていること（表 5-1①及び③参照）を確認した。（HEAF 試

験によって得られた全てのアークエネルギー及び火災の発生有無については，表 4-18参照） 

なお，アーク火災発生の判定については，以下の方法により実施した。 
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 アーク放電後，電気盤の盤外に対する炎の有無を目視により確認 

 盤外に炎が見られない時は 

(1) 盤の扉を開けて内部を目視にて直接確認 

⇒M/C，P/C 耐震盤 

(2) 電気盤の発熱速度（HRR）の測定により，発熱速度の継続的な上昇の有無を確認 

⇒(1)以外 

図 5-1 M/C試験結果 

 

図 5-2 P/C試験結果 

図 5-3 MCC試験結果 

 

25.3MJ:アーク火災無（目視）…表 5-1② 

 

 

27.6MJ:アーク火災有（目視）…表 5-1① 

 

 

18.9MJ:アーク火災無…表 5-1② 

 

 

4.49MJ:アーク火災無…表 5-1② 

 

 

7.56MJ:アーク火災有…表 5-1① 

 

 

19.8MJ:アーク火災有（目視）…表 5-1① 

 

 

25MJ:しきい値…表 5-1③ 

 

 

18MJ:しきい値…表 5-1③ 

 

 

4.4MJ:しきい値…表 5-1③ 
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図 5-4 M/C(D/G)試験結果 

 

表 5-1 測定誤差を考慮したしきい値の設定 

 ①アーク火災が 

発生した 

最小のアーク 

エネルギー 

（MJ） 

②アーク火災が

発生しなかった 

最大のアーク 

エネルギー 

（MJ） 

測定誤差 

（%） 

測定誤差を

含む 

②の値 

（MJ） 

③しきい値 

（MJ） 

M/C＊1 27.6 25.3 0.8 25.09 25 

P/C＊2 19.8 18.9 0.6 18.78 18 

MCC＊3 7.56 4.49 0.6 4.46 4.4 

M/C(D/G)＊4 32.3 16.6 0.8 16.46 16 

注記＊1 ：①，②及び③の図示については図 5-1参照。 

＊2 ：①，②及び③の図示については図 5-2参照。 

＊3 ：①，②及び③の図示については図 5-3参照。 

＊4 ：①，②及び③の図示については図 5-4参照。 

 

  

16MJ：しきい値…表 5-1③ 

 

 

 

 
32.3MJ：アーク火災有…表 5-1① 16.6MJ：アーク火災無…表 5-1② 
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≪しきい値設定の例示(M/C)≫ 

 

 

・しきい値【表 5-1③】が，HEAF 試験においてアーク火災が発生しなかった場合の最大のアーク

エネルギー値【表 5-1②】より保守的な値となっている 

25.3MJ×(1-0.008)＝25.09≒25MJ 

25MJ【表 5-1③】＜ 25.3MJ【表 5-1②】 

 

・しきい値【表 5-1③】が，アーク火災が発生した全てのアークエネルギー値【最小値は表 5-1

①】を下回っている 

25MJ【表 5-1③】＜ 27.6MJ【表 5-1①】 

 

  

25.3MJ:アーク火災無（目視）…表 5-1② 

 

 

27.6MJ:アーク火災有（目視）…表 5-1① 

 

 

25MJ:しきい値…表 5-1③ 
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5.4 しきい値に係る解析による評価 

（審査ガイド抜粋【3.4 しきい値に係る解析による評価】） 

しきい値については，HEAF試験の結果に基づく解析によって評価してもよい。その際には，電気

盤内の空間容積や密閉性，定格電圧や短絡電流値の大小等を考慮した条件設定が行われていること

を確認する。（解説-5） 

 

（解説-5）空間容積や密閉性の考慮の必要性 

過去に原子力規制庁が実施した HEAF 試験において，電気盤内の空間容積や密閉性によって，ア

ーク火災の発生に必要なアークエネルギーが大きく異なることが示された。これより，アーク火災

の発生に必要なアークエネルギーは，電気盤内の空間容積の大小や密閉性の高低と関係するといえ

る。（付録 E 参照） 

 

付録 E 原子力規制庁の HEAF試験結果の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しきい値については，解析による評価は用いず，HEAF試験の結果により評価し決定した。 

   なお，解説－5「空間容積や密閉性の考慮の必要性」については，M/C，P/C及び MCCの 

それぞれにおいて電気盤内の空間容積や密閉性の差があることから，それぞれ HEAF試験を 

実施し，その結果より評価しアークエネルギーのしきい値を決定した。 

また，M/C（D/G）試験についても，「4.1 電気盤の選定」の記載の通り，電気盤内の空間 

容積や密閉性において，M/C（D/G）試験と先行 M/C試験で明確な差はなくアークメカニズ 

ムも同様であることから，先行 M/C試験と同様に解析による評価は用いず，HEAF試験の結 

果により評価しアークエネルギーのしきい値を決定した。 
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6. HEAFに係る対策の判断基準 

（審査ガイド抜粋【4. HEAFに係る対策の判断基準】） 

実用発電用原子炉施設の保安電源設備のうち，重要安全施設への電力供給に係る電気盤及び当該

電気盤に影響を与えるおそれのある電気盤（例えば，2.5m 以内にあるもの（解説-6））の遮断器の

遮断時間が，3.3 又は 3.4 において評価したしきい値に対応するアーク放電の継続時間と比べ，小

さい値となっていることを確認する。ただし，短絡等が起きたとしても非常に短時間（例えば，0.1

秒以下）で電気盤への電力供給を止めることができる場合（例えば，受電側に短絡継電器が設置さ

れている等）や，火災の発生に至らないと判断された場合は，適切に遮断されていると判断しても

よい。（解説-4） 

また，その際に，当該電気盤内の遮断器だけでなく，当該電気盤の受電側の遮断器についても，

同様にその他必要な対策（参考-2）を含め，確認する。 

 

（解説-6）電気盤に影響を与えるおそれのある範囲について 

米国においては，火災防護の要求として，ケーブル処理室でのケーブルトレイの水平距離を 0.9m

以上離すとしている。また，平成 23 年の東北地方太平洋沖地震の際に女川原子力発電所において

発生したアーク火災において，水平距離 2.5m より離れた電気盤には HEAF の影響が及んでいなかっ

たことを踏まえ，影響を与えるおそれのある範囲の目安として，2.5m以内にあるものとした。ただ

し，実験等によりアーク火災の影響範囲が特定できる場合は，その結果を考慮する必要がある。 

 

（解説-4）火災の発生に至らないと判断された場合について 

HEAF試験の結果，アーク火災の発生に至らない場合がある（例えば，小型の電気盤などにおいて

内部の構成部品が吹き飛び，通電できなくなることでアークエネルギーが比較的小さい値になる

等）。この様な場合には，しきい値が存在しないことから，その算定は不要とする。 

 

（参考-2）火災感知設備及び消火設備 

火災防護審査基準は， 

 ・火災感知設備について，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や予想される火災の性

質を考慮して型式を選定し，早期に火災を感知できる場所に設置すること 

 ・消火設備について，火災の火炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線，爆

発等による二次的影響が安全機能を有する構築物，系統及び機器に悪影響を及ぼさないように

設置すること 

を求めている。火災感知設備及び消火設備については，HEAFが発生した場合を配慮して配置されて

いることを確認する必要がある。 
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(1) 遮断器の遮断時間の設定 

実用発電用原子炉施設の保安電源設備のうち，重要安全施設への電力供給に係る電気盤及び

当該電気盤に影響を与えるおそれのある電気盤に発生するアークエネルギーが，「5.3 アーク

火災が発生しないアークエネルギーのしきい値に係る評価」にて評価したアークエネルギーの

しきい値以下となるよう，遮断器の遮断時間を設定する。 

電気盤に発生するアークエネルギーは，電気盤に発生する三相短絡電流及び HEAF 試験の結

果から得られたアーク電圧の積により算出したアークパワーを遮断器の遮断時間で積分した

値としており，以下の式にて算出した。 

 

E3φ= Varc×Iarc×tarc 

    = 0.9×Varc×Irms×tarc 

 

E3φ :三相のアークエネルギー 

Varc :HEAF試験の結果から得られたアーク電圧 

Iarc :三相短絡電流の平均値 

Irms :三相短絡電流の実効値 

tarc :アーク発生時の遮断器の遮断時間 

 

a. HEAF 試験の結果から得られたアーク電圧について 

アークエネルギーの算出時に使用するアーク電圧は，HEAF 試験の結果から表 6-3 に示す

アーク電圧を用いた。 

 

b. 各電気盤に発生する三相短絡電流について 

アークエネルギーの算出時に使用する三相短絡電流は，実機で発生する三相短絡電流値に

近い値を算出するため，電源から短絡箇所までの電路インピーダンス％Z（変圧器含む）を用

いて，以下の式にて算出した。なお，%Z には保守性を考慮し，ケーブル，発電機は含まない。 

 

 

 

 

  

短絡電流(A) ＝ 
基準容量(VA) 

√3×基準電圧(V) 

100 

%Z 
× 
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c. アーク放電の遮断時間について 

アークエネルギーの算出時に使用するアーク放電の遮断時間は，保護継電器及び補助リレ

ーの動作時間並びに遮断器の開放時間等を積み上げた値を設定し，更に保護継電器等の誤差

を考慮したアーク放電遮断時間までに発生するアークエネルギーがアークエネルギーのし

きい値以下となるよう設計している。（図 6-1 参照） 

なお，設計及び工事計画認可申請書に記載しているアーク放電の遮断時間については，表

6-3 に示すとおり誤差を考慮しない遮断器の遮断時間を記している。 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 アーク放電の遮断時間の考え方 

 

また，M/C(D/G)については，D/G から非常用母線へ給電中に D/G 受電遮断器で HEAF が発生

した場合，D/G 受電遮断器と D/G の間にアーク放電を遮断するための遮断器がないことから，

D/G の保護継電器により D/G の発電を停止し，D/G からの給電が停止するまでの期間に発生す

るアークエネルギーがアークエネルギーのしきい値以下となるよう設計している。 

 D/G の短絡電流(発電機停止による電流減衰過程含む)は，文献[1]に基づく一般的な以下の

①及びメーカ知見に基づく以下の②の算出式を用いて計算した。ただし，過渡段階以降の同期

インピーダンスにより算出される短絡電流（以下，「持続短絡電流」という。）を求める際の

励磁特性に関する係数については，実際の D/G に即したメーカ知見による係数を採用している。

 この式に用いた定数は表 6-1 のとおり。計算結果を表 6-3 及び図 6-7 に示す。 

①の算出式は，消磁コンタクタが投入されるより前の短絡電流の計算式であり，消磁コン

タクタの投入により消磁された後は，②の式のとおり短絡回路の時定数によって電流が減衰す

る。  

  

設計値 

アークエネルギーのしきい値（16MJ） 

保護継電器，タイマーの 
動作時間誤差 

保護継電器の動作時間等の 
積み上げ 

0s 

保護継電器及びタイマーの動作時間誤差を 
含むアークエネルギー（9.67MJ，14.89MJ） 
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① 消磁前（持続短絡電流がある場合）の三相突発短絡電流 

𝐼𝑟𝑚𝑠1 = √𝐼𝑎𝑐1
2 + 𝐼𝑑𝑐1

2 

𝐼𝑎𝑐1 = 𝐼𝑑 + (𝐼𝑑′ − 𝐼𝑑)𝑒
−

𝑡
𝑇𝑑′ + (𝐼𝑑

′′ − 𝐼𝑑
′)𝑒

−
𝑡

𝑇𝑑′′ 

𝐼𝑑𝑐1 = −√2𝐼′′ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 × 𝑒−
𝑡

𝑇𝑑𝑐 

 

      ② 消磁後（持続短絡電流がない場合）の三相突発短絡電流 

𝐼𝑟𝑚𝑠2 = √𝐼𝑎𝑐2
2 + 𝐼𝑑𝑐2

2 

𝐼𝑎𝑐2 = (𝐼𝑑 + (𝐼𝑑′ − 𝐼𝑑)𝑒
−

𝑡
𝑇𝑑′ + (𝐼𝑑

′′ − 𝐼𝑑
′)𝑒

−
𝑡

𝑇𝑑′′) 𝑒
−
𝑇41
𝑇𝑑′ 

𝐼𝑑𝑐2 = (−√2𝐼′′ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 × 𝑒−
𝑡

𝑇𝑑𝑐)𝑒
−
𝑇41
𝑇𝑑′ 

𝑇41は消磁コンタクタ投入後の減衰時間 

 

[1]参考文献：新田目 倖造『電力系統技術計算の応用』(1981)，P.84～P.88 

 

表 6-1 短絡電流算出式定数一覧 

記号 定数 

𝐼𝑟𝑚𝑠 短絡電流の実効値 

𝐼𝑎𝑐 短絡電流の交流分の実効値 

𝐼𝑑𝑐 短絡電流の直流分 

𝐼𝑑 短絡電流持続電流 

𝐼𝑑′ 短絡電流交流分の過渡電流 

𝐼𝑑
′′ 短絡電流交流分の初期過渡電流 

𝑇𝑑
′ 短絡電流の過渡時定数 

𝑇𝑑
′′ 短絡電流の初期過渡時定数 

Tdc 短絡電流直流分の時定数 

α 短絡瞬時の電圧の位相角 

 

アーク放電の遮断時間に含まれる誤差の考え方を図 6-2に示し，考慮した誤差について表

6-2に示す。 
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 図 6-2 アーク放電の遮断時間に含まれる誤差の考え方（1/2）  

（遮断器開放によるアーク放電遮断時） 

 

図 6-2 アーク放電の遮断時間に含まれる誤差の考え方（2/2）   

（D/G停止によるアーク放電遮断時） 

 

図 6-2に示す時間の考え方については以下のとおり。 

①保護継電器の動作時間 

（HEAF発生から保護継電器が過電流を検知し，信号を発するまでの時間） 

②誤差（保護継電器の動作時間に対する誤差） 

③継電器動作後の電流供給停止までの時間（誤差を含んだ最大値） 

④保護継電器の動作時間 

（HEAF発生から保護継電器が過電流を検知し，信号を発するまでの時間） 

⑤誤差（保護継電器の動作時間に対する誤差） 

⑥タイマーの動作時間 

（保護継電器から信号を受けて，タイマーが信号を発するまでの時間） 

⑦誤差（タイマーの動作時間に対する誤差） 

⑧保護継電器，タイマー動作後の電流供給停止までの時間（誤差を含んだ最大値） 

  

HEAF 

発生 

保護継電器 

動作 

補助リレー等 

動作 
D/G 停止 

④保護継電器 

の動作時間 
⑤誤差 

⑧保護継電器，タイマー動作後の電流供給 

停止までの時間（誤差を含んだ最大値） 

アーク放電の遮断時間 

⑥タイマー 

の動作時間 
⑦誤差 

タイマー動作 

HEAF 

発生 
保護継電器動作 

その他補助リレー等 

動作 

遮断器 

開放 

①保護継電器の動作時間 ②誤差 

アーク放電の遮断時間 

③遮断器の開放時間等（誤差を含んだ最大値） 
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表 6-2 アーク放電の遮断時間に関する誤差 

（１）保護継電器に関する誤差 

誤差 

パターン 

使用する保護継電器 
誤差 備考 

機種 保護要素 

1 製品 A 51（過電流継電器）   

2 製品 B 51（過電流継電器）   

3 製品 C 51（過電流継電器）   

4 製品 D 51（過電流継電器）   

5 製品 E タイマー  (sec)  

 

（２）その他機器に関する誤差 

使用する機器 誤差の考え方 誤差を含んだ最大値 備考 

補助リレー 誤差を含んだ最大値で設計 
動作時間：  (sec) 

復帰時間：  (sec) 
 

D/G受電遮断器 誤差を含んだ最大値で設計 開放時間：   (sec)  

消磁コンタクタ 誤差を含んだ最大値で設計 動作時間： .   (sec)  

 

各電気盤のアーク放電遮断時間及びアークエネルギーの一覧を表 6-3 に示す。 

なお，アーク放電の遮断時間を設定する際に実施する保護継電器の動作時間の設定については，

上流及び下流の保護継電器の動作時間と協調を図ることで，電気事故による影響範囲を局所化する

設計とする。 

具体的には，事故点に最も近い過電流保護リレーが上位の過電流保護リレーよりも先に動作する

設計とする。 

 

図 6-3 保護協調のイメージ 

  

D/G D/G 
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d. D/G からの給電時における HEAF 対策 

D/G の給電回路に設置されている過電流保護リレーの考え方は，補機側の過電流保護リレ 

ーが D/G 側の過電流保護リレーよりも 先に動作する設定としている。この保護協調が適切で 

ない場合，補機側の電気事故により，D/G 受電遮断器が開放してしまい，D/G からの電源給電 

が遮断されることとなり，本事象は避ける必要がある。 

したがって，補機側の短絡事故に対しては，瞬時に動作する 50 保護リレー及び時限をも

って動作する 51 保護リレーを組合せて適用することで保護協調を実現する。 

 

D/G 側の 50 保護リレー（以下「D/G50」という。）を追加する場合，既存の補機側 50

保護リレー（以下「50（負荷側）」という。）の保護協調について留意する必要がある。 

そこで，補機側の短絡事故に対しては，瞬時に動作する 50（負荷側）及び時限をもっ

て動作する D/G 側の 51 保護リレー（以下「D/G51」という。）を組合せて適用することで

保護協調を維持し，D/G 側の短絡事故に対しては，既存の D/G51 の回路に，更に時限を

もって動作させるタイマーを追加し，D/G 停止（重故障）とする回路に変更することによ

り HEAF 対策を行うものとする。 

なお，タイマーは D/G の外部故障時にはタイマー設定値以内に D/G 受電遮断器を開放

し短絡電流を遮断することで不要なD/G停止を回避すると共に，D/G受電遮断器にてHEAF

が発生した場合には D/G 受電遮断器が不動作となることから，HEAF 火災発生までに D/G

を停止させるよう，時間を設定する必要がある。 

タイマー最小設定時間は，D/G51 動作により D/G 受電遮断器が開放した場合にはタイ

マーが動作しないようにする必要があるため，補助リレー動作時間，D/G 受電遮断器開

放時間，D/G51 復帰時間，補助リレー復帰時間を考慮すると，  sec 以上としなけれ

ばいけない。 

タイマー最大設定時間は，HEAF 火災しきい値（短絡発生から  sec）から D/G51，

補助リレー等，消磁コンタクタの動作時間及び短絡電流減衰時間を除いた  sec 以下

としなければいけない。 

以上より，追加するタイマーの時間は，  sec から  sec の範囲から  sec

を選定する。 

なお，タイマーの時間の選定にあたっては，タイマー最小設定時間とタイマー最大設

定時間の中間値に近く，タイマーの時間設定を行う調整用つまみで設定可能な時間を選

定している。 

上記の検討結果より，誤差を考慮した遮断器の遮断時間によるアークエネルギーは

表 6-3「電気盤のアークエネルギー及び遮断器の遮断時間一覧（5/5）」の通り  

MJ，  MJ であり，しきい値である 16MJ 以下である。 
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図 6-4 タイマー最小設定時間  
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図 6-5 タイマー最大設定時間 

 

また，M/C(D/G)について，表 6-3 に示す遮断時間の考え方は，以下のとおり。 

・D/G51 の動作時間は短絡電流の大きさと 51 保護リレーの動作特性より  [sec] 

 となる。  

・D/G51 の動作時間により，表 6-2 の誤差（+10%）に該当する  [sec]の測定誤差を考慮

した結果，51 保護リレーの動作時間を  [sec]とした。 

      

・アーク放電を D/G 受電遮断器で遮断する場合の時間は，補助リレーの動作時間と D/G 受電

遮断器の仕様（遮断器の開放時間）で決定した。 

・補助リレーの動作時間：  [sec] 

・D/G 受電遮断器開放時間：  [sec] 

・アーク放電を D/G の停止により遮断する場合は，D/G の短絡電流の式により遮断時間を算 

出した。   

電気盤のアークエネルギー及びアーク放電の遮断時間について，表 6-3 に示す。 
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なお，HEAF 火災しきい値（短絡発生から  sec）の算出方法は以下のとおりである。 

 図 6-6 に示すアークパワーを短絡電流の継続時間で積分することにより，アークエネル 

ギー（約 16MJ）を算出している 。 

アークエネルギーEAの算出式は以下のとおりである。 

= = ( ∙ )  

WA：アークパワー 

VA：アーク電圧（表 6-3（5/5）のアーク電圧 1.33kV） 

IA：短絡電流 

（アーク電圧が一定であるため，短絡電流は図 6-6 のアークパワーの時間 

変化と同じ時間変化の波形となる） 

tA：短絡電流の継続時間 

 上式からアークエネルギーEA≦16MJ となる短絡電流の継続時間 tA の最大値を求めると， 

 [sec]となり，この値を HEAF 火災しきい値としている。 

 

 

 

 

図 6-6 アークパワーの時間変化（柏崎刈羽原子力発電所第 6号機） 
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図 6-7 短絡電流の減衰（柏崎刈羽原子力発電所第 6号機） 
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e．D/G 停止のための保護継電器追加における回路構成について 

D/G 受電遮断器でアーク放電が発生した場合，HEAF 発生に起因した短絡電流を早期に検出

し D/G を停止するため，既存の D/G51 を重故障扱いとするインターロックに変更する。今回

のインターロック追加ロジック，回路構成の概略を図 6-8 に示す。 

また，アークエネルギー抑制の観点から，D/G 機関の停止後速やかに HEAF 発生点である

D/G 受電遮断器への電流供給を停止する必要があることから，D/G51 動作で D/G の消磁コンタ

クタを投入する。 

なお，追加するインターロック回路は既存の D/G 制御盤内に追加し，耐震，溢水影響等に

ついては既評価から変更が無いよう設計する。 

 

 

図 6-8 インターロック図（概要） 

 

f．消磁コンタクタの動作原理ついて 

消磁コンタクタの動作原理について,表 6-4 に示す。

非常用ディーゼル 

受電遮断器開放 

消磁コンタクタ 

投入 
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(2) 火災感知設備及び消火設備の配置 

a. HEAF による火災影響の範囲 

火災感知設備及び消火設備（以下「火災感知設備等」という。）について，HEAF による火

災影響の範囲（Zone of Influence．以下「ZOI」という。）を HEAF 試験により確認した。 

 

(a) HEAF 試験による評価対象設備の選定 

HEAF 試験にあたって，図 6-9 に示すフローを用いて HEAF による火災の影響評価が必要

な設備（以下「評価対象設備」という。）の選定を行った。評価対象設備を抽出した結果，

感知器が評価対象設備として選定された。（表 6-4，図 6-10 参照） 

 

 

①対象電気盤と同じ
火災区域に設置される設備か

②火災の影響を受ける設備か

YES

NO

YES

NO

例： 金属等で構成された設備

例：プラスチック等で構成された設備

HEAF対策の対象電気盤の
火災発生時に使用する

火災感知設備及び消火設備

HEAFによる影響を受けないため

実証試験による確認は不要

HEAFによる影響を受ける可能性があるため
実証試験による確認を実施

(評価対象設備）
 

図 6-9 評価対象設備の選定フロー 
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表 6-4 評価対象設備の選定結果 

HEAF 対策の対象電気盤の 

火災発生時に使用する 

火災感知設備及び消火設備 

①対象電気盤と同

じ火災区域に設置

される設備か 

○：ＹＥＳ 

×：ＮＯ 

②火災の影響を受

ける設備か 

 

○：ＹＥＳ 

×：ＮＯ 

評価対象 

設備 

 

○：対象 

×：対象外 

火災感知

設備 
感知器 ○ ○ ○ 

消火設備 

全域ガス自動消

火設備制御盤 
× － × 

ガスボンベ ○ 
× 

（金属のみで構成） 
× 

噴射ヘッド ○ 
× 

（金属のみで構成） 
× 

 

 

 

 

 

 
図 6-10 火災感知設備及び消火設備のシステム構成概要図 
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(b) 評価方法 

NUREG/CR-6850（火災 PRA 評価手法）・付属書 M（以下「NUREG」という。）において，HEAF

による ZOI は，電気盤の上方 1.5ｍとしていることから，HEAF 試験においては，電気盤の

上方 1.5m に火災感知器を設置し，HEAF 発生後に機能喪失しないことを確認する。なお，

NUREG においては，水平方向の ZOI は 0.9m と規定されているが，感知器は電気盤の水平方

向に設置されないことから，鉛直方向のみの ZOI の確認を行った。 

 

(c) 評価結果 

HEAF 試験において，M/C，P/C，MCC 及び M/C(D/G)ともに，HEAF 発生後も火災感知器の

機能喪失はなかった。このため，NUREG で示された ZOI（鉛直方向）を適用する。 

 

b. 火災感知設備等の配置の確認 

HEAF 発生防止対策を実施する電気盤は，火災防護審査基準に基づき，火災防護対策を実施

する機器として選定し，火災区域を設定して火災防護対策を実施している。 

HEAF 発生防止対策を実施する電気盤の火災感知設備及び消火設備について，「審査ガイド」

に基づき，HEAF が発生した場合を配慮して配置されていることを確認する。 

なお，火災が発生した場合の影響を考慮しても，多重化されたそれぞれの系統が同時に機

能を失うことなく，原子炉を高温停止及び低温停止できる設計としている。 

「a. HEAF による火災影響の範囲」の評価結果に基づき，火災感知器が NUREG に示された

図 6-11 の ZOI の範囲内に設置されていないことを確認する。 

 

 

図 6-11 火災感知器に対する HEAF の ZOI 

 

c. 確認結果 

確認の結果，HEAF 対策の対象電気盤の ZOI 範囲内に火災感知器はないことから，火災感知

設備等は，HEAF を配慮して配置されている。確認の結果について，添付資料 2に示す。 
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添付資料 1 

同等性に影響を与えるおそれのあるパラメータの整理に関する補足について 

 

1．アーク火災発生のメカニズムについて 

 

(1) 電気盤遮断器室内の遮断器の 1次側（又は 2次側）に銅線で三相短絡し，短絡電流を流すこ

とによりアーク放電を発生させると，金属ヒュームを含んだ高温ガスが発生する。この高温ガ

スによる爆発現象は，音速で伝播することから，0.01秒で約 3m伝播する（音速 340m/s×0.01

秒≒3.4m）。 

(2) 電気盤の寸法は，高さ約 3m×幅約 1m×奥行き約 3mであることから，以下のグラフのとおり，

0.01秒～0.02秒後に圧力上昇はピークとなり，その後電気盤の開口部や盤内仕切板の変形（M/C

（D/G）試験ではアークパワーが小さいことから仕切板の変形には至らない）により高温ガスは

電気盤外に抜け，盤内圧力は減少傾向になる。なお，密閉容器であれば，圧力が上昇すれば温

度も上昇するが，電気盤は密閉構造ではなく開口部を有する構造であることから，圧力の上昇

に伴い盤内の温度が上昇するものではない。 
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(3,4) 短時間で大部分の高温ガスは電気盤外に放出される

が，一部はアーク放電の発生箇所である遮断器近傍に

滞留することから，高温ガスから可燃物にエネルギー

が伝播し，あるしきい値以上のエネルギーが印加され

るとアーク火災となる。試験体系上，アークを発生さ

せた銅線をワイヤリングした箇所である遮断器近傍に

最も高温ガスが滞留しやすいことから，遮断器室内の

可燃物が主要な燃焼物であり，試験の結果とも一致し

ている。 

2．M/C（D/G）試験と先行 M/C試験との圧力上昇の相違点について 

第 3回新規制要件に関する事業者意見の聴取に係る会合（2018年 10月 15日開催）「資料 3-2高

エネルギーアーク損傷（HEAF）に伴う火災対策に係る事業者の取り組み状況について」5頁（別添

1参照）に試験体選定時の考え方を記載しており，HEAF発生時の圧力上昇は，盤の変形や開口部か

ら圧力が抜けるため HEAF発生直後の盤内温度上昇に盤内容積の大小は直接寄与しない旨説明して

いる。 

事業者意見の聴取に係る会合では，試験時に確認された電気盤の内圧は先行 M/C試験を代表とし

て記載しているが，HEAF発生直後の最大圧力値は約 62.5kPa（火災が発生しない最大アークエネル

ギー）であった。それに比べて，M/C（D/G）試験は約 2.98kPa（火災が発生しない最大アークエネ

ルギー）であった（別添 2参照）。 

先行 M/C試験と同様にアーク火災を防止するためにはアーク火災となるアークエネルギー（しき

い値）以内に抑える設計とすることについて，前述の M/C（D/G）試験，先行 M/C試験の HEAF発生

直後の最大圧力の違いを踏まえてもアーク火災発生メカニズムとして同等であることについて補足

説明する。 

 

（1）M/C（D/G）試験と先行 M/C試験で用いた試験体，試験条件等の相違点 

M/C（D/G）試験と先行 M/C試験で用いた試験体，試験条件等について纏めた結果は表 1のと

おりである（詳細は別添 3参照）。 

試験条件のうち試験電流については，M/C（D/G）試験は先行 M/C試験の 1/4程度の試験電流

値である。それ以外（試験体，計測方法等）については明確な差はなく同等である。 
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表 1 M/C（D/G）試験‐先行 M/C試験の比較について 

 M/C（D/G）試験 先行 M/C試験 比較・評価 

試験体 規格： 

JEM-1425，JEC-2300

に基づき製造 

開口面積：約 0.48m2 

規格： 

JEM-1425，JEC-2300に

基づき製造 

開口面積：約 0.07m2 

同一の規格で製造されており

形状，盤容積（遮断器室），絶

縁物の種別，開口部の大きさ

などに明確な差はない 

試験 

条件 

試験電圧：6.9kV 

試験電流：5.0kA 

試験電圧： 

6.9～8.0kV 

試験電流： 

18.9～40.0kA 

試験電圧は同等であるが試験

電流については M/C(D/G)試験

は D/G給電時の 3相短絡電流

を模擬しており M/C試験時の

約 13～25%程度の大きさ 

計測 

方法 

圧力センサ（共和電

業製・ひずみゲージ

式・200kPa） 

同左 センサ・測定箇所，測定方法

ともに同等である。 

 

（2）試験電流値の差による影響について 

アークエネルギーはアークパワーとアーク時間の積分値であるがアーク時間は可変パラメー

タであることから，HEAF発生直後の現象の違いはアークパワー（アーク電圧とアーク電流の積）

の差として現れる。 

図 1に HEAF試験で得られた全ての M/C の最大アークパワー（アーク電圧とアーク電流の積）

と圧力上昇最大値の関係を示すと概ね比例関係にあることがわかる。M/C（D/G）試験における，

最大アークパワーは 14.4～17.2MWであり，先行 M/C試験時における値（非耐震：33.6～68.3MW, 

耐震：84.9～156.9MW）と比べて小さい理由は，前述のとおり試験条件における電流値が小さい

からである（M/C（D/G）5kA，M/C（D/G）以外の非耐震：18.9kA，耐震：40kA）。 

  このことから，電気盤内の圧力上昇の現象としては，M/C（D/G）試験及び先行 

  M/C 試験の試験電流値の差によるものでありピーク圧力に違いはあるものの同様の波形形状を

示しており試験状況からも開口部から高温ガスが電気盤外に抜けていることは明らかであるこ

とから圧力上昇の現象としては同様であると考えられる。（開放系アーク放電と試験データの

比較については別紙 1参照） 
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図１ 最大アークパワーと圧力上昇最大値の関係 

（3）まとめ 

今回の HEAF試験では，図 1のとおりアークパワーと圧力上昇値は比例関係にあることから，

HEAF発生直後の圧力上昇という現象は，外部電源受電時と D/G給電時に違いはなく同様のメカ

ニズムであると考えることができる。 

よって，アーク火災発生のメカニズムである以下の①及び②について，D/G 給電時においても

①については本考察のとおり外部電源受電時と同等のメカニズムであると考えることができる。 

①HEAF発生直後の短時間で大部分の高温ガスは電気盤外に放出される 

②一部の高温ガスは，アーク放電の発生箇所である遮断器近傍に滞留することか

ら，高温ガスから可燃物にエネルギーが伝播し，あるしきい値以上のエネルギー

が印加されるとアーク火災となる。 

また，②については第 3回新規制要件に関する事業者意見の聴取に係る会合（2018年 10月 15

日開催）「資料 3-2高エネルギーアーク損傷（HEAF）に伴う火災対策に係る事業者の取り組み状況

について」補 10頁（添付 1参照）に記載のとおり M/Cについてはアークエネルギーが約 25MJ以

上となれば火災となり，アーク継続時間とアークエネルギーは基準電流 20kA で換算すると外部

電源受電時，D/G 給電時に違いはなく概ね比例関係にあることからも同等のメカニズムと考える

ことができる。 

 

以 上 
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別紙－1 

開放系アーク放電と試験データの比較について 

 

開放系アーク放電に関する Babrauskas博士の論文[1]によると図 1-1のとおりアークパワー（横

軸）は，発生圧力×離隔距離（アーク発生箇所と圧力測定箇所との間の距離）の積（縦軸）で整

理できる。今回の電気盤寸法は，高さ 2.3ｍ×幅 1ｍ×奥行き 2.5ｍであり，電気盤の正面で測定

した圧力が最大値を示したため離隔距離を 0.5m とした。試験時の条件を下表に整理し図 1-1 黄

色プロットで示すと概ね Baker’s theory と示された赤線付近にあることからも開放系の論文デ

ータと符合する。これより，アーク発生時の電気盤内圧力は，開放系のアークパワーと離隔距離

の物理指標で整理できる。 

また，試験状況ビデオからも高温ガスが開口部等から抜けることは明らかである。このことか

ら M/C（D/G）試験と先行 M/C試験で使用した電気盤は盤内仕切り板変形や開口部を有する構造で

あることから，境界条件が開放系に近い同等の電気盤として扱うことができると推察する。 

表 1-1 アーク発生時の電気盤内圧力に関連する物理量 

物理量 M/C（D/G）試験時 先行 M/C試験時 

アークパワー 

（横軸） 

2πfVI 

＝2*π*100Hz*1.33kV*5kA 

≒4*109(9乗オーダー) W/s 

2πfVI 

＝2*π*100Hz*1.34kV*40kA 

≒3.3*1010(10 乗オーダー)W/s 

圧力×離隔距離 

（縦軸） 

2.98kPa×0.5 m 

≒1.5*103 Pa･m 

62.5kPa×0.5m 

≒3.1*104 Pa･m 

  注）ｆ：周波数（全波整流波形となることから 50×2＝100Hz） 

    V：アーク電圧，I：試験電流 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 開放空間におけるアークパワーと圧力上昇の関係 

出典 [1] V. Babrauskas, “Electric Arc Explosions”, Proc. 12th Intl. Conf. Interflam, pp. 1283-1296, 2010 

以 上 
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別添 1 

 

資料 3-2高エネルギーアーク損傷（HEAF）に伴う火災対策に係る事業者の取り組み状況について

（抜粋） 
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別添 2 

（1）先行 M/C試験の電気盤内圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）M/C（D/G）試験の電気盤内圧 
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添付資料 2 

火災感知設備及び消火設備の配置について 

 

柏崎刈羽原子力発電所第６号機の火災感知設備及び消火設備の配置について以降に示す。なお，

配置図の凡例については，下記に記載のとおりとする。 

 

【凡例】 

(平面図) ，  (断面図) ： 煙感知器 

(平面図) ，  (断面図) ： 熱感知器 

（平面図），（断面図）    ： 垂直方向の ZOI影響範囲（※） 

 

※ZOI（ Zone Of Influence ）とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①：   ⑪：   ㉑：   

②：   ⑫：   ㉒：   

③：   ⑬：   ㉓：   

④：   ⑭：   ㉔：   

⑤：   ⑮：   ㉕：   

⑥：   ⑯：   ㉖：   

⑦：   ⑰：   ㉗：   

⑧：   ⑱：   ㉘：   

⑨：   ⑲：   ㉙：   

⑩：   ⑳：   ㉚：   

 

電気盤内で発生したアーク放電の盤外への影響範囲のこと。詳細については下図参照。

： 垂直方向への影響範囲 ： 水平方向への影響範囲

Ｂ

Ｃ
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Ｂ’

Ｃ’

Ｃ－Ｃ’断面図

300mm

事故発生

電気盤

900mm 900mm

Ｂ－Ｂ’断面図

ＺＯＩ

事故発生

電気盤

1500mm

盤

側

面

盤

側

面

300mm

900mm

平面図

ＺＯＩ

ＺＯＩ ＺＯＩ
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図 1 火災感知設備及び消火設備の配置図（4/11） 
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原子炉建屋 ３Ｆ 北側通路 
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図 1 火災感知設備及び消火設備の配置図（5/11） 
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図 1 火災感知設備及び消火設備の配置図（6/11） 
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タービン建屋 ＭＢ２Ｆ Ｃ系電気品室 
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図 1 火災感知設備及び消火設備の配置図（7/11） 
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タービン建屋 Ｂ１Ｆ Ｂ系電気品室 
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図 1 火災感知設備及び消火設備の配置図（8/11） 
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タービン建屋 １Ｆ Ａ系電気品室 
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図 1 火災感知設備及び消火設備の配置図（9/11） 

 

⑤ 

⑰ 

A 

 

A 

 

6
70
0 

 

700 

2
50
0 

 

1800 

2
30
0 

⑤ ⑰ 

307



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コントロール建屋 Ｂ１Ｆ 区分Ⅰ計測制御電源盤室 
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図 1 火災感知設備及び消火設備の配置図（10/11）
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D/G保護ロジックへのインターロック追加に関わる既存設備への影響について 

 

1. はじめに 

D/G 保護ロジックへのインターロック追加において，既存設備への影響確認を実施するもの

である。 

 

2. インターロック追加における回路構成について 

今回追加するインターロックの概略イメージについて図 2-1に示す。 

 

図 2-1 回路構成概略図（イメージ） 

 

上記のとおり，既設のインターロックにおいて，D/G受電遮断器で HEAFが発生した場合，ア

ーク火災に対する保護ができないため，既存 51保護リレー（以下「D/G51」という。）動作後に

一定時間が経過しても D/G受電遮断器が「開」動作しないことをもって，D/G受電遮断器で HEAF

が発生したことを判断し，アーク放電を遮断するインターロック回路を追加することで，アー

ク火災の発生防止を図る。  

図 2-1に示す通り，インターロック追加は既存の保護ロジック回路構成を変更するものでは

なく，D/G制御盤内の D/G51にタイマー等を追加することにより，D/G の機関停止及び消磁コン

タクタ投入のインターロックを追加するものである。 

なお，既存の D/G制御盤内に回路を追加し，耐震，溢水影響等については既評価から変更が

無いよう設計する。また，本インターロックについては，既認可の設計を変更するものでもな

い。 

  

添付資料３ 

 

 

非常用ディーゼル発電機 

受電遮断器開放 

消磁 

コンタクタ 

投入 
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【インターロック追加設計の考え方】 

a. D/G受電遮断器での HEAF発生に起因した短絡電流を，アーク火災に至る前に遮断するこ

とを目的としている。 

b. D/Gによる給電時においても，HEAF による電気盤の損壊の拡大を防ぐため，アーク放電

継続時は D/G の機関を停止する。 

c. 上記に加え，アークエネルギー抑制の観点から，D/Gの機関停止後速やかに HEAF発生点

である D/G受電遮断器への短絡電流供給を停止する必要があるため，D/Gの消磁コンタク

タを投入するすることで，短絡電流を減衰させる。 

 

3. 保護ロジックにおける設計思想について 

今回追加する D/G の機関を停止するインターロックは，HEAF火災を発生させないことを目的に

設置するものであるが，図 3-1 に示す通り，発電機比率作動継電器（87 保護リレー），発電機

逆電力継電器（67保護リレー）と同じ設計思想（1/1ロジックで動作）とすることが妥当であ

る。また，この設計思想については，M/Cの保護リレーの設計思想（1/1ロジックで動作）とも

整合している。 

 

 

 

図 3-1 D/G停止インターロック 

非常用ディーゼル発電機 

受電遮断器開放 
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4． インターロック追加による D/Gへの悪影響を防止するための設計上の考慮について 

(1) 追加するインターロック回路の故障による悪影響に対する設計上の考慮   

追加するインターロック回路については，設置許可基準規則第 12条第 1項及びその解釈，並び

に設置許可添付書類八の設計方針に基づき，D/Gと分離及び隔離する必要がある。 

【設置許可基準規則 第12条第1項】 

安全施設は，その安全機能の重要度に応じて，安全機能が確保されたものでなければならない。 

【設置許可基準規則の解釈 第12条】 

第１項に規定する「安全機能の重要度に応じて，安全機能が確保されたもの」については，「発電用軽水型

原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」による。ここで，当該指針における「安全機能を有

する構築物，系統及び機器」は本規定の「安全施設」に読み替える。 

【発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針】 

IV．分類の適用の原則 

3. 分離及び隔離の原則 

 安全機能を有する構築物，系統又は機器は，これら二つ以上のものの間において，又は安全機能を有しな

いものとの間において，その一方の運転又は故障等により，同位ないし上位の重要度を有する他方に期待

される安全機能が阻害され，もって原子炉施設の安全が損なわれることのないように，機能的隔離及び物

理的分離を適切に考慮しなければならない。 

【設置許可 添付書類八】 

1.3 安全機能の重要度分類 

1.3.2 分類の適用の原則 

(3) 安全機能を有する構築物，系統又は機器は，これら二つ以上のものの間において，又は安全機能を有

しないものとの間において，その一方の運転又は故障等により，同位ないし上位の重要度を有する他方

に期待される安全機能が阻害され，もって発電用原子炉施設の安全が損なわれることのないように，機

能的隔離及び物理的分離を適切に考慮する。 

(4) 重要度の異なる構築物，系統又は機器を接続するときは，下位の重要度のものに上位の重要度のもの

と同等の設計上の要求を課すか，又は上位の重要度のものと同等の隔離装置等によって，下位の重要度

のものの故障等により上位の重要度のものの安全機能が損なわれないように，適切な機能的隔離が行わ

れるよう考慮する。 

 

ただし，本申請では HEAF対策を目的としてインターロック回路と D/Gを相互接続する必要があ

るため，故障によって D/G の安全機能の遂行が阻害されることがないように，以下の運転管理・

施設管理による対応を行うものとする。 

なお，これらは保安規定に定める運転管理，施設管理に従い実施するものであり，インターロッ

ク追加に伴い保安規定を変更するものではない。 
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① 運転管理による対応 

51 保護リレーは，柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定の第 12 条（運転管理業務）

の 2(1),(3),(4)，第 13条（巡視点検）第 1項，第 14条（マニュアルの作成）による運転管

理の対象として，運転員が運転監視，巡視点検，運転操作，警報発信時の対応，故障時の対

応，定期的な試験・確認等を実施することとなる。 

具体的には，当該保護リレーの異常有無は巡視点検時に目視にて確認する。 

更に，定期的な D/Gサーベランス時にも，当該保護リレーに異常がないことを目視にて確

認する。 

警報発信時の対応については予め手順書に定めて運用し，運転員が当該保護リレーの故障

を発見した場合には直ちに保全部に点検・復旧を依頼する。 

なお，D/G 運転中に万一当該保護リレーが故障した場合，機関の停止回路が動作し，或い

は D/G受電遮断器が開放され，D/Gからの給電が停止する可能性が考えられる。ただし，非

常用電源系統は，１つの非常用母線で原子炉を安全停止することができるよう多重性・独立

性を有する設計となっていることから，１つの当該保護リレーが故障したとしても，健全側

の D/Gにて事故の収束は可能である。D/G待機中に万一当該保護リレーが故障し，誤動作し

て D/G停止信号を発信した場合，又は復旧作業のために電源隔離を行う場合，D/Gが待機除

外となるため，プラント運転中であれば柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定第 59 条

（非常用ディーゼル発電機その 1）で定められている AOT10日以内（動作可能な外部電源が

1回線である場合は 12時間以内）に復旧できなければプラント停止が必要となる。 

 

② 施設管理による対応 

保全部は，当該保護リレーの保全計画を策定し，計画的に点検を実施することで設備の健

全性を維持する。 

また，運転管理部から当該保護リレーの点検・復旧依頼があった場合は，可及的速やかに

復旧作業を開始する。 

当該保護リレーの復旧は，リレーケースを引き抜くことで保護リレー単独で取替えが可能

である。以下の手順により約 10 時間で復旧可能と考えている。復旧後は，D/G 停止信号を

リセットし，D/Gを再起動することができる。 

・作業準備    ：約 1時間 

・取替品の運搬  ：約 1.5時間 

・作業員の確保  ：約 6.5時間 

・取替作業    ：約 1時間 
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上記の運転管理及び施設管理に係る業務は，柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定第 3

条（品質マネジメント計画）に基づき実施することで，当該保護リレーの健全性を維持すると

ともに，異常の早期発見及び早期復旧に努め，偶発故障（悪影響）に対応する。 

 

柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定第 59条（非常用ディーゼル発電機その 1） 

（抜粋）（参考） 
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 （参考） 51保護リレー及びタイマーのプラント信頼性評価への影響 

現在プラントの信頼性評価では，NUCIA データ『原子力発電所に関する確率論的安全評価用

の機器故障率の算出（1982年度～1997年度 16ヵ年 49基データ改訂版）』（別添２参照。）で定

義されている機器バウンダリに基づき実施している。 

当該リレー及びタイマー誤動作による機関の停止については，“D/G の計測制御回路”として

当該リレー及びタイマーを D/Gのバウンダリに含めて取り扱っている※1。 

すなわち，D/G の故障率には当該リレー及びタイマーの要因による故障率も含まれているた

め，当該リレー及びタイマー設置によるプラントの信頼性評価への影響はない※2。 
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   注記※1 ：PRA で使用している NUCIAの故障率データは，国内プラント全体の過去の故障実

績を集計して統計的に算出された値を使用している。その故障実績の集計に際して，

機器ごとに機器バウンダリが定められている。機器バウンダリ内の故障要因により

当該機器が機能喪失した実績は，当該機器の故障実績としてカウントされる。その

ため，当該機器の故障率に含まれる。一方，機器バウンダリ外の故障原因により当

該機器が機能喪失した実績は，当該機器の故障実績としてカウントされない。その

ため当該機器の故障率には含まれない。また，NUCIA資料『原子力発電所に関する

確率論的安全評価用の機器故障率の算出(1982 年度～1997 年度 16 カ年 49 基デー

タ 改訂版)』の 68頁に D/G のバウンダリの説明の図と表があり，この表の中でバ

ウンダリ内の「計測制御装置」の設備として，「冷却水流量，潤滑油圧力，機関速

度等に係る検出器・変圧器・保護リレー，その他」が挙げられる。「冷却水流量，

潤滑油圧力，機関速度等」といった故障要素は D/G故障ロックアウトリレーを動作

させ機関を直接停止させるものである。当該 51 保護リレー及びタイマーについて

も電気系の保護信号ではあるものの，先の保護信号と並列なインターロック回路を

構成し D/G 故障ロックアウトリレーを動作させることから，当該 51 保護リレー及

びタイマーについても先の保護信号用の保護リレーと同様に D/G バウンダリ内の

設備として整理されると考える。 

     ※2 ：PRA で使用している NUCIAの故障率データは，各プラントの各機器の詳細な設計

情報を分析して算出されたものではなく，国内プラント全体の過去の故障実績を集

計して統計的に算出された値を使用している。よって，過去の実績に基づくもので

あり，現在の機器の設計が変更となっても即座に故障率に影響することはない。一

方で，機器の設計が変更となった後は，その設計での故障実績が積みあがっていく

ので，将来的には故障率に影響が出てくる可能性はある。 

 

なお，仮に D/Gの故障率とは別に当該リレー及びタイマーの故障率を取り扱った場合でも，

現在プラントの信頼性評価で使用している NUCIAデータ『故障件数の不確実さを考慮した国内

一般機器故障率の推定(1982年度～2010年度 29ヵ年 56基データ)』（別添３参照。）によれば，

“D/G の運転継続失敗”の時間故障率(3.3×10-4/hr)に対し，リレー誤動作の時間故障率

(3.0×10-9/hr)，タイマー誤動作の時間故障率（6.8×10-9/hr）は十分に小さいものであり，D/G

の信頼性に有意な影響を与えることはないと考える。 
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 (2) 自然現象等を起因とした悪影響に対する設計上の考慮 

今回のインターロック追加は D/G の自然現象等を起因とした悪影響に対する基準適合性に影

響を与えないよう以下のとおり設計する。（図 4-1参照） 

・「地震」に対しては，追加するインターロック回路（タイマー等）は D/G 制御盤内に設置し，

耐震 S クラスの構造強度を有する設計とする。具体的には，D/G 制御盤内の既設器具と同じ方

法で盤内に取付け，固定することで，地震時に落下・脱落しない設計とする。また，追設する

タイマー等の機能確認済加速度は，D/G 制御盤の機能確認済加速度よりも大きく，かつ盤設置

レベルの機能維持評価用加速度よりも大きくなる設計とすることで，地震によってタイマー等

が故障（機能喪失）することはない。 

・「津波，外部衝撃，火災及び蒸気タービン・発電機等の損壊に伴う飛散物」に対しては，タイ

マー等を設工認において基準適合性が確認されている D/G制御盤内に設置することで，悪影響

を及ぼさない設計とする。 

・「溢水」に対しては，タイマー等を D/G盤内の溢水防護上配慮が必要な高さ以上に配置するこ

とで，悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，「電気系統」の観点で今回のタイマー追設が D/Gに悪影響を及ぼさないように，タイマ

ーは非常用電源系から受電し，タイマー等は単独でも施設管理が可能な設計とする。 
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図 4-1 D/G 制御盤内のタイマー等設置イメージ 

表 4-1 機能確認済加速度と機能維持評価用加速度の比較（D/G 制御盤） 

（9.8m/s2） 

 

表 4-2 制御盤設置高さと溢水による溢水防護上配慮が必要な高さの比較 

（単位：m） 

 

 
機能維持評価用 

加速度 

機能確認済加速度 

タイマー等 盤 

水平方向 1.01   

鉛直方向 0.94   

 制御盤設置高さ 溢水防護上配慮が必要な高さ 

D/G6A 制御盤 T.M.S.L.19.700 T.M.S.L.  

D/G6B 制御盤 T.M.S.L.19.700 T.M.S.L.  

D/G6C 制御盤 T.M.S.L.19.700 T.M.S.L.  

D/G 制御盤 

（既設，自立型） 

タイマー等 
機能維持評価用加速度より，今回追

設するタイマー等の機能確認済加

速度が大きくなる設計 

今回追設するタイマー等は，

溢水防護上配慮が必要な高さ

より上に設置 

基準床レベル 

制御盤設置高さ 
機能維持評価用加速度及び溢水防護上配慮が必要な高さ 
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5． 先行審査プラント（PWR）との HEAF対策比較 

(1)先行審査プラント（PWR）との HEAF対策比較 

  先行審査プラント（PWR）との HEAF対策比較について，表 5-1の通り纏める。 
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6．まとめ 

今回のインターロック追加は，D/G 給電時における電気事故（短絡事故）を検出する目的で

設置していることから，D/Gの保護リレー設計と整合した考え方（A系１台，B系１台，C系１

台）で設計している。 

また，インターロックは HEAF 対策を目的として，D/G の機関停止を実施することとなるが，

既存の D/G の保護ロジック回路の構成を変更するものではなく，D/G 制御盤内にタイマー等を

設置することで D/Gの自然現象等に対する基準適合性に影響がないように設計しており，運転

管理面及び施設管理面の対応により，保護リレーの健全性を維持するとともに，異常の早期発

見及び早期復旧に努め，偶発故障（悪影響）の防止を図る方針としている。 

以上のとおり，今回追加するインターロックが D/Gに悪影響を及ぼさないように設計上の考

慮を行っている。 

以 上 
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D/G 給電時の HEAF火災対策の検討について 

 

1. はじめに 

D/Gからの給電時において HEAFが発生した場合の HEAF火災対策案を比較検討する。 

 

2. HEAF発生条件 

図 2-1に D/G から M/Cに給電する場合の概略電源構成を示す。HEAFは，D/Gからの給電中

における短絡事故に起因して発生するものとし，想定しうる事故点は図 2-1に示す事故点

１，２となる。 

 

事故点１：補機フィーダ遮断器での短絡事故 

事故点２：D/G受電遮断器での短絡事故 

 

 

図 2-1 M/Cへの D/G給電時概略電源構成 

 

 

D/G 

M/C 

M 

OFF 

51 

所内電源又は外部電源より 

事故点 2 
49,50,51 

事故点 1 

87 

別添‐1 
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3. 通常保護の考え方 

図 2-1に示す事故点１，２にて HEAF が発生した場合に，D/G給電中における通常保護の

考え方は以下の通りとする。 
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事故点１： 

D/G給電時に補機フィーダ遮断器にて事故が発生した場合，フィーダ遮断器の開放による短

絡電流の遮断は基本的に不可となる。そのため，図 3-1に示す通り D/G51にて短絡電流を検

知し，D/G受電遮断器を開放し短絡電流を遮断する。 

 

   

図 3-1補機フィーダ遮断器での短絡時(事故点 1)における HEAF火災からの保護 

 

保護リレー動作により 

D/G 受電遮断器開放 

D/G 

M/C 

M 

OFF 

51 49,50,51 

事故点 1 
ON → OFF 

短絡電流 

87 

所内電源又は外部電源より 
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4 

事故点２： 

D/Gから給電中に D/G受電遮断器にて事故が発生した場合，図 3-2に示す通り D/G51にて短

絡電流を検知することとなるが，D/G受電遮断器は故障していることを想定する。本事故点

での HEAF発生時には短絡電流を遮断器開放により遮断することができないため，D/G機関

の停止後の短絡電流減衰による HEAF火災抑制に期待することとなる。 

 

図 3-2 D/G受電遮断器での短絡時(事故点 2)における 

HEAF火災からの保護 

 

D/G51動作による D/G機関の停止ロジックが存在しないため，短絡電流は供給され続けるこ

ととなり HEAF火災からの保護は不可となる。 

 

D/G 

M/C 

M 

OFF 

51 

所内電源又は外部電源より 

事故点 2 
49,50,51 保護リレー動作するが 

D/G 受電遮断器開放 

に失敗 

ON のまま 

短絡電流 

87 
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4. HEAF対策の検討 

3.通常保護の考え方にて検討した通常保護方法と現状での HEAF火災からの保護可否を表 4-

1の通り纏める。 

表4-1 事故点毎における通常保護方法とHEAF火災からの保護可否 

事 

故 

点 

通常保護 

方法 

HEAF火災からの 

保護可否 
課題 

1 D/G51にて保護 〇 ・なし 

2 保護なし × 

・D/G51動作によるD/G機関の停止 

インターロックが存在しないため， 

保護不可。 

〇：現状の保護構成でHEAF火災から保護可  

×：現状の保護構成でHEAF火災から保護不可 

 

表 4-1に示す通り，事故点１における HEAF火災から保護可能であるが，事故点２におけ

る HEAF発生においては，D/G51動作による D/G機関の停止インターロックが存在しないた

め，HEAF火災から保護は不可となる。 

 

以上の結果により，HEAF火災からの保護が可能となる対策案を表 4-2の通り検討した。

各対策案の詳細は次の 5.1項以降に記載する。なお，各対策案の評価については，規格基準

の適合性及び改造物量も含めて考慮して総合的に行った。 
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表4-2 D/G給電中におけるHEAF対策案概要 

対策案 対策概要 備考 

1 
D/G 50 要素を 

重故障として追加 

・保護要素に 50(瞬時)要素を追加し，短絡事 

故早期検知し，HEAF火災を抑制 

・重故障扱いとし，D/G 50動作で D/G の機関 

停止，D/G受電遮断器開放 

5.1項 

2 
D/G 51要素を 

重故障に変更 

・重故障扱いとし，D/G 51動作で D/G の機関 

停止 
5.2項 

3 
D/G 27要素を 

重故障として追加 

・保護要素に 27(低電圧)要素を追加し，短絡 

事故早期検知し，HEAF火災を抑制 

・重故障扱いとし，D/G 27動作で D/G の機関 

停止，D/G受電遮断器開放 

5.3項 

4 
D/G51要素＋限時要素

を重故障に変更 

・重故障扱いとし，D/G 51動作＋タイマ動作 

で，D/G の機関停止 

・D/G受電遮断器の開放後 HEAF継続の場合， 

D/Gの機関停止 

5.4項 
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5. HEAF火災からの保護が可能となる対策案 

5.1 対策案１：D/G 50要素を重故障として追加 

所内電源盤の過電流リレー(50（瞬時過電流）及び 51（限時過電流）)は，短絡等の電気事

故発生時に遮断器等の開放による事故除去及び事故影響範囲の極小化を図るため，保護協調

を考慮した設計としている。 

具体的には，事故点に最も近い過電流保護リレーが上位の過電流保護リレーよりも先に動作

する設定としている。 

 

 

図 5-1 保護協調のイメージ 

 

D/Gの給電回路に設置されている過電流保護リレーの考え方は，補機側の過電流保護リレー

が D/G側の過電流保護リレーよりも先に動作する設定としている。この保護協調が適切でな

い場合，補機側の電気事故により，D/G受電遮断器が開放してしまい，D/Gからの電源給電

が遮断されることとなり，本事象は避ける必要がある。 

したがって，補機側の短絡事故に対しては，瞬時に動作する 50保護リレー（以下「50（負

荷側）」という。）及び 50保護リレーよりも時限をもって動作する 51保護リレー（以下

「D/G51」という。）を組合せて適用することで保護協調を実現している。 

対策案１は，D/G50を追加し，本要素により D/Gの機関を停止させることにより，D/G受電

遮断器で HEAFが発生した場合の保護をできるようにするものである。 

また，同時に D/Gの消磁コンタクタも投入されるインターロックとすることで，D/G受電遮

断器の開放に失敗した場合に D/Gの機関停止に併せて D/Gの励磁を断ち，より早期な短絡電

流の減衰を図る。 

 

D/G D/G 
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図 5-2 D/G 50要素を重故障として追加した場合の HEAF火災からの 

保護インターロックイメージ 

 

本対策案は，D/G50と 50（負荷側）の保護協調について留意する必要がある。 

50保護リレーは設定値以上の電流が流れると瞬時に動作する。 

D/G50要素を重故障とした場合，保護協調が実現できず補機側の電気事故で D/Gが停止し

てしまうため，適用は困難である。 

非常用ディーゼル 

受電遮断器開放 

非常用ディーゼル 

受電遮断器開放 

消磁コンタクタ 

投入 

消磁 

コンタクタ 

投入 

消磁 

コンタクタ 

投入 
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5.2 対策案２：D/G 51要素を重故障に変更 

対策案２は，D/G51の動作により D/Gを停止させることで，HEAF 保護を行うものである。 

D/G51が動作した場合でも D/G機関の停止となるようにインターロックを変更する。（D/G51

保護リレー動作を重故障として扱う。） 

更に，D/G受電遮断器開放に失敗した場合であっても，D/Gの消磁コンタクタを投入し，D/G

の機関停止と併せて D/Gの励磁を断ち，より早期な短絡電流の減衰を図る。 

 

   
 

図 5-3 D/G 51要素を重故障に変更した場合の HEAF火災からの 

保護インターロックイメージ 

 

本対策案の特徴として，D/G内部故障と同様に過負荷(D/G51動作)を重故障とするインタ

ーロックを追加することであり，過負荷時に D/Gを停止させない設計思想を変更することに

なることから，事故時対応手順等に対する影響を与えるため，適用は困難である。 

非常用ディーゼル 

受電遮断器開放 

非常用ディーゼル 

受電遮断器開放 

消磁 

コンタクタ 

投入 

消磁 

コンタクタ 

投入 
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5.3 対策案３：D/G 27要素を重故障として追加 

対策案３は，D/G 27保護リレー（低電圧）（以下「D/G27」という。）を追加し，本要素を重

故障扱いとすることで，短絡時の電圧低下を検出して D/G受電遮断器開放及び D/Gの機関を

停止させ，HEAF 保護を行うものである。 

 

 

 

図5-4 D/G 27要素を重故障として追加したD/Gインターロックイメージ 

 

 

本対策案は，母線などの 27保護リレー（以下「27（負荷側）」という。）と使用用途が異

なる点について留意する必要がある。例えば，D/G給電時に P/C母線で短絡事故が発生した

場合，P/C母線の母線過電流リレーよりも先に D/G 27が短絡時の電圧低下を検出し，健全

な M/C補機への給電までできなくなることが考えられる。27（負荷側）では通常考慮してい

ない過電流保護リレーとの保護協調まで十分検討する必要があることを意味する。 

また，D/G給電時での最大負荷投入時における瞬時電圧低下で動作しないよう，動作電圧

値についても十分検討する必要がある。 

D/G27は現状存在せず，追加する必要があるため，適用は困難である。 

非常用ディーゼル 

受電遮断器開放 

非常用ディーゼル 

受電遮断器開放 

消磁 

コンタクタ 

投入 

消磁 

コンタクタ 

投入 
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5.4 対策案４：D/G51要素＋限時要素を重故障に変更 

   対策案 4は，D/G51の動作にタイマー動作を追加するものである。 

D/G51動作は，D/G外部事故(D/G受電遮断器より負荷側での事故)として扱い，D/G51が動

作した場合，D/G受電遮断器が開放することにより，短絡電流を遮断し，D/Gの機関は停止

させないものとしている。そのため，D/G 受電遮断器で HEAF発生時，D/Gの機関は停止しな

いため，D/G から供給される短絡電流を遮断出来ないこととなる。 

そこで，D/G51の動作にタイマーの動作を追加し，本要素により D/G51動作が一定時間継

続した場合には，D/G受電遮断器で HEAF が発生していると捉え，D/Gの機関を停止させるこ

とにより，HEAF 保護を行う。また，消磁コンタクタ投入信号も発信し，より早期な短絡電

流の減衰を図る。 

 

 

図 5-5 D/G51要素＋限時要素を重故障に変更した D/Gインターロックイメージ 

 

本対策案の特徴として，既存の D/G51 動作ロジックは変更がないため，D/G51が動作し，

D/G受電遮断器が開放した場合には，D/G は停止させないという設計思想を変更することな

く対策できるものである。 
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6. HEAF対策の検討結果 

対策案１～４について，従来の設計思想を維持しつつ，HEAF火災対策が可能である対策

案４（D/G51 動作及びタイマー動作によるトリップ回路（重故障）の追加）を採用する。 

対策案４で追加するタイマーは，既設設計思想に影響を与えないようにするため，D/G51

動作により D/G受電遮断器が開放し，短絡電流が除去された場合には D/Gは停止させず，か

つ，HEAF火災に至る前に D/G機関停止及び消磁コンタクタ投入が完了するように，時間を

設定する必要がある。 

タイマー最小設定時間は，D/G51動作により D/G受電遮断器が開放した場合にはタイマー

が動作しないようにする必要があるため，補助リレー動作時間，D/G受電遮断器開放時間，

D/G51復帰時間及び補助リレー復帰時間を考慮すると，  sec 以上としなければいけな

い。 

また，タイマー最大設定時間は，HEAF火災に至る前に消磁コンタクタを投入する時間か

ら D/G51，補助リレー等及び消磁コンタクタ等の動作時間を除いた  sec以下としなけ

ればいけない。 

以上より，追加するタイマーの動作時間は，  secから  secの範囲から  sec

を選定する。 
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図 6-1 タイマー最小設定時間 
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図 6-2 タイマー最大設定時間
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HEAF対策として追加設置するインターロックの試験・検査方法について 

 

１．はじめに 

本資料は，今回 HEAF対策として追加設置するインターロックの試験・検査方法について補足説明

するものである。 

 

２．追加設置するインターロックの試験・検査方法について 

HEAF対策による健全性及び能力の確認は，保護リレー動作～遮断器開放等までの時間計測につい

ても範囲に含まれることから，それらの試験及び検査の方法について以下に記載する。 

M/C に接続される遮断器(D/G 受電遮断器以外)での HEAF 発生を想定した場合（パターン 1）の試

験・検査イメージを図 1に，D/G受電遮断器での HEAF発生を想定した場合（パターン 2）の試験・

検査イメージを図 2に示す。 

パターン 1については，既工認と同様の検査方法であり，実測にて①，②及び③を測定する。 

パターン 2については，①及び②の範囲については実測できるが，③についてはプラント安全上の

観点から実測できないためメーカーの解析結果を用いて代替する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 パターン 1（M/Cに接続される遮断器（D/G受電遮断器以外）での HEAF時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注記＊: 実機にて短絡状態から D/G停止までの実電流測定ができないため，メーカーの解析結果を用いて代替する。 

 

図 2 パターン 2（D/G受電遮断器での HEAF時） 
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基本設計方針にのみ記載する設備のうち共用設備の配置図 
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